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午前 10時 00分　開会

　◎開会・開議
○議長（坂井幸雄議員）　おはようございま

す。

　ただ今の出席議員数は、14 名です。定足

数に達しておりますので、ただ今から、平成

24 年第１回中能登町議会定例会を開会いた

します。

　諸般の報告をいたします。

　昨年 12 月の定例会において可決されまし

た、円高・デフレを克服する経済対策を求め

る意見書、「緊急事態基本」の早期制定を求

める意見書、災害時などにおける妊婦と胎児

に対する支援の充実を求める意見書、円高か

ら中小企業を守る対策を求める意見書、防災

会議に女性の視点を取り入れることを求める

意見書、国民生活の安心と向上を図る各種基

金事業の継続を求める意見書、視覚障がい者

からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビ

放送を求める意見書、以上７件は、内閣総理

大臣をはじめ、各関係方面に提出いたしてお

りますので、ご了承願いたいと思います。

　加えて、地方自治法第 121 条の規定によ

る、本会議に出席する者、別紙の説明員、

職、氏名一覧表として、お手元に配付してあ

りますので、ご了承願います。

　これより、本日の会議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。

　◎会議録署名議員の指名
○議長（坂井幸雄議員）　日程第１　会議録

署名議員の指名を行います。

　本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118 条の規定により、13 番　田中治夫議員、

14番　作間七郎議員を指名いたします。

　◎会期の決定
○議長（坂井幸雄議員）　日程第２　会期の

決定を議題といたします。

　お諮りいたします。

　本定例会の会期は、本日から３月 23 日ま

での 19 日間といたしたいと思います。これ

に、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、会期は本日から３月 23 日までの

19日間とすることに決定いたしました。

　◎議案の一括上程
○議長（坂井幸雄議員）　日程第３　議案の

一括上程

　報告第１号　専決処分の承認を求めること

について（平成 23 年度中能登町一般会計補

正予算）

　議案第１号　中能登町暴力団排除条例の制

定について

　議案第２号　中能登町道の駅条例の制定に

ついて

　議案第３号　中能登町古民家条例の制定に

ついて

　議案第４号　中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の一部を改正する条例につ

いて

　議案第５号　中能登町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例について

　議案第６号　中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について

　議案第７号　中能登町公民館条例の一部を

改正する条例について

　議案第８号　中能登町立図書館条例の一部

を改正する条例について

　議案第９号　中能登町史跡雨の宮古墳公園

の一部を改正する条例について

　議案第 10 号　中能登町体育施設条例の一

部を改正する条例について
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　議案第 11 号　中能登町介護保険条例の一

部を改正する条例について

　議案第 12 号　中能登町営住宅条例の一部

を改正する条例について

　議案第 13 号　平成 23 年度中能登町一般

会計補正予算

　議案第 14 号　平成 23 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計補正予算

　議案第 15 号　平成 23 年度中能登町介護

保険特別会計補正予算

　議案第 16 号　平成 23 年度中能登町国民

健康保険特別会計補正予算

　議案第 17 号　平成 23 年度中能登町下水

道事業特別会計補正予算

　議案第 18 号　平成 23 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計補正予算

　議案第 19 号　平成 23 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算

　議案第 20 号　平成 23 年度中能登町水道

事業会計補正予算

　議案第 21 号　平成 24 年度中能登町一般

会計補正予算、平成 24 年度中能登町一般会

計予算

　議案第 22 号　平成 24 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計予算

　議案第 23 号　平成 24 年度中能登町介護

保険特別会計予算

　議案第 24 号　平成 24 年度中能登町国民

健康保険特別会計予算

　議案第 25 号　平成 24 年度中能登町下水

道事業特別会計予算

　議案第 26 号　平成 24 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 27 号　平成 24 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 28 号　平成 24 年度中能登町水道

事業会計予算

　請願第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

に関する請願

　請願第２号　原子力発電所の警備に関する

請願

　請願第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加

表明に抗議する請願

　請願第４号　基礎自治体への円滑な権限移

譲に向けた支援策の充実を求める意見書提出

の請願書

　請願第５号　父子家庭支援策の拡充を求め

る意見書提出の請願書

　請願第６号　こころの健康を守り推進する

基本法の制定を求める意見書提出の請願書

　以上、報告１件、議案 28 件、請願６件を

一括議題といたします。

　◎提案理由の説明
○議長（坂井幸雄議員）　議案について、提

案理由の説明を求めます。

　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　おはようございます。提案

理由の説明を申し上げます。

　本日ここに、平成 24 年第１回中能登町議

会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には公私共に何かとご多用の中、ご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。

　昨年３月 11 日の東日本大震災からまもな

く１年を迎えます。改めて亡くなられた多数

の方々のご冥福をお祈りするとともに、被災

地が一刻も早く復興されることを願うもので

あります。被災地においては、厳しい寒さの

状況が報道されています。また、今年は各地

で記録的な積雪となりましたが、幸い本町で

は例年並みの積雪で安堵をいたしております。

　さて、昨年 12 月 24 日に平成 24 年度地

方財政対策の概要が総務省より公表されま

した。平成 24 年度の地方財政計画の規模は、

通常収支分として 81 兆 8,700 億円程度で、

前年度比で 6,400 億円の減、マイナス 0.8％

であります。

　また、特別会計で、東日本大震災の復旧・

復興事業分を通常の予算とは別枠で対応をし
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ております。この中の緊急防災・減災事業は、

被災地以外の自治体にも予算配分され、本町

の予算にも反映される予定です。

　平成 22 年度決算における本町の財政状況

を見ますと、経常収支比率、実質公債費比率、

将来負担比率等の財政指標が前年比で一定程

度改善されるとともに、財政調整基金が増加

し、地方債現在高が減少するなど好転の兆し

が見られたものの、依然として地方交付税や

各種交付金などの依存財源に頼らざるを得な

い状況にあります。

　本町の平成 24 年度の財政見通しについて

は、歳入の各町税については、増減があるも

のの、総額では微増であり、根幹的な一般財

源の増額を見込むのは厳しい状況にあります。

　一方、歳出では、平成 25 年４月開校予定

の統合中学校建設事業、道の駅関連事業並び

に上下水道施設や道路整備等については、更

に推し進めて行かなければなりません。また、

過去に実施してきた社会資本整備に係る公債

費及び少子高齢化の進展に伴う社会保障関係

費が増大することも今後必至であります。

　平成 24 年度の予算については、議会行財

政改革特別委員会の助言を踏まえ、職員各自

が積極的に知恵を出し合い、細部にわたり徹

底した経費の見直しを行うとともに、税収確

保と受益者負担の適正化等に努めながら、よ

り効率的で効果的な行政執行と、将来にわた

り持続可能な財政運営を念頭に置いて予算編

成をいたしました。

　それでは、今定例会に提出いたしました議

案について、順次説明申し上げます。

　最初に、報告第１号　専決処分の承認を求

めることにつきましては、平成 23 年度一般

会計予算の歳入歳出にそれぞれ 2,000 万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ 136 億 2,969 万 6,000 円としたもの

で、除雪費の不足が生じたため、２月３日付

けをもって専決処分を行いましたので、報告

し承認を求めるものであります。

　次に、議案第１号　中能登町暴力団排除条

例の制定についてであります。

　この条例は、暴力団排除に関し、基本理念

を定め、本町の責務等を定めるものでありま

す。

　次に、議案第２号　中能登町道の駅条例の

制定についてであります。

　この条例は、平成 26 年春に開業予定の道

の駅の設置に関して、その管理運営等の内容

について定めるものであります。

　次に、議案第３号　中能登町古民家条例の

制定についてであります。

　この条例は、今月末に小田中地区に完成予

定の古民家の利用開始にあたり、管理運営等

の内容を定めるものであります。

　次に、議案第４号　中能登町ケーブルテレ

ビネットワーク施設条例の一部を改正する条

例についてであります。

　この条例は、加入者側の原因による支障移

設の引込工事負担を全額負担から一部負担に

改正するものであります。

　次に、議案第５号　中能登町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、東日本大震災における被災地

へのボランティア休暇について、特例措置の

有効期限を平成 24 年 12 月 31 日までに変

更するものであります。

　次に、議案第６号　中能登町特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

　この条例は、スポーツ振興法の全面改正に

伴い、所要の改正を行うものであります。

　次に、議案第７号　中能登町公民館条例の

一部を改正する条例についてであります。

　この条例も、社会教育法の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものであります。

　次に、議案第８号　中能登町立図書館条例

の一部を改正する条例についてであります。



－ 6－

　この条例も、図書館法の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものであります。

　次に、議案第９号　中能登町史跡雨の宮古

墳公園条例の一部を改正する条例についてで

あります。

　この条例は、石動山資料館と同様に王墓の

館でも団体割引の規定を設けるものでありま

す。

　次に、議案第 10 号　中能登町体育施設条

例の一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、体育施設の移管又は廃止に伴

い、３施設を削除するものであります。

　次に、議案第 11 号　中能登町介護保険条

例の一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、介護保険事業計画等策定委員

会による答申を受け、介護保険料を改定する

ものであります。

　次に、議案第 12 号　中能登町営住宅条例

の一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、公営住宅法の改正により所要

の改正を行うものであります。

　次に、議案第 13 号から議案 20 号までの

平成 23 年度各会計補正予算に関する議案に

ついてご説明いたします。

　最初に、議案第 13 号　平成 23 年度中能

登町一般会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

1,373 万 7,000 円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 137 億 4,343 万

3,000 円とするものであります。また、第２

表債務負担行為補正につきましては、統合中

学校建設事業費の年次別の事業費の変更によ

り必要額を追加するものであり、第３表地方

債補正につきましても、事業費の確定見込み

により必要額を追加するものであります。

　歳入では、個人住民税、固定資産税、町た

ばこ税の町税、県営土地改良事業費負担金を

増額し、ごみ処理手数料、子ども手当負担金、

社会資本整備総合交付金をそれぞれ減額する

ものであります。ふるさと応援寄付金として、

10 名の方々より合わせて 84 万円をご寄付

をいただいたもので、ここに改めて厚くお礼

を申し上げます。

　また、収支の均衡を図るため、財政調整基

金繰入金については、4,912 万 7,000 円を

減額するものであります。

　次に、歳出では、各款にわたり職員共済組

合負担金の補正、また、総務費で職員の早期

退職に対応するため職員退職手当組合負担金

の増額のほか、各事務事業の確定見込みによ

る補正を行うものであります。また、農業振

興費、県営土地改良事業費でそれぞれ増額を

しております。

　次に、議案第 14 号　平成 23 年度中能登

町後期高齢者医療特別会計補正予算につきま

しては、保険料負担金の減額により、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 667 万

5,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２億 424 万 7,000 円とする

ものであります。

　次に、議案第 15 号　平成 23 年度中能登

町介護保険特別会計補正予算につきましては、

電算システム改修費等の増額により歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,141 万

4,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 18 億 9,057 万 5,000 円と

するものであります。

　次に、議案第 16 号　平成 23 年度中能登

町国民健康保険特別会計補正予算につきまし

ては、平成 22 年度療養給付費等負担金の返

還確定等により、歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ 6,569 万 5,000 円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21

億 5,273 万 4,000 円とするものであります。

　次に、議案第 17 号　平成 23 年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算につきまして

は、地方公務員等共済組合法の一部改正に伴

い、共済負担金の増額により、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ 20 万 6,000 円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
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れぞれ 15 億 4,643 万 2,000 円とするもの

であります。

　次に、議案第 18 号　平成 23 年度中能登

町分譲宅地造成事業特別会計補正予算につき

ましては、事業費の確定見込みにより、歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 539

万 8,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 1,549 万 9,000 円とす

るものであります。

　次に、議案第 19 号　平成 23 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算に

つきましては、事業費の確定見込みにより、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

303 万 5,000 円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 8,147 万 6,000 円

とするものであります。

　次に、議案第 20 号　平成 23 年度中能登

町水道事業会計補正予算につきましては、収

益的支出並びに資本的支出におきまして、地

方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、共

済負担金をそれぞれ増額するものであります。

　続いて、議案第 21 号から議案第 28 号ま

での新年度各会計予算についてご説明をいた

します。

　最初に、議案第 21 号　平成 24 年度中能

登町一般会計予算につきましては、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 132 億 200

万円とするもので、前年比 4 億 5,300 万円、

3.6％増とするものであります。

　第２表地方債では、各事業費の地方債限度

額を総額で 38 億 5,063 万 8,000 円とする

ものであります。

　平成 24 年度の主な事業として、継続事業

では土木費で社会資本整備総合交付金事業費、

道の駅整備費、教育費で統合中学校建設等関

連事業費、新規事業として、総務費で総合電

算システム更新事業費、農林水産事業費でな

かのと農産物特産品開発支援事業費、商工費

でなかのと四季のイベント開催支援事業費、

衛生費でＰＥＴ－ＣＴ検査費用の一部助成費

を計上をいたしました。

　また、隔年で実施をしている防災総合訓練

を今年は、カルチャーセンター飛翔を主会場

に予定をしております。町民の皆様、並びに

関係機関のご協力を賜りますようお願いを申

し上げます。

　合併前からの懸案事業であります鹿島地区

の統合小学校建設事業につきましては、地域

の皆さんのご理解をいただきながら、事業の

前進を図っていきたく、実施設計費等を計上

いたしましたので、ご理解ご協力をいただき

ますよう、よろしくお願いをいたします。

　職員数に関しましては、平成 23 年度中の

退職者 20 名に対し、新規採用者６名を予定

しており、できる限り正規職員の抑制を図っ

ているところでありますが、保育園など法律

の規定に基づいた配置基準を遵守するために

は、不足する職員を嘱託臨時職員として採用

することで現在の行政サービスを維持してい

きたいと考えております。

　次に、議案第 22 号　平成 24 年度中能登

町後期高齢者医療特別会計予算につきまして

は、後期高齢者医療広域連合納付金等の予算

を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億3,040万円とするものであります。

　次に、議案第 23 号　平成 24 年度中能登

町介護保険特別会計予算につきましては、介

護保険料の改定による歳入予算を計上し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19 億

2,300 万円とするものであります。

　次に、議案第 24 号　平成 24 年度中能登

町国民健康保険特別会計予算につきましては、

一般及び退職被保険者等にかかる保険給付費

や後期高齢者支援金並びに共同事業拠出金等

の予算を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 21 億 500 万円とするもので

あります。

　次に、議案第 25 号　平成 24 年度中能登

町下水道事業特別会計予算につきましては、

社会資本整備総合交付金事業として、鹿島中
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部処理区第２汚水幹線管渠布設工事費及び鹿

西中部浄化センター水処理施設改築工事を計

上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ 15 億 6,067 万 5,000 円とし、第２表地

方債では、地方債限度額を４億 3,700 万円

とするものであります。

　下水道事業予算につきましても、行財政改

革の一環として、汚水処理施設基本構想及び

長寿命化計画に基づき、平成 22 年度より順

次、施設の改築・更新と統廃合に係る予算を

計上しており、各施設の建設から維持管理に

おける費用の縮減を図り、下水道事業特別会

計の健全化に努めてまいります。

　次に、議案第 26 号　平成 24 年度中能登

町分譲宅地造成事業特別会計予算につきまし

ては、定住対策を一層推進するため、新たな

宅地造成実施設計業務費及び公有財産購入費

を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ 4,906 万 2,000 円とするものであり

ます。

　次に、議案第 27 号　平成 24 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計予算につきま

しては、放送サービスの運営費や告知端末

サービスの管理費及びケーブルテレビハイビ

ジョン化事業費等を計上し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億5,439万 3,000

円とするものであります。

　最後に、議案第 28 号　平成 24 年度中能

登町水道事業会計予算につきましては、収益

的収入３億 1,131 万 9,000 円、収益的支出

を３億 2,573 万 9,000 円とし、また資本的

収入を６億 5,629 万 8,000 円、資本的支出

を８億 6,171 万 3,000 円とするものであり

ます。

　主な事業として、水圧適正化管路整備事業

費や越路第２配水池築造工事費及び久江第

１・第２配水池改良工事費を計上しておりま

す。

　水道事業会計におきましても、中能登町総

合計画に基づいた上水道施設統合整備事業を

推進し、管路の更新と上水道施設の統廃合に

係る予算を計上をしており、将来にわたる経

費縮減を図り水道事業会計の健全化に努めて

まいります。

　以上、提案をいたしました予算の主な内容

でありますが、予算の執行にあたっては、限

られた財源で最大の効果をあげられるように、

計画的・効率的に行い、健全財政を維持する

よう努めてまいりますので、議員各位のご理

解とご協力をお願いを申し上げます。

　以上、本日提出いたしました議案等の概要

についてご説明申し上げましたが、議員各位

におかれましては、慎重なるご審議をいただ

き、適切なる議決を賜わりますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明を終わりま

す。ありがとうございました。

○議長（坂井幸雄議員）　提案理由の説明が

終わりました。

　ここで、議案説明及び質疑の準備のため

に、10時 45分まで休憩とします。

午前 10時 35分　休憩

午前 10時 45分　再開

　◎議案の説明及び質疑
○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　日程第４　議案の説明及び質疑

　これより、第１回定例会に上程されていま

す報告第１号及び議案第１号から議案第 20

号までの報告１件、議案 20 件について、一

括して議案の説明及び質疑を行います。

　これより、上程議案の説明に入りますが、

執行部におかれましては、簡潔、明瞭で的確

なものとされるように要望をしておきます。

　それでは、これより議案の説明及び質疑を

行います。

　最初に、報告第１号　専決処分の承認を求

めることについて（平成 23 年度中能登町一

般会計補正予算）について、説明を求めます。
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　議案書は、１ページから６ページとなりま

す。

　永源参事兼総務課長

　　〔永源　勝参事兼総務課長登壇〕　

○永源　勝参事兼総務課長　それでは、提出

議案書の１ページをお願いいたします。

　まず、報告第１号　専決処分の承認を求め

ることについてであります。平成 23 年度中

能登町一般会計予算を地方自治法第 179 条

第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分

をしたので、同条第３項の規定により報告し

承認を求めるものであります。

　２ページをお願いいたします。専決第１号

ということで、平成 24 年２月３日付けで専

決処分を行ったものでございます。

　３ページをお願いいたします。平成 23 年

度中能登町一般会計予算につきましては、歳

入歳出の予算の総額に 2,000 万円を追加し、

歳入歳出を 136 億 2,969 万 6,000 円とする

ものでございます。

　６ページをお願いいたします。まず、歳出

の方から説明いたします。

　第８款土木費、第２項道路橋梁費、４目除

雪費で 2,000 万円の増額をお願いするもの

でございます。内訳といたしまして、委託料

の凍結防止剤散布で 200 万円、消雪ノズル・

さく井設備の点検で 170 万円、除雪作業で

1,630 万円の合わせて 2,000 万円の増額を

お願いするものでございます。今年の冬の積

雪の状況により増額をお願いするものでござ

います。

　なお、歳入につきましては、全額、財政調

整基金から繰り入れを行うものでございます。

以上であります。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。報告第１号について質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第１号　中能登町暴力団排除条

例の制定についての説明を求めます。

　議案書は、７ページから 10 ページとなり

ます。

　永源参事兼総務課長

○永源　勝参事兼総務課長　続いて、議案書

の７ページをお願いいたします。

　議案第１号　中能登町暴力団排除条例の制

定についてであります。

　９ページの方、お願いいたします。

　まず、第１条　目的であります。この条例

は、中能登町から暴力団排除に関し、基本理

念を定め、並びに町及び町民等の責務を明ら

かにするとともに、暴力団排除に関する施策

等を定めることにより、暴力団排除を推進し、

もって町民の安全で平穏な生活を確保すると

ともに、町における社会経済活動の健全な発

展に寄与することを目的とするものでござい

ます。

　第２条には、各号に掲げる用語の意義を定

めてあります。

　それから、第３条には、基本理念といたし

まして、暴力団排除は、暴力団が町内の事業

活動及び町民の生活に不当な影響を与える存

在であることを認識した上で、暴力団を恐れ

ないこと、暴力団に対して資金を提供しない

こと及び暴力団を利用しないことを基本とし

て推進されなければならないということを

謳ってあります。

　また、第２項といたしまして、暴力団排除

は国、県、町及び町民等が相互に連携協力を

図りながら、社会全体で推進されなければな

らないということを謳ってあります。

　第４条には、町の責務、第５条には町民等

の責務について記載をしてあります。

　10ページの方をお願いいたします。

　第６条には、町の事務事業における措置と

いたしまして、町は公共工事、その他の町の

事務、又は事業により暴力団を利することと

ならないよう、暴力団員及び暴力団又は暴力
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団員と密接な関係を有する者を公共工事等の

町が実施する入札に参加させないこと、その

他の必要な措置を講ずることに努めるものと

するということを謳ってあります。

　第７条には、公の施設における措置、第８

条には町民等に対する支援、第９条には広報

及び啓発、第 10 条には青少年に対する教育

等のための措置について謳ってあります。以

上であります。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第１号についての質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第２号　中能登町道の駅条例の

制定についての説明を求めます。

　議案書は、11 ページから 16 ページとな

ります。

　広瀬企画課長

　　〔広瀬康雄企画課長登壇〕

○広瀬康雄企画課長　それでは、議案第２号

　中能登町道の駅条例の制定についての概要

についてご説明いたします。

　この条例につきましては、現在整備を進め

ています道の駅の設置に関すること、その他

管理運営等について定めることとしておりま

す。

　第１条は、道の駅の目的及び設置について

定めており、農産物等の地場産品の販売及び

観光情報並びに地域情報の発信による産業の

振興と賑わいの創出による地域の活性化を図

ることを目的として道の駅を設置することと

しております。

　第２条は、道の駅の名称、位置について定

めています。名称につきましては、道の駅の

基本理念により「道の駅織り姫の里なかの

と」とし、位置については地域振興施設の属

する字の一番若い地番の「中能登町井田ぬ部

10番地」としています。

　第３条は、道の駅に整備する道路利用者の

休憩施設などの施設の種類について定めてい

ます。

　第４条は、道の駅で行う道路利用者への休

憩の場の提供など、事業の内容について定め

ています。

　第５条　指定管理者による管理、第６条　

指定管理者が行う業務は、指定管理に関する

事項について定めています。

　第７条は、施設の開館時間等について定め

ており、道路利用者の休憩施設などの 24 時

間利用可能な施設を除き、基本的には午前９

時から午後８時までとしています。

　第８条は、施設を利用した販売に関して施

設の利用承認等を定めています。

　第９条　利用料金、第 10 条　利用料金の

減免、第 11 条　利用料金の還付については、

施設利用者の利用料金について定めておりま

す。

　第 12 条は、利用者が利用条件に違反した

ときなど、利用の制限及び利用承認の取り消

しについて定めており、第 13 条は入場者の

入場の拒否等について定めています。

　第 14 条は、利用者の原状回復の義務、第

15 条は、利用者の損害賠償の義務について

定めています。

　第 16 条は、指定管理者が指定されるまで

の間の町長による管理について定めていま

す。

　最後の 17 条につきましては、規則への委

任について定めたものです。

　附則の第１項につきましては、この条例の

施行日について定めており、第２項は条例を

施行するための準備行為について定めており

ます。

　別表として、第９条の利用料について区分

に応じた金額について定めています。

　以上が道の駅条例の概要になりますので、

よろしくお願いいたします。
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○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第２号について、質疑の方、ございま

せんか。

　４番　諏訪議員

　　〔４番（諏訪良一議員）登壇〕

○４番（諏訪良一議員）　それでは、道の駅

条例について２、３質問をしたいと思います。

　この道の駅の設置、あくまでもねらいとす

るところは地域の産業振興、これしかないと

思うんです。この点を特にですね、これから

検討していただきたいと。

　それからもう１点はですね、農産物の販売

施設、いかにして周年を通じて地場産品を

売っていくことができるか。その生産態勢、

あるいは出荷態勢、このあたりの整備が即、

今年からしっかりやっていただきたいと。建

屋ができてからですね、さあ何か売るものが、

では問題にはならないと思います。この点を

特に、これから徹底して指導をしていただき

たい。以上です。 

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　ただ今の諏訪議員の質

疑にお答えします。道の駅の施設は、議員

おっしゃるとおり、地場産業の振興なくして

は成り立たないというふうに思っておりまし

て、特に施設の大半を農産物の販売施設を占

めることとしております。

　そこで、今ＪＡ能登わかばさんとも協議し

ながら、今、議員おっしゃったように、周年

を通じた出荷態勢をとれるように現在農家の

方と相談しながら、今、ハウス等の野菜も取

り入れながらということで検討もされており

ますし、周年出品できるような態勢を開業ま

でにはとっていきたいなというふうに現在進

めているところでございます。ご理解のほど

よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　４番　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　今ですね、生産し

ておいでる人らの声を聞きますと、町と農協

の連携がうまくできているのかなと、こんな

ようによく思うんです。といいますのはです

ね、このあたりに一つ問題あるのは、やはり

能登わかば農協イコール中能登町ではない

と。やはり２つの行政がまたがっているとい

うところにも一つ問題があると思うんです

ね。このあたりをいかに調整しながら町内の

生産者を誘導していくか。このあたりが大変

大事になってくると思うんですが、どのよう

にお考えでしょうか。伺います。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　諏訪議員の今の再質問

ですが、行政とＪＡがいかに末端の農家まで

意思が伝わるかというようなご質問だったか

と思うんですが、ＪＡとは定期的に会合は

もっております。それは建物の中のことと

か、そういうことで協議しとるんですが、今

の言うとる指導の方についても、そういう農

家を募ってやられとるというふうに聞いてお

ります。それで土曜日ぐらいは能登わかばの

南部の方でも盛んにやられておりますし、野

菜の講習会等も盛んにやられとるとも聞いて

ます。ただそれが、今、道の駅できた時の出

荷態勢まで見据えたものかどうかは、これか

らも行政としても指導はしていかなくちゃい

けないと思ってますし、まだ１年少しあるん

ですが、その組織を見据えたそういう取組み

もお願いしていくこととしておりますので、

またＪＡとは強い繋がりを持ちながら、これ

に関しては一緒の方向性で進んでいきたいな

というふうに思っております。

○４番（諏訪良一議員）　はい、質問を終わ

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　そのほか、ござい

ませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　次に、議案第３号

　中能登町古民家条例の制定について、説明

を求めます。

　議案書は、17 ページから 21 ページとな
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ります。

　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　それでは、議案第３号

　中能登町古民家条例の制定について、その

条例の概要についてご説明を申し上げます。

　議案書は 19ページになります。

　この条例につきましては、現在、再生工事

を進めております小田中の古民家について、

完成後の古民家の管理運営について定めるこ

ととしております。

　第１条は、条例の目的について定めており

まして、中能登町の町並み保存及び地域の活

性化に資する賑わい空間の創出を図るため設

置することや、管理に関して必要な事項を定

めることを目的としております。

　第２条は、古民家の名称、位置について定

めています。位置につきましては、「中能登

町小田中ム部 103 番地」です。名称につき

ましては、「（仮称）小田中古民家」としてい

ますが、これにつきましては、工事完成後に

古民家の内見会を行いたいなというふうに

思っております。それで、町民の方々に是非

見ていただきまして、その上で愛称を募集

し、旧街道の古民家に相応しい親しみのある

名前を付けていただきたいなというふうに考

えております。そういうことで、愛称が決ま

りましたらこの条例の一部を改正して、名称

は正式に決定したいと思いますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。

　第３条につきましては、使用時間を定めて

います。原則としては、午前９時から午後

10時までとしています。

　第４条　使用の休止、第５条　使用の承

認、第６条　使用承認の制限、第７条　使用

承認の取り消し等、第８条　権利譲渡の禁止

は、古民家の使用手続き等について定めてい

ます。

　第９条は、立入指示について定めています。

　第 10 条　原状回復の義務、第 11 条　損

害賠償の義務は、使用者の義務について定め

ています。

　第 12 条　使用料、第 13 条　使用料の減

免、第 14 条　使用料の不還付は、古民家の

使用料に関する事項について定めておりま

す。

　第 15 条は、本町の免責に関して定めてお

り、第 18 条　指定管理者の管理、第 17 条

　指定管理者が行う業務、第 18 条　秘密保

持の義務については、指定管理者に関する事

項を定めたものであります。

　第 19 条につきましては、規則への委任に

ついて定めております。

　附則として、この条例の施行日について定

めています。

　別表としては、第 12 条の使用料について、

利用形態に応じた金額について定めています。

　以上が、中能登町古民家設置条例の概要に

なりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第３号についての質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第４号　中能登町ケーブルテレ

ビ事業ネットワーク施設の条例の一部を改正

する条例についての説明を求めます。

　議案書は、23 ページから 25 ページとな

ります。

　澤　情報推進課長

　　〔澤　伸一情報推進課長登壇〕　

○澤　伸一情報推進課長　ページ、23 ペー

ジをお願いします。

　議案第４号　中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の一部を改正する条例につ

いてであります。

　それでは、25ページをお願いします。

　中能登町ケーブルテレビネットワーク施設

条例の一部を改正する条例。中能登町ケーブ
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ルテレビネットワーク施設条例の一部を次の

ように改正する。

　説明の方は、先に提出してありますＢ４の

条例等提出案件資料の１ページの方をお願い

します。

　新旧対称表の１ページで、条例第 11 条２

項の一部を改正するものであります。下線の

部分の前条例第２項及び第３項の規定にかか

わらず加入者の負担とするを、右の改正案の

下線部分、引き込み工事においては前条第２

項の規定にかかわらず加入者等の一部負担、

告知端末サービス宅内工事については、前条

第３項の規定にかかわらず加入者等の負担に

改正するものであります。

　これは従来、光ケーブルの引き込み工事は

１世帯、または１住戸につき１回線部分が町

の負担となっておりました。しかし、住宅の

リフォームや増築等により軒下に取り付けて

あります光信号変換機を動かし、元の場所よ

りも遠くなった場合、光ケーブルの線を再引

き込みする工事が必要となり、その工事費用

は全額加入者負担となっております。この再

引き込み工事の負担を全額負担から一部負担

に変更するための条例改正であります。

　光ケーブルの張り替えの工事は、電柱間の

電送路の途中に設置してありますドロップク

ロージャーという黒い長方形のボックスの光

ケーブルの分配機から、各家庭の軒下にある

光信号機までの距離になります。この距離が

各家庭によって異なり、20 メーターの方や

ら 100 メーターの方など様々であり、町全

体の平均では約 82 メーターが平均でありま

す。この負担金は、ドロップクロージャーの

設置場所によって決まります。張り替えの距

離が 100 メーターで約 10 万円の負担であ

り、20 メーターの方では約４万円の負担で

あります。この負担金の格差を解消するため、

引き込み工事負担金をドロップクロージャー

から光信号変換機までの距離でなく、引き込

みの光ケーブルの引き出ししている直近の電

柱または吊線から光信号機の変換機までの距

離、光信号変換機までの距離の間とするもの

であります。以上であります。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第４号についての質疑の方、ございま

せんか。

　ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　はい、ないようで

すので、次に議案第５号　中能登町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例についての説明

を求めます。

　議案書は、27 ページから 29 ページとな

ります。

　永源参事兼総務課長

○永源　勝参事兼総務課長　27 ページをお

願いいたします。

　議案第５号　中能登町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例についてであります。

　29 ページをお願いいたします。その下段

の方をお願いいたします。

　附則に次の１項を加える改正規定中「平成

23 年 12 月 31 日」を「平成 24 年 12 月 31

日」に改めるものでございます。

　これにつきましては、東日本大震災に対応

するための特別休暇、ボランティア休暇であ

りますが、これに関する特例措置について１

年間延長するものでございます。よろしくお

願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第５号についての質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第６号　中能登町特別職の職員
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で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について、説明を

求めます。

　議案書は、31 ページから 33 ページとな

ります。

　永源参事兼総務課長

○永源　勝参事兼総務課長　31 ページをお

願いいたします。

　議案第６号　中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてであります。

　33 ページをお願いいたします。33 ページ

の下段の方でございます。

　別表第１中「体育指導委員」を「スポーツ

推進委員」に改めるものでございます。

　これにつきましては、国の法律、スポーツ

振興法の改正に伴い名称を変更するものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第６号についての質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第７号　中能登町公民館条例の

一部を改正する条例についての説明を求めま

す。

　議案書は、35 ページから 37 ページとな

ります。

　平岡生涯学習課長

　　〔平岡　保生涯学習課長登壇〕　

○平岡　保生涯学習課長　それでは、ペー

ジ、35ページをお願いいたします。

　議案第７号　中能登町公民館条例の一部を

改正する条例についてでございます。

　これにつきましては、先の第 177 回国会

におきまして成立しました、平成 23 年８月

30 日に公布された地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、第二次一括法によ

りまして社会教育法の一部が改正されました。

これまで法律で定められていました「公民館

運営審議会の委員の委嘱、任命の基準」が削

除されまして、町の条例で定めることとされ

たことに伴いまして、今回、中能登町の公民

館条例の一部を改正するものでございます。

　それでは、ページ、37 ページをお願いい

たします。資料の方は４ページになります。

　まず、第 17 条の１項中、「審議会を置く

ことができる。」とあるものを、「置く。」に

改めます。

　それから 17 条の４項を「審議会の組織、

運営等については、規則で定める。」に改め、

同項を同条の第５項とし、第３項の「委員の

任期」を４項とし、同条第２項中「審議会の

委員」を「委員」に改め、同項を同条の３項

とし、１項の次に次の１項を加えるというこ

とで、ここで「運営審議会委員の委嘱、任期

の基準」を加えております。

　以上が公民館条例の一部を改正する条例に

なります。よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第７号について、質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第８号　中能登町立図書館条例

の一部を改正する条例についての説明を求め

ます。

　議案書は、39 ページから 41 ページとな

ります。

　平岡生涯学習課長

○平岡　保生涯学習課長　それでは、議案書

39 ページになります。議案第８号でござい

ます。中能登町立図書館条例の一部を改正す

る条例についてであります。

　これにつきましても、先ほどの第二次一括
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法によりまして、図書館法の一部改正が行わ

れたことによります図書館条例の一部改正す

るものでございます。

　ページ、41 ページになります。資料の方

は、５ページでございます。

　まず、第１条中、「法律第 118 号」のあ

とへ「以下「法」という。」法律の法ですね。

という文言を追加するということでございま

す。

　それから 13 条中、第 14 条の規定に基づ

き、図書館に、中能登町図書館協議会「協議

会」を置く。というものでございます。

　それから、２項につきましては、図書館協

議会の委員の専任の関係の項を設けておりま

す。

　それから、３項、４項につきましては、委

員の定数及び任期についてを謳っております。

　それから、第５項につきましては、協議会

の組織、運営等については、規則で定めると

いうものでございます。

　以上、図書館条例についての一部改正でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第８号についての質疑の方、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第９号　中能登町史跡雨の宮古

墳公園条例の一部を改正する条例についての

説明を求めます。

　議案書は、43 ページから 45 ページとな

ります。

　堀内教育文化課長

　　〔堀内浩一教育文化課長登壇〕　

○堀内浩一教育文化課長　議案第９号　中能

登町史跡雨の宮古墳公園条例の一部を改正す

る条例についてでございます。

　45 ページをお開きいただきたいと思いま

す。

　本条例の改正は、雨の宮古墳の「雨の宮能

登王墓の館」の入館料の取り扱いについての

変更を行うものでございます。

　これまでは「雨の宮能登王墓の館」の入館

料につきましては、団体扱いの入館料金は設

定されていませんでした。当町が世界農業遺

産の認定や平成 26 年開業の北陸新幹線、ま

た１号墳の保存修理事業を終えまして、来場

者の増大、交流人口の拡大を図っていくうえ

で、団体入館者の拡大も図っていくことが必

要ということで、新たに大人の団体料金を設

定するものでございます。大人については、

20人以上で 160 円とするものです。

　また、小・中学生の団体についても新たに

設け、入館目的は学習、勉強が趣旨と考えら

れますので、これにつきましては無料扱いと

するものでございます。

　これによりまして、石動山資料館と同じ料

金設定となります。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第９号についての質疑の方、ございま

せんか。

　９番　上見健一議員

　　〔９番（上見健一議員）登壇〕　

○９番（上見健一議員）　あのですね、この

条例改正、沢山入れるためにというので団体

扱いする、安くするというのは分かりますけ

ども、高校生、高校生が従来は 100 円だっ

たのが、新たに改正したのは 200 円になる

ということですか。今までは小人、小・中・

高生が 100 円だったんですけども、小学生

と中学生だけが 100 円と。あとは 200 円扱

いというのは、高校生が 200 円になると理

解してよろしいんですか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　今回、無料扱いと

いたしますのは、義務教育の小・中学生と

いうことで、高校生につきましては、従来
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100 円であったものが結果的に 100 円アッ

プの、個人で入りますと 200 円に上がると

いうことでご理解をいただきたいと思いま

す。

　従来、石動山資料館も同じ扱いになってお

りますので、それに合わせるということでご

ざいます。以上でございます。

議長（坂井幸雄議員）　上見議員

○９番（上見健一議員）　先ほどの説明では、

その入館者の数を沢山したいと。それに反す

る形になるとは思わないですか。入館者の増

大のために団体扱いにして割安にすると。そ

れとは逆行しているように思うんですけど

も、いかがですか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　上見議員のご指摘

の面も確かにあるかと思います。ですけど、

実際これまでの入館者数を見てますと、高校

生は比較的少なく、小・中学生がほとんどだ

と、そういう観点からこのような形にさせて

いただきましたので、ご理解をお願いしたい

と思います。

○９番（上見健一議員）　終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　次に、議案第 10

号　中能登町体育施設条例の一部を改正する

条例についての説明を求めます。

　議案書は、47 ページから 49 ページとな

ります。

　平岡生涯学習課長

○平岡　保生涯学習課長　それでは、ペー

ジ、47 ページになります。議案第 10 号　

中能登町体育施設条例の一部を改正する条例

についてであります。

　これにつきましては、トレーニングセン

ターとりや、緑の健康広場、テニスコート二

宮あおば台の３施設について、利用者の減

少、施設の老朽化等によりまして、施設の統

合、統廃合を目的として移管または廃止する

ものでございます。

　まず、トレーニングセンターとりやにつき

ましては、とりや児童館へ移管、緑の健康広

場は廃止で普通財産として総務課へ、テニス

コート二宮あおば台につきましても廃止とい

うことで普通財産で総務課へ移管、管理する

ものでございます。

　ページは、49 ページ、資料の方は７ペー

ジになります。

　ここの新旧対照表にございます体育施設の

名称１という表でございますが、２番のト

レーニングセンターとりや、４番緑の健康広

場、次のページ、８ページへいきまして、テ

ニスコート二宮あおば台、この３施設につい

て条例から抜くというものでございます。抜

けたところについては、順次番号が繰り上が

るというものでございます。

　それから、第７条の方で各施設の使用料金

等の載ったものがございます。それにつきま

しても、トレーニングセンターとりやとテニ

スコート二宮あおば台の表を抜いて、その分

番号が全部繰り上がるといった改正でござい

ます。よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第 10 号についての質疑の方、ござい

ませんか。

　11番　岩井礼二議員

　　〔11番（岩井礼二議員）登壇〕　

○ 11 番（岩井礼二議員）　ただ今の条例に

ついて、現在まであった施設がなくなったの

か、解消したのかによって繰り上がるような

中身になっておりますが、なくなった施設に

ついてもう少し具体的に説明をしていただき

たい。特に、トレーニングセンターとりや、

これは場所がどこなのか、それとなくなった

理由、同じく４番、緑の健康広場も場所が具

体的にどこなのか。また、テニスコート二宮

あおば台、これは大体私は予想がつくんです
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が、全員が予想がつくとは思われないので具

体的に説明してください。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

○平岡　保生涯学習課長　ただ今の岩井議員

さんのご質問にお答えいたします。

　まず、トレーニングセンターとりやでござ

いますが、これは鳥屋庁舎から信号のところ

へ出ました交差点のところに、とりや児童館

がございます。その中に以前、トレーニング

センターがありました。そういうことで、施

設も数台しかなかったんですが、それをト

レーニングセンターろくせい、それから鹿島

体育センターの方へ統合したような形になっ

ております。そういうことで施設自体はもう

機材もございませんし、とりや児童館として

今後管理していくというものでございます。

　それから、緑の健康広場につきましては、

これも旧鳥屋地内なんですが、これは春木

地内になるんですか、三つ池の付近で町の

水道施設がございます、高台の真下に以前、

ゲートボール場があったんですね。それで現

在、ゲートボール場もできない状態になって

おりまして、土捨て場のような形というか、

ちょっと荒れた状態になっとるんです。そう

いうことで、ゲートボール場としてもできな

いということで総務課の方へ移管すると。古

墳公園じゃなくて、三つ池ご存知ないです

か。瀬戸の方へ行く三差路、県道との交差点

があるんですが、ちょうどその三差路のとこ

ろにある施設なんです。上の方には浄水場が

ありまして。それから、二宮あおば台のテニ

スコートにつきましては、サンコーポラスの

横にテニスコート、以前ございました。それ

が施設も老朽化してきて、利用者もいないと

いうことで、今回取り壊しいたしましたので、

条例からおとすということでございます。

○ 11番（岩井礼二議員）　終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかにございませ

んか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 11 号　中能登町介護保険条

例の一部を改正する条例についての説明を求

めます。

　議案書は、51 ページから 53 ページとな

ります。

　延川介護担当課長

　　〔延川しのぶ住民福祉課介護担当課長登

壇〕　

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　議案

書の 51ページをお願いします。

　議案第 11 号　中能登町介護保険条例の一

部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。

　53 ページをお願いします。新旧対照表は

別添資料の 11ページになります。

　条例の改正内容につきましては、介護保険

事業計画等策定委員会による答申を受け、介

護保険料を改定するものでございます。

　第３条中、保険料の対象年度を「平成 21

年度から平成 23 年度まで」を「平成 24 年

度から平成 26 年度まで」に改めるものでご

ざいます。

　また、第４号中の第１号被保険者の介護

保険料基準額の年額は、「51,600 円」を

「64,800 円」に改め、この基準額に基づき、

政令第 38 条第１項に掲げるとおり、所得段

階別に保険料の改定をするものでございます。

　また、第１号、第２号につきましては、対

象になる方が異なるもので保険料は同額とな

ります。

　保険料につきましては、介護報酬の引き上

げ改定、高齢化の進行に伴う要介護者の自然

増、また、介護老人福祉施設や小規模多機能

型居宅介護の地域密着型サービスの整備を行

うなど、平成 24 年度からの３年間で必要と

見込まれる介護給付費などから法定負担割合

に基づき算出したものでございます。

　保険料の改定で負担が大きくなりますが、
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策定委員会の答申に基づき、必要なサービス

を充実させるということでご理解をいただ

き、お願いを申し上げるものでございます。

以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第 11 号についての質疑の方、ござい

ませんか。

　９番　上見議員

○９番（上見健一議員）　あのですね、条例、

例規集を見れば分かるんですけども、１号か

ら６号までの区分けですね、これを町民の方

にも分かるように一回説明していただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　延川介護担当課長

○延川しのぶ介護担当課長　上見議員さんの

質疑にお答えいたします。

　第１号は、住民税非課税世帯で生活保護及

び老齢福祉年金の受給者の方です。第２号

は、住民税非課税世帯で課税年金収入と合計

所得金額の合計が 80 万円以下の方です。第

３号は、住民税非課税世帯で第１号及び第２

号に該当する以外の方です。第４号は、住民

税課税世帯で本人は住民税非課税の方です。

第４号は、本人が住民税課税で合計所得金額

が 190 万円未満の方です。第６号は、本人

が住民税課税で合計所得金額が 190 万円以

上の方です。以上でございます。

○９番（上見健一議員）　終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかにございませ

んか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 12 号　中能登町営住宅条例

の一部を改正する条例についての説明を求め

ます。

　議案書は、55 ページから 58 ページとな

ります。

　高橋土木建設課長

　　〔高橋孝雄土木建設課長登壇〕　

○高橋孝雄土木建設課長　議案書、55 ペー

ジをお願いをいたします。

　議案第 12 号　中能登町営住宅条例の一部

を改正する条例についてであります。

　57ページをお願いをいたします。

　この条例改正は、国の地域主権改革一括法

によりまして、公営住宅法の一部改正により、

これまで老人、身体障害者、その他、特に居

住の安定を図る必要のある方について、同居

の親族がなくても単身で公営住宅へ入居でき

るとの規定が、本年４月１日をもって廃止さ

れることとなりました。町といたしましては、

高齢者の方や障害のある方などが引き続き単

身でも町営住宅に入居できるよう配慮する必

要があると考え、今回条例を改正するもので

あります。

　なお、改正の主な内容につきましては、第

６条第２項に老人、身体障害者その他特に居

住の安定を図る必要がある者として、これ

までの基準と同様、第１号で 60 歳以上の者、

第２号で障害者の方、第３号で戦争病者、第

４号で原子爆弾被爆認定者、第５号で生活保

護受給者、第６号で海外からの引揚者。58

ページ、お願いします。第７号でハンセン病

療養所入所者、第８号で配偶者からの暴力を

受けている被害者の方が例外的に単身でも町

営住宅に入居できる規定を条例に追加したも

のであります。

　なお、この条例の附則で、この条例は平成

24 年４月１日から施行するものであります。

以上、中能登町営住宅条例の一部を改正する

条例の概要であります。よろしくお願いをい

たします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　議案第 12 号について、質疑の方、ござい

ませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま



－ 19－

す。

　次に、議案第 13 号　平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算についての説明を求めま

す。

　まずは、歳入全般についての説明を求める

こととします。

　議案書は、59 ページから 72 ページとな

ります。

　永源参事兼総務課長

○永源　勝参事兼総務課長　それでは、議

案書 59 ページをお願いいたします。議案第

13 号　平成 23 年度中能登町一般会計補正

予算であります。

　歳入、歳出にそれぞれ１億 1,373 万 7,000

円を増額し、総額を 137 億 4,343 万 3,000

円としたいものでございます。

　第２条には、債務負担行為の補正、第３条

には地方債補正を載せてあります。

　64ページをお願いいたします。

　第２表債務負担行為の補正であります。統

合中学校建設事業で、まず変更前の限度額

でございます。工事請負額 23 億 6,940 万

5,000 円を変更後で 24億 1,241 万 5,000 円

に、また工事管理費につきましては、変更前

が 2,800 万円を変更後で 2,840 万 5,000 円

にしたいものでございます。

　これにつきましては、入札によりまして金

額が確定したこと、また 23 年度と 24 年度

の工事割合が確定したこと等により変更とな

るものでございます。

　続いて 65 ページをお願いいたします。第

３表地方債補正であります。

　まず、農業農村整備事業債で 6,920 万円

を 7,550 万円に、老朽ため池改修事業につ

きましては、1,550 万円を 1,610 万円に、道

路事業で３億 6,310 万円を３億 7,280 万円

に各々増額をしたいものでございます。各々

事業費の確定によるものでございます。

　続いて、歳入の方になります。まず、最初

の町税につきましては、吉田税務課長の方か

ら説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（坂井幸雄議員）　吉田税務課長

　　〔吉田外喜夫税務課長登壇〕　

○吉田外喜夫税務課長　それでは、歳入の方

を説明させていただきます。68 ページにな

ります。

　第１款町税、第１項町民税、１目で個人

町民税でございます。補正額は 878 万円で

ございます。それと法人税、補正額が 2,812

万円でございます。

　まず、個人町民税については、リーマン

ショック以来失業者が増えておりました、毎

年。ところが、22 年度に関して、失業者が

復職されたということが見込まれまして増額

になったと思われます。それと、法人町民税

については、企業がやはりリーマンショック

以来、事業所得というか事業費収入が増額並

びに廃業される方もおりますが、起業される

方もおいでたということで 2,812 万円の増

額となるものでございます。

　次に、固定資産税 1,150 万円の増額でご

ざいます。これについては、土地は毎年５％

程度下がっております。しかしながら、22

年度の新築家屋の増、特に非木造の家屋が多

くあったということで 1,150 万円の増でご

ざいます。

　それから町税、軽自動車税ですけれども、

これは普通自動車からガソリンの値上げによ

る軽自動車への乗り替えが増えたものと思わ

れます。140 万円の増でございます。

　次に、町たばこ税でございます。これは

22 年 10 月にたばこ税の増額がありました。

その時に禁煙者を見込んでおりましたけれど

も、23 年度に入り、その見込み、禁煙者が

復煙されたというような状況でございます。

1,900 万円の増額を見込んでおります。以上

でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長
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○永源　勝参事兼総務課長　そのほかの歳入

の特定財源につきましては、各課長の方から

歳出の方で一緒に説明していただきますの

で、よろしくお願いいたします。

　なお、私の方からは、今説明しなければな

らない一般財源等について少し説明をしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

　まず、70 ページをお願いいたします。こ

の１番上の県支出金、第１項県負担金、１目

総務費県負担金で 213 万 5,000 円の増額を

計上しておりますが、これにつきましては、

東日本大震災災害救助費求償負担金として県

からいただくものでございます。その内訳と

いたしましては、23 年度に中能登町から保

健師が４名、宮城県の石巻市女川町の方へ４

名派遣をしております。それらに要する経費、

また中能登町の備蓄してあった救援物資とし

て送っております。それらに充てるための金、

合わせて 213 万 5,000 円を負担金としてい

ただくものでございます。

　続いて、71 ページの方をお願いいたしま

す。第 16 款寄附金、４目ふるさと応援寄附

金でございますが、11 月１日から１月 31

日までの間に 10 件、84 万円のふるさと寄

附金をいただきましたので、ここに記載をし

たものでございます。

　また、第 17 款繰入金、1 目基金繰入金で

4,912 万 7,000 円のマイナスでございます

が、ここにつきましては、歳入と歳出のバラ

ンスをとるために減額としたものでございま

す。

　続いて、その下の第 17 款繰入金、第２項

特別会計繰入金、１目特別会計繰入金で 448

万 5,000 円の△となっておりますが、分譲

宅地で当初ゆりが丘で４戸分売れるという見

込みで予算を計上いたしましたが、23 年度

で３戸売れる見込みとなりましたので、１戸

分を減額するということで 448 万 5,000 円

の減額を行ったものでございます。あとの特

定財源等につきましては、歳出の方で説明を

させていただきますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで、昼食のた

め１時 30分まで休憩いたします。

　午後からは歳入の質疑から始めますので、

よろしくお願いいたします。

午前 11時 55分　休憩

午後１時 30分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　これより、議案第 13 号　平成 23 年度中

能登町一般会計補正予算の歳入全般について

の質疑を行います。

　議案書は、59 ページから 72 ページとな

ります。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、同じく議案第 13 号　平成 23 年

度中能登町一般会計補正予算の歳出について

の説明を求めます。

　ここでは、第１款議会費から第２款総務費

までに説明を求めます。

　議案書 73 ページから 80 ページとなりま

す。

　永源参事兼総務課長

○永源　勝参事兼総務課長　それでは、議案

書の 73ページをお願いいたします。

　まず、第１款議会費、１目議会費、２細目

の給与費で 14 万円の増額をお願いするもの

でございます。職員共済組合の負担金の増を

お願いするものでございます。これにつきま

しては、ほかの款にもこの負担金が出てきま

すし特別会計にも出てきます。その内訳でご

ざいますが、国民年金法の一部を改正する法

律による地方公務員等共済組合の一部改正法

の施行に伴いまして、一般職の給与に対する

公的負担の率が変わったものでございます。
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1,000 分 の 36.25 か ら 1,000 分 の 48.125

に変わった関係で増額をお願いするものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。

　続いて、第２款総務費、１目一般管理費

で 6,373 万 8,000 円の増額をお願いするも

のでございます。その内、１細目の給与費

では、職員退職手当組合負担金として 5,095

万 2,000 円の増額をお願いするものでござ

います。今年度当初予算には 16 名分の負担

金を計上しておりましたが、年度途中の１

名と３月末に 18 名の職員が退職いたします。

合わせて 19 名分の負担金が必要となること

から、今回３名分の増額をお願いするもので

ございます。

　続いて、２細目の一般管理事業で 953 万

6,000 円の増額をお願いするものでございま

す。

　まず、報償品の記念品では６万円の増額を

お願いするものでございます。これにつきま

しては、平成 23 年度中に 100 万円以上の

高額寄附者が３名おいでになられました。そ

の方々に感謝状とあわせて２万円相当の記念

品を贈るために３名分、６万円をお願いする

ものでございます。

　また、負担金では、七鹿広域圏事務組合の

負担金、総務経常分といたしまして 947 万

6,000 円の増額をお願いするものでございま

す。これにつきましては、広域圏の退職手当

支給対象者を当初予算では７名分計上してあ

りましたが、結果的に 10 名の方が退職され

ることから負担金の増額をお願いするもので

ございます。

　続いて、５細目の情報管理事業で 300 万

円の増額をお願いするものでございます。

13 節の委託料で統合電算システムの保守分

といたしまして、△の 257 万 2,000 円、こ

れは年度末の精算によるものでございます。

また、カラープリンターの保守といたしまし

て、△の 118 万 8,000 円、また、システム

開発といたしまして 676 万円の増額をお願

いするものでございますが、今回、介護保険

システム改修、また、障害者自立支援システ

ム改修費用が必要となった関係で増額をお願

いするものでございます。また、財源内訳の

中で、県支出金といたしまして 65 万 5,000

円の増額をお願いするものでございますが、

これにつきましては、子ども手当システム改

修整備補助金として県からいただくものでご

ざいます。また、諸支出金といたしまして

895 万円計上してありますが、国保会計並

びに介護保険会計の他会計の負担金分でござ

います。

　６細目の車輌管理事業では 25 万円の増額

をお願いするものでございます。燃料費が不

足する関係で増額をお願いするものでござい

ます。ここでは、16 台分の車の燃料代を計

上してありましたが、燃料費の高騰により不

足する関係で増額をお願いするものでござい

ます。よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　澤情報推進課長

○澤　伸一情報推進課長　同じく 73 ページ

の２目１細目の広報広聴事業で 48 万 7,200

円を減額するものであります。内容としまし

ては、印刷製本費で 88 万 5,000 円、これは

広報なかのとの印刷製本費の事業確定見込み

により減額するものであります。

　次に、施設修繕料で 95 万 2,000 円、これ

は北陸電柱ＮＴＴ柱の移設に伴います光ケー

ブルの移設工事費の事業確定見込みによる減

額であります。

　次に、繰出金で、次のページの方お願いし

ます。ケーブルテレビ事業特別会計で 303

万 5,000 円の減額をするものであります。

これもケーブルテレビ特会の方で事業費の減

額に伴う一般会計の繰出の減であります。以

上であります。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　続いて、74ペー

ジをお願いいたします。３目会計管理費で
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14 万 7,000 円の増額をお願いするものでご

ざいますが、これは先ほどの議会費の職員共

済組合負担金のところにもお話いたしました

が、国民年金法の一部改正に伴いまして増額

をお願いするものでございます。

　続いて、４目財産管理費、１細目鳥屋庁舎

管理事業で 70 万 9,000 円の増額をお願いす

るものでございます。まず、工事請負費で

13 万 1,000 円の減額をお願いするものでご

ざいますが、これにつきましては、社会福祉

センターの屋根の改修の入札残によるもので

ごさいます。25 節の積立金で 84 万円の増

額をお願いするものでございますが、歳入の

ところでもお話いたしましたが、ふるさと応

援寄附金として 11 月１日から１月 31 日ま

での間に 10件、84万円いただきましたので、

それをそのまま積立てを行うものでございま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　続きまして、２細

目の鹿島庁舎管理事業で 231 万 6,000 円の

減額をお願いするものであります。減額の

主なものにつきましては、11 節燃料費で 74

万円の減額であります。これにつきましては、

暖房用の灯油の節減を図ったものであります。

また、14 節使用料及び賃借料で電話機借上

料 75 万 3,000 円の減額であります。これに

つきましては、電話機を更新せず再リースし

たことにより、大きな減額になったものであ

ります。よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

　　〔谷　敏則参事兼住民福祉課長登壇〕　

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　同じく 74

ページをお願いをいたします。鹿西庁舎管理

事業費であります。この中では、決算見込み

による減額をさせていただいております。特

に委託料ですが、ここでは空調設備保守点

検、減額の 15 万 3,000 円、それから警備保

障 25 万 2,000 円の減額をさせていただいて

おります。これは、総務課一括で入札が行

われたことによる経費が低く抑えられたと

いうことでの減額でございます。15 節工事

請負費であります。減額の 50 万円としてお

ります。これにつきましては、鹿西庁舎の管

理の中で、庁舎の改修等が発生した場合に使

用させていただくというような予定でござい

ましたけれども支出することはありませんで

した。そこで 50 万円の減額となったもので

あります。鹿西庁舎については以上でありま

す。よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　続いて、75ペー

ジをお願いいたします。４細目の財産管理事

業でございます。11 節の光熱水費でレクト

ピアパークの電気料が不足する関係で 14 万

円の増額をお願いするものでございます。な

お、臨時雇賃金、燃料費、施設修繕料等で不

用額が見込めますので、それらを減額して光

熱水費の 14 万円の財源に充てるものでござ

います。

　続いて、５目の交通防犯対策費でございま

す。20 万 5,000 円の減額をお願いするもの

でございます。これらにつきましては、年度

末の精算によりまして食糧費、手数料、負担

金等々を減額にするものでございます。なお、

補助金で地区防犯灯の電気料の補助金でござ

いますが、一部不足する関係で２万円の増額

をお願いするものでございます。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　それでは、議案書 75

ページになります。続きまして、企画費にな

ります。２細目の企画総務費であります。

19 節の交付金で能登空港の利用促進助成

金 45 万円の増額をお願いするものでありま

す。これにつきましては、11 月末現在で昨

年からみますと１割程度利用者が伸びており

まして、今後の２月、３月を昨年並みの実績

を見込みますと不足が生じますので 45 万円
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の増額をお願いするものでございます。

　続いて、４細目の駅管理委託費であります。

補正額はありませんが、事業実績に基づきま

して光熱水費と清掃委託料の組み替え措置を

行っております。

　続いて、５細目の広報安全対策交付金事業

であります。これにつきましても補正額はご

ざいませんが、予算の組み替え措置で消耗品

と工事請負費で相殺を行っております。

　続きまして、76 ページになります。消費

者行政活性化事業、これにつきましても事業

実績に伴って予算の組み替えを行っておりま

して、報償金の減額、印刷製本費の減額、そ

れで消耗品の方へ振り替えて１万 9,000 円

の増額ということで予算措置を行っておりま

す。

　続いて、７目の地域づくり推進費 133 万

8,000 円の減額でありますが、これは昨年実

施しました町祭の事業関連に伴う精算措置で

ございます。支払等も終わりましたので、今

回各節にわたりましてそれぞれ減額を行った

ものでございます。

　続いて、77 ページ、男女共同参画推進事

業につきましても補正額はございませんが、

報償費と報償金の組み替え、それと消耗品費

と印刷製本費の組み替え等の措置を行ってお

ります。以上です。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　吉田税務課長

○吉田外喜夫税務課長　それでは 77 ページ

をお願いいたします。２款総務費、２項徴税

費でございます。１目で税務総務費、２細目

で税務諸事業 13 万 2,000 円の減額でござい

ます。これについては、19 節の負担金、七

尾たばこ販売促進協議会ほか５件について、

それぞれ決算見込みによる減額でございま

す。２目課税徴収費 600 万円の減額でござ

います。これについては、23 節還付金及び

還付加算金 600 万円、内容は町税の過年度

還付金ということでございます。財源内訳で

県支出 600 万円、そのまま給与費の方へ予

算を組み替えということになります。以上で

ございます。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　ページ、

78 ページをお願いをいたします。戸籍住民

基本台帳費であります。この項目の中で戸籍

住民基本台帳費、これは、この項目では増減

はありませんけれども、財源の振り替えとい

うことで２万 6,000 円の振り替えをさせて

いただいたものであります。

　続いて、人権擁護活動推進事業であります。

減額の６万円といたしております。これにつ

きましては、講師謝礼であります。小中学校

に対する人権擁護活動の講師分の減額であり

ます。よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　続いて、第４項

選挙費、１目選挙管理委員会費で９万 8,000

円の減額をお願いするものでございます。い

ずれも年度末の精算によりまして委員報酬、

消耗品、食糧費、通信運搬費を減額するもの

でございます。

　続いて、２目の町農業委員会委員選挙費

で 194 万円の減額をお願いするものでござ

います。農業委員会の選挙につきましては、

昨年の 11 月 20 日に投開票が行われました。

その投開票の折りに、期日前の投票所を当初

３箇所で行う予定で予算計上してありました

が、結果的に期日前は１箇所で行いました。

その関係で非常勤職員報酬、投票管理者等で

マイナスの 29 万 5,000 円、時間外勤務手当

で 106 万円の減額をすることができました

ので、合わせて 194 万円の減額ということ

になりました。

　続いて、３目県議会議員選挙費でございま

す。今回 771 万円の減額をお願いするもの

でございます。県議会議員選挙におきまし
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ては、４月 10 日の投開票で行われましたが、

鹿島郡選挙区におきましては無投票でなりま

したので、それらの投開票の事務費を今回お

とさせていただくものでございます。よろし

くお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　続きまして、同じく

80 ページになります。統計調査費になりま

す。１目の統計総務費につきましては、県の

委託金の減額に伴う財源内訳の変更でござい

ます。委託統計調査費につきましては、１細

目学校基本調査につきましては、これも県委

託金の決定に伴う財源の変更を行っておりま

す。

　続いて、２細目の経済センサス活動調査費

につきましても、県の交付金の決定に伴う変

更と、節につきましては、消耗品と印刷製本

費の組み替えを行っております。よろしくお

願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

などがございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、第３款民生費から第４款衛生費に

ついての説明を求めます。

　議案書は、80 ページから 86 ページとな

ります。

　谷参事兼住民福祉課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　議案書、

80 ページであります。よろしくお願いをい

たします。

　まず、社会福祉総務費、社会福祉事業費で

あります。減額の６万円でございます。これ

につきましては、地域福祉推進チーム運営費

補助金となるものであります。事業の精算見

込み確定による減額となります。これは、社

会的弱者を地域で支え合う、見守りを行うと

いうような各地区で事業を行っていただいて

おる関係のものでございます。

　続いて、ページ、81 ページであります。

ここにおきましては、障害者福祉費、在宅福

祉事業費であります。ここは増額の 90 万円

とさせていただいたものであります。精神障

害者通院公費助成 90 万円であります。これ

につきましては、通院者の増が原因というも

のであります。月額おおむね 45 万円をみさ

せていただいた２カ月分について載せさせて

いただいたものであります。

　続いて、自立支援事業であります。ここで

は 326 万 3,000 円の増額をお願いするもの

であります。まず、補助金であります。障害

者自立支援対策臨時特例交付金事業、減額の

15 万 4,000 円であります。ここにつきまし

ては、障害者自立、すいません、通所サービ

ス利用促進事業です。ここでは、対象は青山

彩光苑、つばさ等の利用者の増によりまして

16 万 2,000 円の増額です。逆に新体系の移

行促進事業費は移行がなかなか進まなかった

というようなことで 31 万 6,000 円の減額を

させていただいておりますが、合わせて増減

で△、減額の 15 万 4,000 円とさせていただ

いたものであります。

　続いて、扶助費であります。この項目につ

きましては、本年度は体系移行の最終年度で

事業主の新体系の移行を見込んでおりました

けれども、なかなか移行の方がうまく進まな

かったといったこと、それから関係費目は大

きな増減が表れてきたということで、ここ

には増減の大きな金額をあげさせていただ

きました。まず、介護給付費、これは新体

系分ですが、減額の 1,410 万円、訓練等給

付費、これも新体系分として減額の 357 万

5,000 円、旧法でありますけれども、旧法の

施設分として施設支援として介護給付費、そ

れから訓練等給付費で 634 万 4,000 円の増

額であります。それから、特定障害者特別給

付としては減額の 53 万 2,000 円、それから、
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障害者自立支援対策臨時特例基金事業として

1,308 万円の増額をさせていただいたもので

あります。

　もう１点、自立支援医療費、厚生医療と

なっております。これについては 220 万円

の増額を計上させていただきました。これに

ついては、心臓、それから腎臓の関係での該

当者がおいでます。心臓については３人の方

が 11 人であったということ。それから腎臓

については 52 人を見込んでおりましたけれ

ども 66 人であったというような利用者の該

当増の関係における増額であります。

　続いて、認定審査会費６万 4,000 円の増

額をお願いするものであります。これについ

ては、新規の障害サービス、介護の関係です

が、該当の請申者が発生をいたしました。こ

こで審査会の１回分、報酬については５名分

となるものでありますけれども、６万 4,000

円の増額をお願いするものであります。

　続いて、老人福祉費であります。老人福祉

事務事業では 604 万円の繰出金の増額をお

願いするものであります。この関係は、詳細

は介護特会の方で説明をさせていただきます。

よろしくお願いをいたします。内容としては、

介護保険制度の改正に伴うシステム改修等に

よるものであります。

　続いて、老人ホーム入所措置事業 23 万円

の増額であります。ここにつきましては、３

月より入所者が１名発生をいたしました。そ

ういうことでこの分 23 万円でありますけれ

ども、生活費、事務費、介護費、介護サービ

ス費等を含めて 23 万円、１カ月分の増額補

正をお願いするものであります。

　続いて、ページ、82 ページをお願いをい

たします。老人福祉施設費であります。臨時

雇賃金、減額の 11 万 4,000 円といたしてお

ります。これにつきましては、高齢者生きが

いセンター、これは金丸にあります。それか

ら老人ふれあいセンター、これは能登部下の

方にありますけれども、このパート賃金によ

るものであります。減額の 11 万 4,000 円で

あります。

　続いて、消耗品 13 万円を計上いたしてお

ります。これについては、そこの施設利用の

関係でいう消耗品減額であります。手数料

7,000 円の増額をさせていただいております。

これはコタツ布団等のクリーニング代が少し

増になったということであげさせていただい

たものであります。それから、委託料の中で

ありますが、清掃業務、それから消防設備保

守点検、これについては３万 5,000 円の減額、

それから 11 万 5,000 円の減額としておりま

すけれども、これも先にありましたけれども、

総務課が一括して契約をしたということで金

額が減額になったものであります。

　続いて使用料、賃借料の中でいう清掃用具

でありますけれども、これについても５万円

の減額をさせていただいたものであります。

同じく総務課の一括契約による減額がありま

した。その分で５万円の減額であります。

　続いていきます。健康ハウス憩運営事業で

あります。ここでは、これも事業の確定精算

見込みでありますけれども、全ての項目につ

いて減額をさせていただきました。消耗品で

は減額の 10 万円、賄材料費 15 万円の減額、

これにつきましては、喫茶コーナーの食材

の分であります。15 万円の減額であります。

あとは、消防とそれから保守関係、電気保安

関係で減額をさせていただいたものでありま

す。各々事業の決算見込みによるものであり

ます。

　続いて、83 ページをお願いをいたします。

児童福祉費の方へ進ませていただきます。こ

ちらでは、子ども手当等支給事業、減額の

2,170 万 4,000 円の減額を計上させていた

だきました。内訳といたしましては、これも

事業の決算見込みを含むものであります。ま

ず扶助費で子ども手当 2,209 万円の減額で

あります。これにつきましては、６月、10

月、2 月の支払いが終わりました。この中で
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金額の減額を行うものであります。

　続いて、ひとり親家庭入学・卒業支度金

９万円の増額といたしております。これにつ

きましては、当初人数をみておりましたけれ

ども、９名分の増員が発生をいたしました。

そこで増額９万円をさせていただいたもので

あります。金額の中身につきましては、小学

校の入学、それから中学校の入学、中学校の

卒業各々１万円を支給する事業であります。

　続いて、国県等返還金 29 万 6,000 円の増

額をお願いするものであります。ここにつき

ましては、平成 22 年の交付済額、それから

平成 22 年の所要額の関係での返還金が発生

をいたしました。29 万 6,000 円の増額をお

願いするものであります。

　続いて、保育園運営費であります。ここに

つきましては、この事業の決算見込み等によ

りまして、主なものを減額をさせていただい

ておりますけれども、まずここでは、社会保

険料につきましては、保険料の改定等があり

ました。その関係がありまして104万6,000

円の増額をお願いするものであります。

　次に、臨時雇賃金であります。減額の

150 万円といたしております。ここにつき

ましては、シルバーの関係でいうバスの運転

手、そういったことがありますが、そのシル

バーの運転手については、あとの項目の方で

委託料、この中で園児バスの運転 95 万円の

増額をさせていただいておりますけれども、

シルバーの移行によるものであります。委託

料では増額ですが、今のお話をさせていただ

いております臨時雇賃金では 150 万円の減

額とさせていただきました。この中には、保

育士の途中の退職による関係も含めて 150

万円の減額をお願いするものであります。嘱

託職員賃金では 900 万円の減額をお願いす

るものであります。この関係では、当初 38

名分の嘱託職員を保育士、看護師等で見込ん

でおりました。調理も含め 10 名です。保育、

看護が 28 名、調理が 10 名の 38 名を見込

んでおりましたけれども、実際にはそれだけ

の人数の確保ができませんでした。実際に

は４月当初は 34 人のスタートでありました。

嘱託の関係でいう、そこの増減の関係があり

まして 900 万円の減額をお願いするもので

あります。

　続いて、消耗品は 50 万円、光熱水費 50

万円の減額をお願いするものであります。賄

材料費については 350 万円の減額をお願い

するものであります。これについては食材等

の関係がありますが、保育園の入園児童の未

満児の方の人数が多く発生をしたということ。

それから、以上児については、当初予想を少

し下回った結果が原因となるものであります。

　続いて、保険料については、自動車保険

８万円の増額をお願いをしておるものであり

ます。これについては、自動車車輌の自賠責

分の計上をさせていただきました。それから、

委託料については電気保安、消防設備、空調

設備、ボイラー保守関係は総務課一括で入札

契約をした関係で経費が安くすんだというこ

との減額であります。

　続いて、園児バスの 95 万円は先ほどの臨

時雇賃金との関係があります。95 万円の増

額をこちらではお願いをいたすものでありま

す。園外保育 32 万円の減額であります。こ

れについては、当初の見込みよりも少し運転

日数が少なかったということが減額の理由と

なったものであります。電話機の使用料、賃

借料についての 15 万円の減額ですが、これ

はリースの終了に基づいて金額が下がったも

のであります。

　続いて、ページ、84 ページをお願いをい

たします。清掃用具、減額の 60 万円をお願

いするものであります。これも総務課一括で

の契約があったために金額が安く抑えられた

ということの関係での減額であります。負担

金であります。この中では 962 万 8,000 円

の委託児童負担金を増額でお願いをするもの

であります。これにつきましては、人数の増
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ということが大きなものでありまして、委託

児童は町外、七尾市、羽咋市、宝達志水町に

行っておられる児童にかかるものであります。

当初の人数見込みよりも上回ったことによる

委託児童負担金の増額をお願いするものであ

ります。私の方からは以上であります。よろ

しくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　西浦保健環境課長

　　〔西浦　順保健環境課長登壇〕　

○西浦　順保健環境課長　それでは、同じく

84 ページをお願いいたします。４款１項１

目２細目保健衛生事業費で 972 万 8,000 円

の増をお願いするものでございます。この主

なものとしましては、19 の 1 負担金におい

て、七尾鹿島広域圏事務組合分担金病院事業

として 1,003 万 5,000 円の増をお願いする

ものでございます。これは普通交付税と特別

交付税の措置単価の改正による増額をお願い

するものでございます。なお、28 節の繰出

金で国民健康保険税特別会計 29 万 1,000 円

につきましては、国県との交付額の決定によ

る国保会計繰出金の減額でございます。な

お、財源内訳の 36 万 1,000 円につきまして

は、国民健康保健基盤安定負担金の交付額の

決定によるものでございまして、保険者支援

分のルール分の２分の１の金額でございま

す。なお、県支出金につきましては、55 万

2,000 円で、これも保健基盤安定負担金交付

額の決定によるものでございまして、国保保

険税軽減分の４分の３、保険者支援分４分の

１のルール分でございます。

　それでは、２目の予防費でございます。

361 万 6,000 円の増額をお願いするもので、

これは 13 節委託料、定期予防接種について

でございますが、平成 23 年５月 20 日に日

本脳炎に関する更なる法改正があり、該当者

が 369 名の増となったものや、高齢者イン

フルエンザの接種の予防人数が当初見込み人

数を上回ったため不足になる見込み額を計上

させていただいたものでございます。

　３目１細目衛生事業費、これについては補

正はございませんが、地域住宅交付金の減に

伴う財源振り替えを行うものでございます。

よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　続いて、２細目

の墓地管理事業で９万円の増額をお願いする

ものでございます。これにつきましては、返

還金に９万円の増額をお願いするものでござ

います。これにつきましては、文崎墓地で昭

和 62 年８月 10 に永代使用の契約をなされ

た方が今回１名返還の申し出がありました。

その当時の永代使用料 18 万円の半額を今回

返すものでございます。

○議長（坂井幸雄議員）　西浦保健環境課長

○西浦　順保健環境課長　それではページ、

85 ページをお願いいたします。老人保健医

療費でございます。1,743 万 2,000 円の増

をお願いするものでございまして、主なもの

は 19 の 1 負担金において、石川県後期高齢

者医療広域連合に対して支出するものでござ

いまして、これは４対１対１の広域連合に対

する町の公費分であり、医療給付見込み額

の増加に伴う 12 分の１の額 1,387 万 1,000

円と平成 22 年度医療給付費の精算による給

付負担額 368 万円の増額の確定したもので

ございます。なお、28 節繰出金 12 万円に

つきましては、後期高齢者特別会計への繰出

金の減少によるものでございます。

　同じく下段に移りまして、２項１目清掃

総務費でございます。615 万 1,000 円の減

額をするものでございまして、主なものは、

12の３手数料の資源ごみで 157 万 5,000 円

の減額を行うものでございます。これは、古

紙等について第１期から第４期の全てが有償

となり、事業確定によるものでございます。

13 節委託料、ごみ収集運搬業務として 244

万 5,000 円の減額をお願いするもので、収

集運搬業務につき、今後の変更要員もなく事
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業の確定見込みにより減額を行うものでござ

います。

　次に移りまして、指定ごみ袋製造等業務

356 万 5,000 円の減額、これは袋の在庫調

整のため、製造数量を例年の半分にしたこと

による減額を行うものでございます。それで

は 19 の１としてページをおめくりください。

負担金で七尾鹿島広域圏事務組合分担金のご

み処理 179 万 4,000 円と、し尿処理につい

て 35 万円の増額をお願いするもので、これ

は共に石油単価の価格高騰による増額をお願

いするものでございます。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕　

○５番（宮下為幸議員）　81ページの介護給

付費、本年度給付費、新体系分と旧法制施行

支援ということで、今、課長が移行が進まな

かったということを言われましたが、それは

ちょっとはっきり言葉が分からなかったもん

で、これはっきり、なぜ移行、新体系分に移

行できなかって減額になったのか、説明をお

願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　宮下議員の

質疑にお答えをさせていただきます。今ほど

お話をさせていただきました。新体系への移

行という関係ですが、新体系ということにつ

いては、平成 18 年障害者自立支援法が制定

をされております。その時に障害種別、身体、

それから知的、精神、３つがございますけれ

ども、そういったことに分立した既存施設を

６種類の日中活動の場に再編するというよう

なことが支援法により決められております。

そういった関係で、この自立支援法に基づい

て移行を進めてきたわけですけれども、うま

く進んでなかったということでの質問かと思

います。

　入所施設サービスを日中活動の場と、それ

から施設入所支援、居住支援に分離すると

いったこと。それから、そういうものをこの

３月、24 年の３月ですけれども、そこまで

に進めようというような移行についての取組

みがされてきたわけですけれども、なかなか

そこの障害の該当の皆さんについて、それか

らその保護をされている方の皆さんについて、

なかなかうまく周知ができていなかったのか

なと、そういった点も少し考えられます。そ

れと、旧法でありますけれども、旧法にもそ

ういうことがありまして、旧法の方を使われ

て、その該当の方については何ら支障がない

というような考え方もあったのかなという思

いもありますけれども、今後はまたそういう

面を制度の中に進めていってですね、障害を

持たれている皆さん方の利益になるように、

それから利用をもっとしやすくなるように、

そういう福祉の向上を含めて進めていきたい

と思います。特に、今、原因はこれだという

言い方はなかなか私の方からはお答えはでき

ませんけれども、そういった支援のもとで早

期に新体系へ進めていくというようなことに

ついて努力をさせていただきたいと思います。

施設の方では、こういう支援制度に基づいて

準備を当然進めておるわけなので、そういっ

た関係では、私ども担当課としても早急にス

ムーズな移行ができるように今一度、また努

力をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。

○５番（宮下為幸議員）　はい、終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　11番　岩井礼二議員

　　〔11番（岩井礼二議員）登壇〕　

○ 11 番（岩井礼二議員）　議長、ここへ来

るとぬくいんですが、向こうにおると何か冷

房がきいとるぐらいに冷えてます。
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　２点、質問いたします。83 ページ、これ

のですね、３款１目ですが、子ども手当、三

角の 2,200 万円、大変大きい金額でござい

ます。先ほどの説明では６月、12 月、２月

に支払いした残りだといったような説明で

あったかなと思うんですが、このようなでか

い金額、もうちょっと詳しく説明をしてくだ

さい。

　それともう一つ、２目ですが、嘱託職員賃

金の 900 万円、これで本当は 38人のスター

トの予定が 34 人のスタートになったという

ふうに説明であったかと思います。その４人

というのは募集する必要がなかったのか、そ

れともそれだけ応募がなかったのか、またそ

れによって支障があるのか、ないのか。その

２点をお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　ただ今の岩

井議員の質疑についてお答えをさせていただ

きます。

　まずは、児童手当等支給事業における子

ども手当、扶助費ですが、子ども手当 2,209

万円の減額、この件についてであります。ご

承知のように子ども手当については、先には

児童手当という制度できておりました。それ

が政権が代わったことによって児童手当、子

どものための手当とかというような言い方も

されております。そういった中での事業であ

ります。

　これにつきましては、まず内容について若

干説明をさせていただきますが、３歳未満の

子どもです。０歳から２歳までのお子さんに

ついては１万 5,000 円の支給をということ

です。それから次、３歳から小学校の終了ま

で、この期間については１万円を支給しよう

という事業です。ただし、この３歳から小学

校の卒業までの関係ですが、この間のところ

で第３子以降のお子様がおいでれば、この方

については１万 5,000 円を支給しようとい

うようなかぶった制度がここであります。そ

して、次、中学生になりましたら、次は１万

円の支給、これは一律になります。こういっ

た事業です。

　今の政権の中で、今、所得制限の関係も言

われておりますけれども、そういった児童手

当、子ども手当です。こういった関係があり

ます。ここでの子ども手当負担金については、

2,100 万円の減額をお願いするということで

す。これは今、子ども手当つなぎ法から特別

措置法による制度改正による支給額が変更に

なるものでありますが、この関係がこの減額

にも発生しております。今年度は子どもの手

当支給額、２月終了をもって、支払いをもっ

て終了をいたしております。ここで、支出金

額が確定をいたしましたので、それについて

の減額をお願いをしておるものです。

　申請関係ですが、受給者の状況もお知らせ

をさせていただきますと、申請所帯、（今の

ところもう一度、今の言葉もう一度、発音が

ちょっと聞こえない。）受給者の、中能登町

における受給者の関係も少しお話をさせてい

ただきますけれども、この 24 年の２月支払

いで申請所帯数は 1,273 世帯、これは世帯

でありますので親の数といわれるものであり

ます。子供の人数については、2,291 人、こ

れは延べです。そこで支払額がでてくるわけ

ですけれども、支払額については１億 271

万 5,000 円の支払額がありました。この支

払額ですけれども、先ほどもお話をさせてい

ただきましたが、先には６月とか 10 月とか

という先の支払額がありますけれども、こう

いった金額の精算の確定額に、確定によって

当初の金額からみれば 2,100 万円の減額を

お願いするということで、事実の確定額が出

ましたので、確定金額が出ましたので、この

議会で金額の精算を行わせていただいたもの

であります。よろしくお願いをいたします。

　続いて、嘱託職員賃金、ここには 900 万

円の減額をお願いしたものであります。岩井
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議員の今、質疑の中では、嘱託職員、当初

は 38 名を説明させていただきましたが、み

ておりました。改めて今一度人数をお話を

させていただきます。保育士、それから看

護師を含めて 28 名を予定をいたしておりま

した。調理については 10 人の嘱託職員、合

わせて 38 名の当初予定をいたしておりまし

たけれども、実際には保育士と看護師で 24

名、調理については充足をいたしましたけれ

ども 10 名、合わせて 34 名、数字的には４

人の人数を確保できなかったということです。

これについては町報等、それから新聞等にも

嘱託職員募集ということも出しておりました。

それから、ハローワークについても募集の案

内をさせていただいたところですが、実際は

それだけの人数が集まっていただけなかった

ということであります。それで、保育園とし

ても子供さんの安全のためには充足すること

が保育士として必要になってきますので、そ

の分については臨時職員、パート、そういっ

たことで対応をさせていただいたということ

が実際の保育の現場の状況であります。以上

であります。900 万円の減額はそれにかか

るものであります。よろしくお願いをいたし

ます。

○11番（岩井礼二議員）　はい、終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、第６款農林水産業費から第７款商

工費までについての説明を求めます。

　議案書は、86 ページから 88 ページとな

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　大村農林課長

　説明してください。

　　〔大村義一参事兼農林課長登壇〕　

○大村義一参事兼農林課長　それでは、議案

書の 86 ページをお願いいたします。第６款

農林水産業費、第１項農業費、１目農業委員

会費、１細目の農業委員会費で 15 万 6,000

円の減額をお願いするものであります。まず、

委員報酬として、農業委員報酬の８万円の減

額でありますけども、これにつきましては、

４月から 11 月まで１名欠員でありましたの

で、この分で減額をお願いするものでありま

す。費用弁償の７万6,000円におきましては、

全国農業委員大会、農業委員会会長大会に会

長が出席をする予定をいたしておりましたけ

ども、都合が悪く欠席となりましたので、そ

の分今回減額をさせていただいたものであり

ます。

　２目地域農政推進対策事業費として４万

2,000 円の増額であります。農業経営基盤強

化資金利子助成金として４万 2,000 円の増

額をお願いするものでありまして、現在３名

の方がこの融資を受けられる対象となってお

ります。県が２分の１、町が２分の１補助す

るものであります。

　３目農業総務費、２細目の農業総務費で

２万 1,000 円の増額であります。これにつ

きましては下水道事業特別会計への繰出金で

ありまして、人件費相当分で２万 1,000 円

の増額をお願いするものであります。

　４目農業振興費で農業振興費、１細目の農

業振興費で１億 280 万 2,000 円の増額をお

願いするものであります。この中で、補助

金として水田営農体制確立事業として１億

285 万 2,000 円の増額であります。これに

つきましては、ライスセンターの再編という

ことで、現在ございます鹿西ライスセンター

を平成 25 年に廃止をいたしまして、その分

鹿島ライスセンターを増強するものでありま

す。鹿西ライスセンターにつきましては、平

成元年に建設されたものでありますけども、

最近、機械の修繕等、そういったトラブルが

多く発生いたしておりまして、それを交換す

る部品等ももう現在もうないという状況であ

りますので、今回その分を、鹿西ライスセン
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ターを廃止させていただきまして鹿島ライス

センターを増強するものであります。

　内容といたしましては、屋外の乾燥機 50

トン２基、それから貯留瓶撹拌装置３基等を

設置するための費用であります。総事業とい

たしまして、２億 3,847 万 6,000 円であり

ます。その内、補助対象経費といたしまして

２億 59 万円を予定いたしております。そこ

で今回、歳入にもございますけれども、国庫

補助金として 8,720 万 6,000 円をみており

ます。これにつきましては、先ほど申し上

げました補助対象経費の 43.5％分について、

今回補助をいただけるものであります。残り

ます 1,564 万 6,000 円につきましては、算

出根拠といたしまして、これは町の補助金の

分でありますけども、算出根拠といたしまし

て平成 22 年におけるライスセンターの荷受

量をもとに算出したものでありまして、鹿島

ライスセンターでは中能登町分で 682 トン、

それと七尾市分として 229 トン、合わせま

して 991 トンの荷受をいたしております。

鹿西ライスセンターにおきましては、451

トンでありまして、全体で 1,362 トンの荷

受を行っております。そこで、全体の荷受量

から中能登分でありますけれども、それを割

りかえしますと 83％分が中能登町分、残り

ます 17％分が七尾市分となるわけでありま

す。

　平成 28 年度以降、農業施設に対する補

助は町が今現在 9.5％補助しておりますので、

今回のこのライスセンターに対する補助につ

きましては、先ほど申し上げました２億 59

万円に、この補助率の分 9.5％を掛けまし

て、それと先ほど申し上げました中能登町分

83％、これを全部全て掛けまして 1,564 万

3,000 円を算出したものであります。それと、

先ほど申し上げました国からの補助金を合わ

せまして、今回１億 285 万 2,000 円の増額

をお願いするものであります。

　続きまして、87 ページをお願いいたしま

す。５目生産調整推進対策事業費で 166 万

8,000 円の減額であります。補助金で戸別所

得補償制度推進事業として 52 万 6,000 円の

減額をいたしております。これは県からの補

助金の分でありまして、歳入でも同額の 52

万 6,000 円の減額をさせていただいており

ます。

　転作団地化助成事業として 114 万 2,000

円の減額であります。認定農業者、農業集落

等、すいません、集落組織等が麦、大豆等を

４ヘクタール以上作付けした場合に 10 アー

ルあたり 8,000 円を交付するものでありま

して、今回、作付面積の確定によりまして

114 万 2,000 円の減額をお願いするもので

あります。

　６目畜産振興費、１細目の１細節の畜産費

で３万円の減額であります。ホルスタイン共

進会への３万円の負担の減額でありまして、

共進大会の休止によりまして負担金の減額と

なったものであります。

　７目農地費、667 万 6,000 円の増額であ

ります。この内、３細目の県営土地改良事業

費として 1,273 万 8,000 円の増額をお願い

するものであります。負担金の中で県営ほ

場整備事業として羽坂地区で 525 万円の増

額であります。国の第四次補正によりまし

て、県営ほ場整備事業での羽坂地区で事業費

3,500 万円の増額がございました。そこで、

暗渠排水工事として 11.8 ヘクタールの分を

工事するものでありまして、町負担分、地元

負担分合わせて 15％の補助を出しておりま

すので、今回 525 万円の増額をお願いする

ものであります。

　県営土地改良総合整備事業として能登部地

区で 700 万円の増額であります。これにつ

きましても事業費で 3,500 万円の増額がご

ざいまして、用水路工 300 メーター、暗渠

排水工事として４ヘクタール、町の負担分、

地元負担分合わせまして 20％補助を出して

おりますので 700 万円の増額をお願いする
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ものであります。

　用排水施設整備事業、中能登中央地区で

76 万 6,000 円の増額であります。これにつ

きましては、事業費が 364 万 6,000 円の増

額がございましたので、排水路工事 10 メー

トルを整備するものであります。町負担金分

が 21％ありますので 76 万 6,000 円の増額

をお願いするものであります。

　県営老朽ため池整備事業といたしまして、

杉谷池の 19 万 3,000 円の減額、一青杉田池

の８万 5,000 円の減額につきましては、工

事確定によりまして 21％分の負担分で減額

となったものであります。

　５細目の土地改良施設維持管理化適正化事

業費として 623 万 8,000 円の減額でありま

す。工事請負費で 615 万円の減額をいたし

ておりますけれども、これにつきましては、

当初、黒氏の揚水機改修工事の申請を出して

おりましたけれども、これが平成 24 年度採

択となりましたので、今回この分で減額をお

願いするものであります。

　それから、負担金の土地改良施設維持管理

化適正化事業拠出金８万 8,000 円の減額で

ありますけども、事務費の負担分が 1.425％

から今回 1.23％に引き下げられましたので

８万 8,000 円の減額をお願いするものであ

ります。

　88 ページをお願いいたします。２目林業

費、１目の林業費で１万 1,000 円の増額を

お願いするものであります。負担金として石

川県山林協会への１万 1,000 円の増額をお

願いするものでありまして、これにつきまし

ては、去年の９月に発生をいたしました台風

19 号によりまして、林道災害復旧工事とし

て県が行った工事費のうち、0.1％分を特別

会費として山林協会に負担するため、今回補

正をお願いするものであります。林道城石線

につきましては、2,422 万 5,000 円、0.1％

分でありますので２万 4,000 円、このうち

9,000 円を今回の補正でお願いいたしまして、

残り１万 5,000 円につきましては、平成 24

年度の当初予算で対応をさせていただきた

いというふうに思っております。残る 2,000

円につきましては、林道長尾線への工事費

201 万 6,000 円の 0.1％分、２％の増額であ

ります。合わせて１万 1,000 円お願いする

ものであります。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　続きまして、同じく

88 ページになります。７款商工費になりま

す。２細目の商工振興事業費で 80 万円の増

額をお願いしております。内容につきまして

は、補助金でありまして、制度資金信用保証

料の補助金であります。これは利用者数の増

でありまして、１月末で当初予算の 400 万

円が利用されたということで、今後、１割程

度決算見込みで増えるだろうということで

480 万円の決算見込みをみておりまして、

不足する 80 万円を補正を、増額をお願いす

るものでございます。

　続きまして、２目の観光費であります。観

光費につきましては、事業関連見込みによる

精算が主なものでありまして、△の 305 万

6,000 円であります。消耗品、印刷製本費、

手数料、委託料で減額をしております。中に

大きいのは、印刷製本費で 220 万円の減額

でありますが、今年度「中能登 100 物語」

という、今、本を作成中でございますが、

それの当初 300 万円をみておりましたが、

入札結果で 80 数万で落札されたということ

で、それが主な減額の理由になっております。

　それと、企業誘致費につきましては、事業

関連に伴う精算ということで、普通旅費を

10 万円減額をしております。以上です。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで、２時 50

分まで休憩いたします。

　休憩後、農林水産業費、商工費の質疑から

始めたいと思います。

午後２時 42分　休憩
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午後２時 50分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　会議を開きます。

　ただ今、説明を受けましたことについての

質疑の方、ございませんか。

　７番　甲部昭夫議員

　　〔７番（甲部昭夫議員）登壇〕　

○７番（甲部昭夫議員）　88ページ、商工費

の観光費の中で、芝生管理費が△の 47 万円

ぐらいが減額になっておりますけれども、こ

の件の要因というのはどういうことになって

いたかの説明を求めたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　甲部議員の質疑にお答

えをいたします。

　観光振興費の中の委託料で芝管理費の 47

万円の減額の要因ということでございます

が、芝管理につきましては、総務課の方で町

内一括入札を行っております。その結果、

47 万円の減額というのは入札残の金額でご

ざいます。

○７番（甲部昭夫議員）　はい、質疑を終わ

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　４番　諏訪良一議員

○４番（諏訪良一議員）　第６款農林水産業

費、農業振興費について質問します。

　補助金として水田営農体系確立事業１億

285 万 2,000 円について、これだけの補助

金を流して、町からの特別な意見具申はあり

ませんか、について質問します。

○議長（坂井幸雄議員）　大村参事兼農林課

長

○大村義一参事兼農林課長　諏訪議員の再質

疑にお答えをさせていただきます。

　補助金として１億 285 万 2,000 円、非常

に大きな金額でありますので、このライスセ

ンターの能力の増強の分につきましては、Ｊ

Ａ能登わかばと協議をしながら、是非事業を

引き続きしていきたいなというふうに思って

おります。それから、能登部地区の生産農家

の方々につきましても、この件につきまして

一応のご了解をいただいておりますので、今

後この整備について頑張っていきたいという

ふうに思っております。

　なお、事業につきましては、繰り越しとな

りますのでよろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪良一議員

　諏訪さん、ちょっと待ってください。もう

一回。

　大村参事兼農林課長

○大村義一参事兼農林課長　この水田営農体

制確立事業の補助金１億 285 万 2,000 円で

ありますけども、このうち国からの補助とい

たしまして 8,720 万 6,000 円、これは先ほ

ど申し上げましたけれども、補助対象経費分

の43.5％相当分をみております。残る1,564

万 6,000 円につきましては、町の補助金と

して出すものであります。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪良一議員

○４番（諏訪良一議員）　このことの質問す

る理由としましてはですね、やはりライスセ

ンターを利用する方に喜んでもらえる施設に

してほしいということです。といいますのは

ですね、当然今度できる施設ということにな

れば最新式の施設だろうと思うんですが、最

もこのライスセンターで利用者が困る点はで

すね、土曜、日曜、祭日に籾の荷受けが集中

するということです。でありますので、やは

り荷受けをスムースにできるような施設、こ

れが最も望まれるところであるわけです。そ

んなことからですね、当然この関係につきま

しては、これから問題になってくるところで

すけれども、特にこの点をですね、農協あた

りに対して意見具申をしていただきたい。と

いいますのはですね、籾をライスセンターへ

持っていってですね、籾が受け取ってもらえ

るまでに１時間、あるいは１時間半もですね、

待つようになってくると、大きい機械ですと
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１反歩くらい刈ってしまうということになる

わけですね。この点を特にお願いしたいと思

うわけです。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　８番　古玉議員

　　〔８番（古玉栄治議員）登壇〕　

○８番（古玉栄治議員）　商工費、88ページ、

商工費ですね。印刷製本費、先ほどの説明で

は 300 万円を予定していたけれど、80 万円

で済んだということなんですけれども、その

大きな要因として、例えば内容を圧縮したの

か、印刷そのものを圧縮したのか。何を圧縮

したら 220 万円減額になったのか、説明願

います。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　古玉議員の観光振興費

の中の印刷製本費の減額の理由ということで

質疑をいただきました。

　これにつきましては、内容とか、当初予定

しているものは私どもは見積もりというかね、

出したんです。それで予定価格は 270 万円

で設定して入札会を実施したわけです。そ

れで、最低価格が 77 万 6,000 円で落札され

たということで、それ以外で低価格は 117

万 5,000 円、３番目へいきますと 197 万

円、最高額は 268 万円というような、非常

にばらつきがあった入札であったということ

で、作ろうとしているものについては、当初

計画どおりのものを作る予定で今現在も編集

を行っておりますし、年度内には発刊したい

というふうに思っております。低価格の入札

であったという結果でございます。

○８番（古玉栄治議員）　終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、第８款土木費から第９款消防費に

ついての説明を求めます。

　議案書は、89 ページから 91 ページとな

ります。

　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　89 ページをお願

いをいたします。８款土木費、１項１目２細

目の土木総務費で 18 万 5,000 円の増額をお

願いをいたします。職員共済組合費負担金の

増額に伴います下水道事業特別会計繰出金の

増額であります。

　続きまして、２項１目１細目で道路橋梁総

務費で 72 万円の減額であります。主なもの

は、13 節で道路台帳更新業務委託料 75 万

円の減額が主なものでございます。これにつ

きましては、入札差金の減額を行ったもので

あります。

　続いて、２目１細節の、１細目の道路維持

費で９万 6,000 円の減額をお願いするもの

であります。18 節備品購入費で９万 6,000

円の減額でありますが、これにつきましては、

除草剤の散布用動力噴霧機の購入にあたりま

して、見積もり合わせの差金を減額するもの

であります。

　次に、３目１細目の道路新設改良費では

656 万 2,000 円の減額をお願いをいたしま

す。主なものにつきましては、13 節委託料

で道路網計画更新業務委託料 66 万 9,000

円の減額であります。これにつきましても

入札差金の減額をしたものであります。ま

た、19 節１細節負担金では 384 万円の減額

であります。県工事負担金の減額であります

が、特に平成 22 年度に、申しわけありませ

ん、平成 23 年度に工事が予定されておりま

した氷見田鶴浜線、志賀鹿西線の道路事業費

が平成 22 年度に前倒しで発注されたことに

よりまして大きな減額になったものであり

ます。また、22 節補償費では、水道管移設

補償費で 100 万円を、電柱移転補償費で 75

万円をそれぞれ減額をお願いいたします。こ

れにつきましては、区要望事業により実施し
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た工事におきまして支障となる水道管、電柱

の移設が少なかったことによる減額でありま

す。

　次に、２細目の社会資本整備総合交付金事

業では 15 万 1,000 円の減額をお願いをいた

します。11 節備品修繕料では４万 9,000 円

の増額であります。これにつきましては、土

木建設課の方で管理をしております車輌のエ

ンジンに付随した電子部品が故障したため修

理を行ったものであります。また、12 節役

務費では 20 万円の減額であります。これに

つきましては、３月中の土地の登記完了が見

込めないため減額とさせていただくものであ

ります。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　続きまして、道路橋梁

費の３細目になります。新設改良費の３細目

になります。道の駅整備事業であります。△

の 1,057 万 4,000 円の減額であります。

　まず、財源では、社会資本整備総合交付金

事業の金額の確定によりまして 960 万円の

減額、それと地方債では 180 万円の増額を

しております。それで、主な内容としまして

は、23 年度の道の駅整備事業にかかる事業

費完了見込みによる精算を行っております。

旅費の減額、消耗品の減額等々行っておりま

して、大きなものにつきましては、委託料の

実施設計業務 424 万円の減額、それと工事

請負費の 500 万円の減額などが主なもので

あります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　90 ページをお願

いをいたします。４細目の道整備交付金事業

で 140 万 7,000 円の減額をお願いをいたし

ます。主なものにつきましては、13 節委託

料で 307 万 7,000 円の減額であります。こ

れにつきましては、測量設計業務の入札差金

を減額したものであります。また、15 節工

事請負費では 300 万円の増額をお願いをい

たします。先の委託料の減額分を工事費で

増額し、事業の進捗を図るものであります。

17 節公有財産購入費では 150 万円の減額で

あります。工事の工法変更によりまして、購

入予定面積が減ったことによるものでありま

す。また、22 節補償金では、建物補償とし

て 17 万円の増額をお願いをいたします。道

路改良工事に伴います建物移転補償費の増額

が見込まれるものであります。

　次に、４目１細目除雪費では 136 万 9,000

円の減額をお願いをいたします。主なもの

につきましては、14 節使用料及び賃借料で

機械借上料 86 万 9,000 円の減額であります。

これにつきましては、タイヤショベルの借り

上げにかかる入札差金を減額したものであり

ます。また、19 節、申し訳ありません、19

節２細節の小型除雪機購入補助金では 50 万

円の減額をお願いするものであります。これ

につきましては、今年度、地区からの購入希

望がなかったということで減額をお願いする

ものであります。

　次に、91 ページをお願いをいたします。

３項河川費、１目１細目河川総務費では 17

万 9,000 円の減額をお願いをいたします。

８節河川愛護報償金で 10 万円を、19 節七

尾鹿島広域圏事務組合の水防にかかる負担金

で７万 9,000 円をそれぞれ減額しておりま

す。いずれも決算見込みによる減額でありま

す。

　次に、４項住宅費、１目１細目の町営住宅

管理費では 231 万 5,000 円の減額をお願い

をいたします。11 節の施設修繕料で 220 万

円の減額が主なものであり、住宅の退居者が

当初の見込みより減ることによるものであり

ます。また、13 節委託料では、排水管洗浄

費として 10 万 9,000 円の増額をお願いをい

たします。これは、コーポとりやの下水道管

が閉塞をいたしまして、水が流れにくい状態

となったことから管の洗浄を行う必要があっ

たものであります。

　次に、２目１細目の住宅・建築物耐震改修
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等促進事業では 230 万円の減額であります。

本年度、耐震改修の要望がなかったことから

減額するものであります。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　続いて、第９款

消防費、１目消防総務費で 884 万 5,000 円

の減額をお願いするものでございます。広域

圏の分担金の精算によるものでございますが、

その中でも非常備消防経常分で230万7,000

円の増額となっております。その内訳といた

しまして、東日本大震災に伴いまして消防団

員の公務災害補償共済基金の負担金の増によ

るものでございます。

　続いて、３目の防災対策費で補正額の増減

はございませんが、県支出金で 77 万 4,000

円を増額し、その分を一般財源で減額するも

のでございます。内訳でございますが、歳入

の方にもお話いたしましたが、東日本大震災

に関しまして災害救助費負担金ということで

県の方からお金をいただきますので、今年度

の備蓄品相当額について財源の振り替えを行

うものでございます。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについてのご質

疑は、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　続いて、第 10 款教育費についての説明を

求めます。

　議案書は、92 ページから 98 ページとな

ります。

　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　それでは、92ペー

ジになります。第 10款教育費でございます。

　まず、第２目の事務局費で、２細目学校教

育事務局費で９万 7,000 円の増額の補正を

お願いするものでございます。まず、印刷製

本費で 10 万円でございます。これは、平成

24 年度から中学校の教科書が改訂されるこ

とに伴いまして、今年度は七尾鹿島合同で教

科書採択を行うと共に、専門の教科の先生に

集まっていただき、教科ごとの年間指導計画

の検討を行ってまいりました。それで、この

年間指導計画が決定しましたので、その指導

計画書を各学校に配布する分として印刷を行

うものでございます。

　続いて、19 節負担金でございます。七

鹿広域圏事務組合分担金、補導センター分

3,000 円の減ですが、これは事業完了見込み

によるものでございます。

　続きまして、３細目統合中学校建設費 27

万 1,000 円の増額の補正をお願いするもの

でございます。まず、広告料６万 3,000 円

でございます。これは、土地収用法事業認定

申請にかかる新聞広告料でございます。統合

中学校の建設用地で、これまで地権者の方に

協議してまいりましたが、どうしても買収同

意が得られない部分につきまして土地収用法

の事業認定申請を行いたく、その認定申請に

あたって事前に説明会を開催する必要があり、

その案内を新聞紙面に広告するための費用で

ございます。

　次、手数料でございます。土地収用法事業

認定申請手数料 15 万 8,000 円でございます。

これは、石川県手数料条例に基づく土地収用

法の事業認定手数料でございます。

　次、14 節使用料及び賃借料で用地賃借料

として５万円の増額補正をお願いするもので

ございます。これは、統合中学校の建設地で

事業承諾をいただいて造成を行っている部分

でございますが、地権者の減員により相続登

記ができないために所有権移転登記ができず、

土地支払代金を支払えない部分がございます。

それで、既に造成を終えておりますので、こ

の方はお二方おいでになりますが、その面積

3,480㎡について、23 年度末までの賃借料

として農業委員会での小作料事例を元に基づ
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いて賃借料を計上させていただいたものでご

ざいます。

　続きまして、93 ページになります。中学

校費の１細目中学校管理費で 26 万 2,000 円

の増額の補正をお願いするものでございます。

これは、補助金として北信越・全国大会等派

遣費でございますが、これは平成 24 年の３

月 25 日から 28 日にかけて、三重県伊勢市

で開催されます都道府県対抗全日本ソフトテ

ニス大会に石川県選抜チームとして鳥屋中学

校の女子ソフトテニス部が参加するための派

遣費でございます。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

○平岡　保生涯学習課長　それでは、93ペー

ジの方をお願いいたします。10 款４項１目

２細目の社会教育活動推進事業費でございま

す。90 万 8,000 円の減額補正でございます。

ここでは、８節報償品、成人式及びジャパン

テントの関係の報償品関係で 24 万 9,000 円

の減額をしております。よろしくお願いいた

します。

　それから、19 節の方で補助金でございま

す。まず、町国際交流の会補助金として 61

万円の減額補正でございます。これは、台湾

成功中学校の招請事業の補助金でございま

す。それから、石川ジュニア・ジャズ・アカ

デミーの補助金として 25 万円の補正をお願

いするものでございます。石川ジャズ・アカ

デミーにつきましては、2006 年にジャズに

よる教育文化普及国際交流を目的として設立

されております。この３月 28 日からジャズ

の本場アメリカ・モントレーで開催されます

コンテストにゲスト出演いたします。全米か

ら集まってくる同世代のバンドの演奏を聴き、

交流することはめったに経験のできないこと

だと思います。そうした石川ジャズ・アカデ

ミーに５名の中能登町の中高生がメンバーに

入っております。そういうことで、今回１人

当たり５万円、25 万円の補助をお願いする

ものでございます。

　続きまして、２目１細目の公民館活動推進

事業費でございます。152 万 7,000 円の減

額補正でございます。ここでは、主なものに

つきましては、敬老会の関係の報償金、それ

から報償品、食糧費、会場設営費等の減額が

主なものでございます。

　それから、３目の図書館費でございますが、

15 万 7,000 円の減額補正でございます。こ

こでは、事業実績見込みによります減額補正

でございます。

　95 ページになります。４目２細目の生

涯学習センター管理運営事業費でございま

す。124万6,000円の減額補正でございます。

ここでは、燃料費の方で 60 万円の増額補正

をお願いするものでございます。これにつき

ましては、当初予算編成当時と現在とでの単

価アップ分の不足分の補正になろうと思いま

す。そういうことで 60 万円の補正をお願い

するものでございます。それから、光熱水費

の方で 135 万円の減額補正。これは電気料、

水道等の経費節減による減額補正でございま

す。それから、施設管理の委託料としてそれ

ぞれ、これは総務課一括契約のものがほとん

どなんですが、それぞれ減額補正ということ

でございます。それから、ラピア鹿島のコ

ンコース照明工事の設計委託費として 26 万

3,000 円の補正をお願いするものでございま

す。

　続きまして、３細目のふるさと創修館等費

でございます。ここでは 123 万 4,000 円の

減額補正でございます。ここでも光熱水費と

いうことで、電気料で 30 万円の減額補正で

ございます。施設の管理委託費として、それ

ぞれ減額補正をしております。それから 15

節の工事請負費の方で 51 万 7,000 円の減額

補正をしております。これは、曳山の紹介パ

ネルの設置工事費、今年度はですね、新庄の

山が入りまして、パネルが既に入っておりま

すので必要ございませんでしたので減額補正

しております。
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　それから４細目のカルチャーセンター費で

ございます。153 万円の減額補正です。こ

こでも電気料、光熱水費の 40 万円の減額補

正。それから施設管理の委託料ということで

それぞれ減額補正しております。以上でござ

います。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　それでは、引き続

きまして 96 ページの文化財保護事業費でご

ざいます。まず、２細節で文化財保護事業費

として 10 万円の減額補正をお願いするもの

でございます。内容といたしましては、臨時

雇賃金 10 万円でございます。これは文化財

調査等の作業完了見込みによる減額でござい

ます。

　次、３細目の文化財管理運営費として 38

万 4,000 円の減額の補正をお願いするもの

でございます。内訳といたしまして、手数料

で浄化槽の汚泥抜き取りで 11 万 8,000 円の

減、これは抜き取り完了による当初見込みよ

り汚泥量が少なかったことによるものでござ

います。それから、13 節の委託料でござい

ますが、芝管理で 23 万 5,000 円の減、植裁

管理で３万 1,000 円の減でございます。こ

れはいずれも雨の宮古墳公園と、それから大

宮坊の樹木の植裁管理でございますが、いず

れも入札残によるものを減額するものでござ

います。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

○平岡　保生涯学習課長　続きまして、97

ページ、96 ページから 97 ページになりま

す。10 款５項１目の２細目体育施設維持管

理事業費でございます。219 万 1,000 円の

減額補正でございます。ここでは施設の電気

料、上下水道料関係、光熱水費ですが 80 万

円の減額でございます。それから、委託料の

方で清掃維持管理委託ということで 57 万円

の補正をお願いするものでございますが、こ

れは昨年の９月にですが、スポーツマスター

ズの事業がございました。そうした際に運動

公園、それから野球場関係のシルバー委託の

関係で、シルバー人材センターの方へ委託し

た経費を補正するものでございます。それか

ら、施設・公園等維持管理費ということで、

これは運動公園の芝管理を含めた公園管理の

委託費でございます。140 万円の減額補正

でございます。これにつきましては、総務課

一括契約ということで入札残によるものでご

ざいます。

　それから、３細目の社会体育活動推進事業

費で 43 万 2,000 円の減額補正でございます。

ここでは 19 節の補助金の方で、各種大会選

手派遣費補助ということで 36 万円の減額で

ございます。これは、各協会２大会まで１万

8,000 円を限度額として県の大会に出た派遣

費の補助をするものでございます。

　それから、４細目の方で生涯スポーツ推進

事業費ということで 68 万 7,000 円の、これ

は増額補正をお願いするものでございます。

これにつきましては、ジュニアの全国大会等

派遣費で 116 万 7,000 円の補正をお願いす

るものでございます。これはジュニア、小中

学生ですが、東日本中学校選抜剣道大会、全

日本のクラブ卓球大会、全国小学生ソフトテ

ニス大会、それと埼玉中学校オープンバドミ

ントン大会等々、全国大会への派遣費補助と

して 116 万 7,000 円の補正をお願いするも

のでございます。以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方は、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　ここで、お諮りいたします。本日の会議は、

会議規則第 11 条第１項の規定により、ここ

で延会としたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。
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　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　本日は、延会することとし、明日午前 10

時より再開し、残りの日程並びに提出議案の

説明及び質疑をいたします。

　本日は、これにて延会いたします。

３月５日　午後３時 40分　延会

３月６日　午前 10時 00分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　おはようございま

す。

　これより、本日の会議を開きます。

　第１日目に引き続き、日程第４　提出議案

の説明及び質疑を再開いたします。

　議案第 14 号　平成 23 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計補正予算における歳入歳

出全般についての説明を求めます。

　議案書は、99 ページから 102 ページとな

ります。

　西浦保健環境課長

○西浦　順保健環境課長　それでは、ペー

ジ、199 ページの議案書、議案第 14 号　平

成 23 年度中能登町後期高齢者医療特別会計

補正予算でございます。

　第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ 667 万 5,000 円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億 424

万 7,000 円とするものでございます。

　それでは、ページ、102 ページをお願い

いたします。

　まずは、歳出からご説明いたしますので下

段の方をご覧ください。２款１項１目後期高

齢者医療広域連合納付金でございます。667

万 5,000 円の減額でございます。これは 19

の１負担金の保険料でございまして、減額の

理由としましては、県内全体で所得割の分と

しまして、全体の５％の減を行ったもので、

広域連合の通知によるものでございます。

　それでは、上段の方をご覧ください。歳入

をご説明いたします。１款１項１目、１款

１項で後期高齢者医療保険料でございまし

て 667 万 5,000 円、これは先ほどの歳出の

補正を行った必要額を行ったものでございま

す。３款１項１目事務費繰入金、これにつき

ましては、４款１項１目の繰越金の額の確定

に伴うものでございます。４款１項１目繰越

金 12 万円の増額につきましては、繰越金の

額の確定に伴うものでございます。以上でご

ざいます。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 15 号　平成 23 年度中能登

町介護保険特別会計補正予算における歳入歳

出全般についての説明を求めます。

　議案書は、103 ページから 112 ページと

なります。

　延川介護担当課長

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　103

ページをお願いします。議案第 15 号　平成

23 年度中能登町介護保険特別会計補正予算

でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ 2,141 万 4,000 円を追加し、総

額を 18 億 9,057 万 5,000 円とするもので

ございます。

　107 ページをお願いします。歳入でござ

います。第１款保険料につきましては、第１

号被保険者の転出、死亡などにより減額補正

をするものでございます。また、第３款、す

いません、第２款国庫支出金、第３款支払基

金交付金、また、108 ページの第４款県支

出金につきましては、交付決定がありました

ので精算をするものでございます。第６款繰

入金につきましては、介護保険事業の見込み

額に法定割合に基づき補正をするものでござ
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います。

　109 ページの介護給付費準備基金繰入金

につきましては、介護給付費の増加により、

保険料の不足分を基金より繰り入れるもので

ございます。

　110 ページをお願いします。歳出でござ

います。１款１項１細目一般管理費 832 万

4,000 円の増額をお願いするものでございま

す。１節非常勤職員、13 節委託料につきま

しては、第５期介護保険事業計画等策定事業

の精算により減額をするものでございます。

また、19 節負担金、電算システム 876 万

8,000 円の増額につきましては、介護保険制

度改正などに伴い、町の受給者情報及び給付

などの管理システムを改修するもので、この

財源としては国庫補助の 278 万 9,000 円が

交付されます。

　続きまして、２項１目１細目認定審査会費

118 万 4,000 円の減額です。これにつきま

しては、１回の審査会の委員数を５人から３

人に変更したため、報酬と費用弁償が減額と

なるものでございます。

　２款１項１目１細目介護サービス及び支援

サービス等諸費 1,994 万 4,000 円の増額を

お願いするものでございます。これにつきま

しては、サービスの利用者の増加に伴う介護

保険給付費の実績見込みにより、介護サービ

ス等諸費 1,150 万 8,000 円の増額、支援サー

ビス等諸費 878 万 8,000 円の増額、特定入

所者介護サービス費 189 万円の減額、高額

介護サービス費 153 万 8,000 円の増額をお

願いするものでございます。

　111 ページをお願いします。２項１目１

細目審査支払手数料 12 万 2,000 円の増額を

お願いするものでございます。これにつきま

しては、介護サービス利用の増加に伴い審査

件数が増えたものでございます。

　続きまして、３款１項１目１細目二次予防

事業費 177 万 3,000 円の減額でございます。

これにつきましては、対象者の把握を介護保

険事業計画策定業務にあわせて実施したため

減額となり、それぞれを精算するものでござ

います。

　続きまして、２項１目２細目任意事業費

300 万円の減額でございます。これにつき

ましては、入所、入院、死亡により対象者が

減少したためで減額となるものです。20 節

扶助費、介護用品支給事業 35 人分の減額で

ございます。

　112 ページをお願いします。介護慰労金

支給事業 110 万円、７人分の減額でござい

ます。

　続きまして、５款１項３目１細目償還金

116 万円の減額でございます。これにつき

ましては、介護従事者処遇改善臨時特例交付

金の精算を平成 24 年度に行うことになった

ため減額をするものでございます。以上でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 16 号　平成 23 年度中能登

町国民健康保険特別会計補正予算における歳

入歳出全般についての説明を求めます。

　議案書は、113 ページから 121 ページと

なります。

　西浦保健環境課長

○西浦　順保健環境課長　それでは、ペー

ジ、113 ページ、議案第 16 号　平成 23 年

度中能登町国民健康保険特別会計補正予算で

ございます。歳入歳出予算としまして第１

条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ 6,569 万 5,000 円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 21 億 5,273 万

4,000 円とするものでございます。

　それでは、歳出から説明させていただきま
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すので、ページ、119 ページをお願いいた

します。

　歳出でございます。１款１項１目一般管理

費 22 万円の増額でございます。これの主な

ものは、19 の１の負担金の電算システムの

18 万 2,000 円の増額でございまして、平成

24 年４月より高額な外来受診者にも限度額

適用認定の対象となるため、システムの印刷

費用を計上したものでございます。

　続きまして、２目国民健康保険団体連合会

負担金として 24 万 4,000 円の増額をお願い

するものでございまして、19 の１負担金に

おいての国保連合会でございます。これは、

国保連合会の総合システムの遅延による増額

を行うものでございまして、特別調整交付金

の対象にもなるものでございます。

　２款１項１目一般被保険者療養給付費の

1,100 万円の増額及び２目の退職被保険者

等療養給付費の 900 万円の増額は、主に 19

の１の負担金の執行見込み額の補正でござい

まして、平成 23 年４月から平成 24 年１月

までの実績に３月までの執行見込み額を算出

し、不足する額を計上させていただいたもの

でございます。３目一般被保険者療養費及び

４目の退職被保険者等療養費は補正額はござ

いませんが、財源の内訳を行うものでありま

す。

　それでは、ページ、120 ページをお願い

いたします。２項１目一般被保険者高額療養

費 1,000 万円の増額、これにつきましては、

19 の１負担金の執行見込み額の補正でごさ

いまして、平成 23 年の４月から平成 24 年

１月末までの実績に３月までの執行見込み額

を算出し、不足する額を計上させていただい

たものでございます。２目退職被保険者等高

額療養費、補正額等はございませんが、財源

の振り替えを行うものでございます。５項１

目葬祭費、これについては 19 の１負担金で、

今後の給付見込みによる補正を行わさせてい

ただいたものでございます。

　３款１項１目後期高齢者支援金、これにつ

いても補正額はございませんが、財源の振り

替えを行ったものでございます。

　７款１項１目高額医療費共同事業医療費

拠出金 313 万円の減額、及びページ、21

ページの３目保険財政共同安定化事業拠出金

300 万 8,000 円の減額、これは共に 19の１

の負担金でございまして、国保会計が行う共

同事業において対象事業費が減額したことに

よるものでございます。

　10款１項３目償還金でございます。4,106

万 7,000 円の増額となったもので、これは

23 の５国県等返還金でございます。これは、

平成 22 年度国保療養給付費と負担金等の確

定による返還金で、平成 22 年度退職振り替

えによる負担でございます。

　それでは、歳入の説明をさせていただきま

すのでページ、117 ページをお願いいたし

ます。

　１款１項１目一般被保険者国民健康保険税

としまして、1,054 万 1,000 円の減額を行っ

たものでございます。これは、決算見込み額

による補正でございまして、０歳から 74 歳

の人数において、12 月現在 337 人の減、世

帯において 107 人の減となった、もとい、

40 から 65 歳で 107 人の減となったことに

よる収入見込み額の補正でございます。２

目退職被保険者等国民健康保険税 1,038 万

5,000 円の増、これについても同じく人数に

よる補正でございますが、当初より 100 人

の増、世帯において 57 世帯の増となったこ

とによる収入見込み額の補正を行ったもので

ございます。

　なお、人数の変動等につきましては、団塊

の世代の年金受給権の発生に伴う一般被保険

者から退職被保険者に切り替えを行ったこと

によるものでございます。

　それでは次に、３款１項１目療養給付費等

負担金 3,814 万 9,000 円の減から、次のペー

ジに跨ぎますがページ、118 ページの６款
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１項１目高額共同事業負担金 78 万 2,000 円

の減までは、歳出での国保給付費等の歳出予

算に基づく義務的な法定割合分等でございま

して、国県等国保連合会支払基金等からのそ

れぞれの収入を記載したものでございまして、

6,376 万、もとい、6,376 万 9,000 円の増

となったものでございます。

　なお、主なものとしましては、上段にござ

います４款１項１目療養給付費交付金 8,606

万 4,000 円の増がございます。これにつき

ましては、過年度分の退職療養費給付費交付

金でございまして、平成 22 年度以前分の一

般から退職に振り替えしたことによる遡及

分でございます。なお、人数としましては

271 人、件数としては 448 件分でございます。

　それでは次にまいりまして、９款１項１目

一般会計繰入金でございます。29 万円の減

額を行ったものでございまして、内訳としま

しては、保険基盤安定分としまして 121 万

7,000 円の減額を行ったものでございます。

これは保険者支援分と保険税軽減分の減額に

よるものでございます。財政安定化支援事業

分としまして2,893万7,000円の増額を行っ

たものでございまして、低所得者分の補填額

の増額によるものでございます。

　なお、その他財政支援分として 2,801 万

1,000 円の減額、これは俗に言う赤字補填分

でございまして、補填後の額は 440 万 8,000

円となるものでございます。

　11 款３項１目第三者納付金 236 万 3,000

円の増額を行ったもので、これは４人の保険

給付者の立て替え分によるものでございます。

以上でございます。なにとぞよろしくお願い

いたします。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。

　ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 17 号　平成 23 年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算における歳入

歳出全般についての説明を求めます。

　議案書は、123 ページから 126 ページと

なります。

○議長（坂井幸雄議員）　大森上下水道課長

　　〔大森一義上下水道課長登壇〕　

○大森一義上下水道課長　議案書は、123

ページであります。

　議案第 17 号であります。平成 23 年度中

能登町下水道事業特別会計補正予算でありま

す。第１条で 20 万 6,000 円を歳入歳出総額

に増額をいたしまして、歳入歳出の総額を

15 億 4,643 万 2,000 円とするものでありま

す。

　次に、126 ページをお開きください。まず、

下の歳出の方からご説明をいたします。

　第１款１項１目総務管理費に 10 万 3,000

円、また、第３目の農業集落排水施設管理費

に２万 1,000 円の増額、それと、その下の

第２款１項１目特定環境保全公共下水道事業

費で８万2,000円の増額であります。これは、

いずれも給与費におきまして公費負担率の改

正に伴いまして、職員の共済組合の負担金の

増額の計上をさせていただくものであります。

以上であります。失礼いたしました。同じく

126 ページの上段の歳入であります。20 万

6,000 円の不足額につきましては、一般会計

繰入金を充当をさせていただきたいと思いま

す。以上であります。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 18 号　平成 23 年度中能登
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町分譲宅地造成事業特別会計補正予算におけ

る歳入歳出全般についての説明を求めます。

　議案書は、127 ページから 130 ページと

なります。

　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　議案第 18 号　平

成 23 年度中能登町分譲宅地造成事業特別会

計補正予算についてであります。第１条で、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

539 万 8,000 円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 1,549 万 9,000 円

としようとするものであります。

　130 ページをお願いをいたします。歳入

であります。１款１項１目１細節の不動産売

払収入で 540 万円の減額をお願いするもの

であります。当初、４戸の分譲見込みで歳入

予算を計上させていただいておりましたが、

これまでに３戸の契約が完了したことから１

戸分を減額するものであります。

　次に、歳出であります。１款１項１目１細

目の一般管理費で 539 万 8,000 円の減額を

お願いするものであります。12 節登記手数

料では 20 万円の減額、13 節委託料では新

たな分譲宅地造成事業にかかる測量設計業務

委託の入札差金 71 万 3,000 円の減額であり

ます。また、28 節一般会計繰出金では、分

譲予定戸数の減に伴いまして 448 万 5,000

円の減額をお願いするものであります。

　１件、ご報告をさせていただきます。本議

会におきまして、当初分譲見込み区画数、４

区画から３区画と１区画の減とさせていただ

きまして、補正予算の方を提出させていただ

きましたが、議案書作成後、新たに１区画の

購入希望者がおられまして、２月 27 日に売

買契約の締結をいたしております。これによ

りまして、本年度の分譲区画数は当初見込み

どおりの４区画となる予定であります。これ

につきましては、３月 31 日付けの専決にて

歳入歳出それぞれの補正を行いたいと考えて

おります。よろしくお願いをいたします。

　また、現在ゆりが丘分譲宅地の残区画数は

５区画となっております。以上、報告を含め

まして説明を終わりたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 19 号　平成 23 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算にお

ける歳入歳出全般についての説明を求めます。

　議案書は、131 ページから 134 ページと

なります。

　澤情報推進課長

○澤　伸一情報推進課長　ページ、131 ペー

ジをお願いします。議案第 19 号　平成 23

年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補

正予算であります。第１条で、歳入歳出それ

ぞれ 303 万 5,000 円を減額し、歳入歳出予

算の総額を 8,147 万 6,000 円とするもので

あります。

　ページ、134 ページをお願いします。まず、

歳入の４款１項１目１節の一般会計繰入金で

303 万 5,000 円を減額するものであります。

これは、歳出の工事請負費の減額に伴い、一

般会計繰入金を減額するものであります。

　次に、歳出の２款１項１目１細目の施設整

備事業で 303 万 5,000 円を減額するもので

あります。これは、15 節の工事請負費の事

業の確定見込みにより減額するものでありま

す。この工事請負費は新築住宅や事業所及び

集合住宅への光ケーブルの引き込み工事の事

業の確定見込みにより減額するものでありま

す。以上であります。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについての質疑

の方、ございませんか。
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　ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、議案第 20 号　平成 23 年度中能登

町水道事業会計補正予算における歳入歳出全

般についての説明を求めます。

　議案書は、135 ページから 137 ページと

なります。

○議長（坂井幸雄議員）　大森上下水道課長

○大森一義上下水道課長　それでは、135

ページであります。議案の第 20 号　平成

23 年度中能登町水道事業会計補正予算であ

ります。まず、第２条の収益的収入支出にお

きまして、支出でありますが、第１款の事業

費で１万 7,000 円の増額をお願いし、３億

1,995 万 8,000 円とするものであります。

　次に、第３条の収益的収入支出の支出にお

きまして、第１款資本的支出に 14 万 1,000

円の増額をお願いし、総額を８億 8,556 万

3,000 円とするものであります。

　137 ページをお開きください。まず、上

段の収益的支出でありますが、第１款１項１

目の総係費であります。この中の法定福利費

に１万 7,000 円の増額、これは職員の共済

組合負担金の増額をするものであります。

　次に、下段の資本的支出であります。１款

１項１目の同じく総係費の法定福利費におき

まして 14 万 1,000 円の増額をお願いをする

ものであります。これも職員の共済組合の負

担金の上昇による増額であります。以上であ

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　説明が終わりまし

た。

　ただ今、説明を受けたことについて、質疑

の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、議案の説明及び質疑を終結いたし

ます。

　ここで、委員会付託表を配付しますので、

暫時休憩をいたします。

午前 10時 33分　休憩

午前 10時 34分　再開

　◎議案等の委員会付託
○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　日程第５　常任委員会付託をお諮りいたし

ます。

　ただ今、議題となっております報告第１号

及び議案第１号から議案第 20 号まで、請願

第１号から請願第６号まで、以上報告１件、

議案 20 件、請願６件につきましては、会議

規則第 39 条により、お手元に配付しており

ます議案及び請願等付託表のとおり、それぞ

れ所管の常任委員会に付託いたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、議案及び請願等付託表のとおり、

各常任委員会へ付託することに決定いたしま

した。

　◎特別委員会設置及び委員の選任、委員会
付託
○議長（坂井幸雄議員）　日程第６　予算審

査特別委員会の設置及び委員の選任、委員会

付託

　これより、予算審査特別委員会の設置を議

題といたします。

　お諮りいたします。

　議案第 21 号　平成 24 年度中能登町一般

会計予算

　議案第 22 号　平成 24 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計予算

　議案第 23 号　平成 24 年度中能登町介護
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保険特別会計予算

  議案第 24号　平成 24年度中能登町国民健

康保険特別会計予算

  議案第 25号　平成 24年度中能登町下水道

事業特別会計予算

  議案第 26号　平成 24年度中能登町分譲宅

地造成事業特別会計予算

  議案第 27号　平成 24年度中能登町ケーブ

ルテレビ事業特別会計予算

  議案第 28号　平成 24年度中能登町水道事

業会計予算

　以上、議案８件については、13 人の委員

で構成する予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して審査することにいたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、議案第 21 号から議案第 28 号ま

での議案８件については、13 人の委員で構

成する予算審査特別委員会を設置し、これに

付託して、審査することに決定いたしました。

　お諮りいたします。

　ただ今、設置されました予算審査特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、

　１番　山本　孝司議員

　２番　笹川　広美議員

　３番　南　　昭榮議員

　４番　諏訪　良一議員

　５番　宮下　為幸議員

　６番　亀野冨二夫議員

　７番　甲部　昭夫議員

　８番　古玉　栄治議員

　９番　上見　健一議員

　10番　若狭　明彦議員

　11番　岩井　礼二議員

　13番　田中　治夫議員

　14番　作間　七郎議員

　以上、13 人を委員として指名いたしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　なしと認めます。

　よって、ただ今指名いたしました 13 人を

予算審査特別委員会の委員に選任することに

決定しました。

　ここで、予算審査特別委員会付託表を配付

しますので、暫時休憩をいたします。

午前 10時 38分　休憩

午前 10時 39分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　予算審査特別委員会の審査の議案は、会議

規則第 39 条の規定により、お手元に配付を

いたしました付託表のとおりであります。

　◎予算審査特別委員会委員長及び副委員長
選任
○議長（坂井幸雄議員）　日程第７　予算審

査特別委員会の委員、副委員長の選任であり

ます。

　予算審査特別委員会の委員長、副委員長の

選任を議題といたします。

　予算審査特別委員会委員には、次の休憩中

にて委員長、副委員長の互選を行い、その結

果を報告をお願いいたします。

　ここで、暫時休憩をいたします。

　議員の皆さん、大会議室へ移動をお願いい

たします。

午前 10時 40分　休憩

午前 10後 50分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　ただ今、予算審査特別委員会における正副

委員長の互選についての報告がありました。

　委員長に、　  ７番　甲部昭夫議員

　副委員長に、５番　宮下為幸議員

　以上のとおりであります。
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　◎休会の決定
○議長（坂井幸雄議員）　日程第８　休会の

決定についてを議題といたします。

　お諮りいたします。

　各常任委員会、予算審査特別委員会審査等

のために、３月７日から 20 日までの 14 日

間を休会といたしたいと思います。これに、

ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、３月７日から 20 日までの 14 日

間を休会といたすことに決定いたしました。

　◎散　　会
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、本日の日

程は終了いたしました。

　本日は、これをもって散会いたします。

　ご苦労さまでございました。

午前 10時 51分　散会
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平成24年３月21日（水曜日）

○出席議員（14名）

　　１番　　山　本　孝　司　　議員　　　　　８番　　古　玉　栄　治　　議員

　　２番　　笹　川　広　美　　議員　　　　　９番　　上　見　健　一　　議員

　　３番　　南　　　昭　榮　　議員　　　　　10番　　若　狭　明　彦　　議員

　　４番　　諏　訪　良　一　　議員　　　　　11番　　岩　井　礼　二　　議員

　　５番　　宮　下　為　幸　　議員　　　　　12番　　坂　井　幸　雄　　議員

　　６番　　亀　野　冨二夫　　議員　　　　　13番　　田　中　治　夫　　議員

　　７番　　甲　部　昭　夫　　議員　　　　　14番　　作　間　七　郎　　議員

○説明のため出席した者

　　町　　　　長 杉　本　栄　蔵 税  務  課  長 吉　田　外喜夫

　　副　 町　 長 小　山　茂　則 参事兼農林課長 大　村　義　一

　　教　 育　 長 池　島　憲　雄 上下水道課長 大　森　一　義

　　参事兼総務課長 永　源　　　勝 保健環境課長 西　浦　　　順

　　土木建設課長 高　橋　孝　雄 会  計  課  長 八　尾　外喜夫

　　参事兼住民福祉課長 谷　　　敏　則 教育文化課長 堀　内　浩　一

　　企  画  課  長 広　瀬　康　雄 生涯学習課長 平　岡　　　保

　　情報推進課長 澤　　　伸　一 教育委員会委員長 濱　田　　　繁
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○職務のため出席した事務局職員

　　事務局長　　橋　本　教　示　　　　　　書　　記　　土　屋　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〃   　　　島　元　奈緒美

○議事日程 ( 第２号 )

　　平成 24年３月 21日　　午前 10時開議

　日程第１　一般質問
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午前 10時 00分　開議

　◎開　　議
○議長（坂井幸雄議員）　おはようございま

す。

　ただ今の出席議員数は、14 名です。定足

数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。

　本日の議事日程は、お手元の配付のとおり

であります。

　◎一般質問
○議長（坂井幸雄議員）　日程第１　一般質

問

　これより、一般質問を行います。

　あらかじめ申し上げておきます。

　一般質問についての各議員の持ち時間は１

時間でありますので、守っていただくようお

願いいたします。

　また、執行部におかれましては、的確な答

弁を求めておきます。

　それでは、通告順に質問を許します。

　４番　諏訪良一議員

　　〔４番（諏訪良一議員）登壇〕　

○４番（諏訪良一議員）　おはようございま

す。３件について質問をいたしたいと思いま

す。

　最初に、改革による財政健全化について。

　行財政改革を抜きにしては、その将来の運

営がままならないと、町総合計画の中で明記

されていることについては、既にご承知のこ

とと拝察します。

　長びく景気の低迷に加えて、昨年末から今

年始めにかけての急激な円高などの影響によ

り、更に景気の回復が遅延したことで、町の

税収にも右肩下がり現象の様相を呈してくる

のではないかと危惧するものであります。

　このような経済情勢のもとで、財政の健

全化指標でもある実質公債費比率を 18％に、

また、経常収支比率 80％、この 80％という

数値を私はですね、腹八分に医者要らずと理

解しているものです。この数値を堅持しなが

ら、いかにして町政の発展を着実に推進して

いこうとされているのかが、今、杉本町政に

町民の皆さん方が熱望されている視点ではな

いかと推測しています。

　また、この大きな課題は、おそらく合併以

来８年目にして初めて直面する局面ではない

かとも受け止めています。

　今年の年の始めに、県内市町のトップが１

年の計をどう立てたかとの新聞社の取材の中

で、杉本町長は来春に開校する中能登中学校

の整備、旧鹿島町内にある小学校の統廃合、

更に旧３町に分散している庁舎の統廃合にも

その方向性を出したいとの決意を示されてお

られ、新年度予算にも統合小学校実施設計業

務委託料として 4,200 万円、また本庁舎整

備事業調査委託料 70 万円が既に盛り込まれ

るなど、前向きの姿勢が伺えます。

　これらの大きな事業を逐次成し遂げていく

には、財源の捻出、確保が不可欠であること

に関しての、今後 10 年間くらいの胸算用を

お聞かせ願いたいと思います。

　改革なくして財政の健全化なし。一度膨ら

んだ歳出の縮減を図っていくには、それ相応

に至難の業であろうとは思いますが、財政の

健全化を図りながらこれらの事業に取組んで

いくには改革の熟慮、断行なくして打開策は

あり得ないものと理解しています。

　ところが、この度提示されている新年度の

予算書と平成 20 年からの５カ年の予算書と

を私なりに検証した限りにおいて、その厳し

さが明確に見えてきません。新年度の予算編

成にあたり英断を下された点はどこですか。

具体的に解析をしてください。

　これらを踏まえまして、財政の現状と見通

し、歳出の削減、補助金行政の見直し、特に

補助金行政の見直しにつきましては、町議会

行財政改革特別委員会がこのほど町へ提出し

た答申の中においても補助金などの必要性の
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検証、補助金などのあり方、見直しなどが明

記されております。以上について伺います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　おはようございます。諏訪

議員の「改革による財政健全化について」の

ご質問にお答えをいたします。

　まず、財政の現状と見通しについてでござ

います。

　国が定めた財政健全化法におきましては、

地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財

政の早期健全化や再生の必要性を判断するも

のとして、実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率の４つの財政

指標を健全化判断比率として定めています。

　当町の平成 22 年度決算における財政指標

についてですが、１つ目の実質赤字比率は、

一般会計の赤字が標準財政規模に占める割合

で、赤字がないので比率としては表れません。

　次に、２つ目の連結実質赤字比率は、一般

会計だけでなく、特別会計や公営企業会計な

ど、全ての会計の赤字や黒字を合計をし、連

結ベースでの赤字の割合を算定するもので、

全ての会計で赤字がないので比率としては、

これも表れません。

　３つ目に、実質公債費比率は、実質的な公

債費が財政に及ぼす負担を表す指標で、当町

では 16.6％と、前年度の 19.4％から 2.8％

改善されており、地方債の発行が制限をされ

る早期健全化基準の 25.0％を下回っており

ます。

　４つ目の将来負担比率は、町が将来負担す

べき実質的負債の標準財政規模に対する比率

で、当町は 111.4％と前年度の 166.1％から

54.7 ポイント改善されており、同じく早期

改善化基準の 350.0％を下回っております。

　これらの指標については、ご承知のとおり、

監査委員の審査を受け、議会に報告後、公表

をしており、当町においては健全な数値を示

しております。

　しかしながら、当町の財政見通しについて

は、町税の大幅な増額を見込むのは厳しい状

況であり、地方交付税や各種交付金などの依

存財源に頼らざるを得ない状況であります。

　更に、平成 27 年度から普通交付税の合併

特例加算措置の段階的減額が始まり、平成

32 年度からは、今年度の確定額に比較して、

単年度で９億円から 10 億円余りの大幅な減

額となる見込みです。

　今後も、将来を見据えながら、役場庁舎の

統廃合や各施設の有効活用について積極的に

取組んでいく所存であります。

　また、職員各自が積極的に知恵を出し合い、

経費の削減を徹底しながら、より健全な財政

運営の確立に努めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくご理解をお願いをいたし

ます。

　次に、歳出の削減につきましては、組織、

人件費、公共施設等の様々な角度から努力を

してまいりました。

　まず、組織につきましては、合併後、監理

課の廃止、住民課と福祉課の統合、出先機関

では、保健センターろくせい、かしまの廃止

をし、また、７施設について指定管理へ移行

をいたしました。

　合併当時、316 名の職員を平成 23 年度４

月には 257 名と 59 名を削減をしておりま

す。平成 24 年度の職員採用でも、将来の園

児の減少や保育園の民間委託等を見据え、保

育士の採用を抑制をし、また、一般職につい

ても７名程度が減となります。議員の皆様の

定数につきましても合併後、大幅な削減をな

され、範を示されました。

　昨年６月からは、鹿島庁舎、鹿西庁舎の当

日直を廃止をしております。夏場においては、

クールビズを励行をし、冬場は業務用ストー

ブなどで対応をし、20 度以下で室温設定を

し仕事にあたっており、燃料の節約に努めて

まいりました。

　今後、歳出削減には、更なる施設の取り壊
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し、統合は避けて通れません。今年度、全施

設に対し、今後の施設の方針や指定管理への

移行、第３セクターの可否の方針計画の作成

を指示し、方針案の素案を作成をいたしまし

た。

　今後、第３機関等による設置で、将来の施

設のあり方についての答申をいただき、施設

の取り壊し、統合を実施をしていきたいと考

えております。

　次に、補助金行政の見直しについてであり

ます。

　平成 24 年２月 27 日付けで、議会行財政

改革特別委員会より答申がなされました。答

申の中の総合的な意見で、「補助金等の必要

性及び効果を明確にするよう」求められてい

ます。提言内容の中で、「補助金制度は、概

して既得権化制度とする傾向が見られ、厳し

い財政環境の下で新たな行政ニーズに対応さ

せるためには、限られた財源を効果的、効率

的に活用していくために、既存の業務の見直

しを行い、その中から財源を確保していく」

必要があると報告をされております。

　各補助金については、平成 24 年度予算裁

定でも補助金の内容と金額について十分に精

査するよう指示をし、前年度対比１割程度の

削減をしたところであります。

　今後とも、議会行財政改革特別委員会の答

申を踏まえ、補助金が真に必要かどうかを検

討し、また、限られた財源で最大の効果を生

むように補助金の交付にあたっては、職員に

指示をしていきます。以上、よろしくお願い

いたします。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪良一議員

○４番（諏訪良一議員）　ただ今のお答えを

聞いていますと、今日現在の財政状況、誠に

喜ばしい数値が出ているのではないかなと、

こんなように理解するものですが、ただ、今、

町民の皆さん方、懸念されておいでることは

ですね、先ほど申し上げましたように、大き

な事業が、極端に言いますと目白押しといっ

たような形でですね、この事業にさしかかる

前におきましても道の駅という問題もありま

す。あるいは、古墳公園の整備ということも

あります。更に、この３つの事業が入ってき

ますと、どうしても自主財源だけではできる

はずがあり得ないわけです。いかにして合併

特例債を活用して取組んでいくかということ

になるんですが、そうなることによって必然

的に町の借金が増えてくると、このときに国

からの交付税がこれまで計算していたように

うまく還元されてくるか、このあたりが大変

心配になってくるわけです。そういうことで、

今日現在ではなくして、今後５年、10 年く

らいのですね、見通し、このあたりをお聞か

せ願いたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

　　〔永源　勝参事兼総務課長登壇〕　

○永源　勝参事兼総務課長　諏訪議員の再質

問にお答えいたします。

　今現在、町の方で予定しています道の駅整

備、古墳公園の整備、それから統合小学校の

整備等につきましては、合併特例債を補助金

のほかに、合併特例債を充てる予定で事業を

進めております。合併特例債につきましては、

議員ご承知のとおり、充当率が 95％で、そ

のうち７割、70％が今年度に交付税として

基準財政需要額の中に算定されるものであり

ます。これについては、極めて有利な起債で

ありますので、このような起債を活用して整

備を進めていきたいというふうに考えており

ます。それを活用していけば、このような事

業は十分進めていけることができると、そう

いうふうに思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　補助金の見直し、

特にこのあたりをですね、まだまだ厳しく見

ていただかなければならんのではないかなと、

こんなように思うわけです。といいますのは、

４年、５年間、定額で計上されている面がい
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くつかあるわけです。そういうことから、予

算編成作業に入る前に事業実績の中間検討あ

たりをしっかりやっておいでるのかなと、こ

んなように思うんですが、予算編成に入る前

の中間検討、それからもう一つは、歳出の削

減を図るには、やはりメリハリをつけていか

ないと、これまで計上してきたものが全て大

事であるという見通しのもとで計上していく

と、新たに取組む事業費がそんぐり上乗せに

なってくるのではないかなと、こんなように

思います。

　平成 20 年度ぐらいまでは当初の一般予算

が 95 億円前後であったんですが、それがぐ

んぐん上がってきて今年は 132 億円の予算

規模になってきます。

　更に、これから新しい事業に取組んでいく

とすると益々大きくなってくると。そういう

ことから、やはりある程度予算規模を決めた

うえでの査定作業に入らないと、なかなか各

課から上がってきた数値をそのまま合計して

いくと、まだまだ歳出が増えてくるのではな

いかなと、こんなように思うわけです。

　今日は副町長の査定、町長の査定というこ

とで、職員の方が大変心配してこられたわり

には、予算書を見ているとそんなように理解

できないのですが、このあたり、まだまだ検

討していただきたいと。どのようにお考えで

しょうか、伺います。

○議長（坂井幸雄議員）　小山副町長

　　〔小山茂則副町長登壇〕

○小山茂則副町長　お答えをいたします。補

助金の見直し等につきましては、当初予算編

成時にその実績と、それから要望書、そうい

うものを全部精査をいたしまして、その課の

課長以下、係までいれての検討をさせていた

だいております。

　長年にわたって補助を出しておるものにつ

いては、十分に見直しをかけ、また新しいそ

ういう事業に、これは補助をつけなきゃいけ

ないというものについては、その事業内容を

十分精査をしてその対応にあたっております

ので、今後、益々細部にわたっての検討をし

て対応をしたいと、このように思います。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　とにかく、腹八分

に医者要らずの線で、合併特例債はやはり満

額活用していただいて事業を取組んでいただ

きたいと。そのことによって増税になるよう

なことは言うまでもなく避けてもらうという

ことは当然であります。

　それでは次に、２つ目の質問に入ります。

介護保険制度について。

　負担は低く、サービスは高く、新しいまち

づくりの指針でもあり、また、私ども町民皆

さん方もそのようにありたいと願っていると

ころでもあると思います。

　介護、それは他人事ではありません。健康

だからということで、いつ自分の身が直面す

ることも分からない、最も身近で、しかもこ

れ以上に大切なものはないと思います。

　介護保険料は高齢者人口の自然増加に伴

い、介護認定者数も必然的に増え、そのこと

によって介護給付費が加算、これらが要因と

なって保険料の引き上げに反映されてくるも

のと推測します。このような要件のもとで、

介護保険制度をいかにして円滑に、しかも機

能的な運営を図っていくかが、今後、更に強

く求められてくる大きな課題であろうと考え

ます。

　介護保険制度がスタートした平成 12 年以

降、介護認定者数や介護サービスの質などに

応じて、各市町それぞれに３年毎に保険料の

見直しがされながら今日に至っており、今年

度から平成 26 年度までの３年間が４度目の

改定になるようです。高齢者割合の増加や介

護給付費の財源構成の変更や介護報酬の加算

など国の制度改正に伴い、このたび被保険者

の負担増に準じて、更に当町におきましても

月額 1,100 円の保険料の値上げが必要と判
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断されているようですが、今後、町において、

この介護保険制度の運用をどのようにお考え

でしょうか。これらを踏まえまして、制度運

用の現状と課題、介護保険料の見直し、新し

い介護サービスの導入などについて伺いたい

と思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　諏訪議員の介護制度につい

ての質問にお答えをいたします。

　中能登町における高齢者を取り巻く現状と

しては、高齢化比率は約３割でございます。

高齢化の進行に伴って、独り暮らし高齢者や

高齢者夫婦のみの世帯も増加傾向にあります。

　平成 24 年２月現在の要介護認定者は制度

発足時からちょうど倍増をし、1,060 人に

なっております。高齢者の５人に１人が認定

を受けていることになります。

　なかでも、要介護１及び５の認定者数が著

しく増えており、在宅サービス、施設サービ

スなど、ほぼ全てのサービスが増加傾向にあ

り、施設待機者への対応が問題となっており

ます。

　このため、サービス供給の体制を整える必

要があり、入所施設・居宅介護施設の整備な

どが緊急の課題となってきております。

　平成 24 年度からの介護保険料の見直しに

つきましては、介護保険サービスを利用した

場合に、介護費用の１割を利用者が負担をし、

残りの９割は介護保険から給付をされます。

　この介護給付に必要な費用の財源は、半分

を国、県、町が負担をし、残りの半分のうち

29％を 40 歳から 64 歳までの方の保険料で、

残りの 21％を 65 歳以上の方が負担をする

保険料で賄うこととなっております。

　平成 21 年度から 23 年度にわたる中能登

町の第４期介護保険事業計画年度中の保険料

の基準月額は 4,300 円でありました。

　今回、平成 24 年度から 26 年度を計画期

間とした第５期事業計画の策定にあたり、介

護保険事業計画等策定委員会で検討をいただ

き、介護保険報酬の改定や認定者数の増加に

よる給付費の普及見込みなどにより、現行

サービス水準を維持をするためには、保険料

の基準月額を 1,100 円増額をし、5,400 円

とすることが必要であるとの答申をいただき

ました。

　保険料の増額改定は、被保険者の皆様に大

変な負担をおかけすることになりますが、現

行のサービス水準の維持と増え続ける介護

サービスのニーズに応えるためには改定をお

願いをするものであります。

　また、所得段階別に６段階の保険料設定を

行うことにより、低所得者の負担に配慮をし

た設定としておりますので、ご理解をお願い

をいたします。

　なお、保険料の改定につきましては、広報

やリーフレット等を通じて住民への制度周知

や理解を求めていくことが必要であると考え

ております。

　次に、新しい介護サービスの導入について

でございます。

　介護保険制度や医療保険制度の改正により、

高齢者に関する保険・医療・福祉・介護等の

施策のあり方が変化をしており、これらの連

携がこれまで以上に重要となってきておりま

す。

　現在、医療や介護が必要になっても、住み

慣れた地域と住まいで必要なサービスを利用

しながら、在宅生活の継続を希望する高齢者

が増加をしているため、特養などの介護拠点

の緊急整備や 24 時間対応の在宅サービスの

強化などの介護サービスの充実。できる限り

要介護状態とならないための予防の取組み。

見守り、配食、多様な生活支援サービスの確

保。などの施策を展開をしていくことが重要

となります。

　中能登町の現状としては、24 時間対応の

在宅サービスにつきましては、現在、訪問介

護のサービスのみが対応をしておりますが、

その他のサービスの提供については、介護職
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員等の人材不足など、供給体制の整備が十分

とはいえないため、新年度からの取組みは困

難な状況にあります。

　このため、医療、介護などが連携をとりな

がら、新たなサービスの提供体制を整えてい

く必要があると考えております。

　なお、平成 26 年度におきましては、小規

模多機能型居宅介護施設を整備をし、軽度か

ら重度までの方の自宅での 24 時間・365 日

の暮らしを支えるために、「通い」を中心と

して、様態や希望に応じて「泊り」のサービ

スを提供し、在宅での生活を支援をいたしま

す。

　一方で、常時介護を必要とする方で自宅に

おける介護が困難な方に対しましては、入所

施設である介護老人福祉施設を整備すること

により、待機者の解消に努めたいと思ってお

ります。

　町では、第５期計画において、「住み慣れ

た地域で、ずっと元気で安心して暮らせるま

ちづくり」を基本理念として、介護保険制度

の適正な運用を図っていきたいと考えており

ます。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　この保険料といい

ますのは、要介護認定者数、掛けるのサービ

スの質、量で決まってくるものと思います。

そんなことから考えますと、いかにして保険

料の伸びを抑えていくような指導をしていく

か、取組みを展開していくか、このことにつ

きると思います。そういうことからも、今後、

介護予防の方向に少しハンドルを切り替えて

いかなければならんのではないかなと、こん

なように思います。

　それでは次に、３点目、東日本大震災の教

訓を道徳の教材にです。

　昨年の３月 11 日、東日本大震災が発生し

てから早くも１年が経過しました。地震発生

直後から大津波警報が発令されました。「皆

さんは早く高台に避難してください」と宮城

県南三陸町の防災対策庁舎から町の防災担当

職員、遠藤未希さんという方が防災無線で必

死になって町民の方々へ呼びかけながら自ら

が逃げ遅れて尊い命を落とされました。との

事例が震災の発生直後から大変大きな反響を

呼んでいることについてはご承知のことと拝

察します。

　埼玉県におきましては、公立の小中高

1,250 校で、この４月から使われる道徳の教

材にこのことが取組まれるそうです。埼玉県

当局の生徒指導課では、遠藤未希さんの使命

感や責任感には素晴らしいものがあり、人へ

の思いやり、いや社会へ貢献する心を伝えた

いとのコメントを発しておられます。

　また、先般の新聞を見ますと、金沢市教育

委員会でも東日本大震災で学校にいた児童生

徒 3,000 人が無事に逃げきった、いわゆる

「釜石の奇跡」ということで表現されており

ますが、岩手県釜石市のこの事例から絆教育

を通じて防災教育に取組んでいかれるようで

す。

　道徳とは、人の守るべき正しい道と国語辞

典で解釈されておりますが、私はこれぞ道徳

教育に最もふさわしい教材でもあり、また、

これにまさる教材はほかに無いものと思いま

す。

　そこで、道徳教育の教材について、命の大

切さ、社会に貢献する心の教育について、防

災教育の推進について教育長の所見を伺いま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

　　〔池島憲雄教育長登壇〕　

○池島憲雄教育長　東日本大震災の教訓を道

徳の教材にというご質問にお答えをいたしま

す。

　まず、最初に１番、道徳教育の教材につい

てですけれども、新しい学習指導要領では、

郷土を愛する心や生命を尊重する心、規範意

識など豊かな心を育むために、魅力的な道徳

教材の開発、そしてその活用、また、発達段
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階に応じた指導内容の重点化、更に家庭や地

域社会との共通理解とか相互の連携などの充

実を図ることが強く求められております。

　このため、石川県では、県独自の「いしか

わ版道徳教材」を開発、活用し、石川県の道

徳教育の推進、充実を図るために現在、教材

の開発が進められているところです。

　私たちの町では、平成 23 年度に鹿島中学

校が道徳教育の県の指定を受けました。そし

て、人と地域を活かした道徳教育の推進に取

組み、素晴らしい成果を収めました。30 名

を超える保護者サポート隊の皆さんが生徒と

一緒に真剣に学び合う保護者参加型の道徳の

授業は県からも高く評価され、新聞にも大き

く報道されました。

　新年度も鹿島中学校では、県の指定が継続

されることになっておりまして、道徳教育の

更なる充実発展に取組むことになっておりま

す。

　東日本大震災の教訓を活かした道徳教材に

つきましては、今後、文部科学省や県の教育

委員会でも取り上げられるものと思います。

学校におきましても、東日本大震災のことは

折に触れて子供たちに学ばせていくことが必

要と考えております。

　次に、２つ目、命の大切さ、そして社会に

貢献する心の教育についてであります。諏訪

議員が先ほどお話されましたとおり、本当に

大切なことであります。震災から丸１年、被

災地では必死に前を向いて復興に頑張ってお

られる人々、そして、それを懸命に支える大

勢の人々、今もなお全国各地から心を寄せ、

支援の手を差し伸べる多くの人たちが絶えま

せん。海外からの温かい支援や義援金も沢山

ありました。震災を通して、改めて人の強さ

や優しさ、そして助け合うことの尊さ、有り

難さを痛感した１年でもありました。人と人

とが支え合うことの大切さや人の絆など、震

災から学んだ多くのことを子供たちにいろい

ろな機会を通して教えていかなければなりま

せん。教育としてできること、そして成すべ

きことを今後も真剣に考えていきたいという

ように思います。

　それから最後、３番目ですけれども、防災

教育の推進についてです。

　阪神淡路大震災、能登半島地震、そして東

日本大地震と次々と大きな地震が発生しまし

た。しかもこの度は地震と津波と放射能とい

う、これまで誰も経験したことのない大災害

となり尊い命が奪われてしまいました。

　今や私たちの日常生活は、これらの災害と

常に隣り合わせであり、いつ、どこで、どん

なことが起きるかわかりません。そういった

災害が発生したときに、どのように生き延び

ていくのか、その手段や方法、知恵を学校の

授業の中でも学んでいくことが、是非必要だ

と思います。

　中能登町にも活断層がありますし、志賀原

子力発電所から 30 ｋｍ圏内にあることも含

めまして、私たちが置かれている状況を正し

く理解し、これらを踏まえた防災教育が大切

であることを強く感じております。

　機械的な避難訓練や通り一遍の知識ではダ

メだということも分かりました。今後、町内

の学校におきましても、文部科学省や県教育

委員会からの指導や情報を得ながら、適切な

防災教育を計画的に実施してまいります。防

災教育の研修会や定期的な避難訓練、ときに

は地域を巻き込んだ訓練も必要かと思ってい

るところです。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　相当に熱心に取組

まれているようですけども、今回のこの東北

大震災の憂慮事例をとりますと、やはり防災

教育とは町ぐるみ、とにかく小さいときから

身体が反応するような形での訓練が大切であ

るというようなことがよく言われております。

大人だけが防災訓練をやっていてもダメなん

で、やはり幼稚園の子供から大人まで、とい

うことは、幼稚園の子供がいずれは大人にな



－ 56－

るということが言われております。そういう

ことで、やはり小学校の時からしっかりと進

めていただきたい。

　それから、やはり災害ということになると、

最近は地域によって災害の種類が違ってきて

おるような感じです。津波、あるいは原発、

地震、全然訓練が違ってくると思うんですが、

やはり地域にあった訓練の仕方、目的がある

と思うんですが、このあたりで教育長はどう

お考えでしょうか。お尋ねします。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　今ほどお話いただいた通

りであります。私たち学校現場では、これま

で火事に対する避難訓練、それから地震に対

する避難訓練、その他いろいろと不審者に対

する対応の仕方とか、そういうことは一応

やってきておりますけれども、なかなかマン

ネリ化というか、言葉は悪いですけれどもそ

ういうきらいもありました。地域にあった訓

練、そして現実を踏まえて、本当に一歩も二

歩も踏み込んだ形でどうするのかというよう

なあたりも、私たち研修会を開いて考えなが

ら効果のあるといいますか、地域にあった防

災教育を進めていきたいなというふうに思っ

ています。

○議長（坂井幸雄議員）　諏訪議員

○４番（諏訪良一議員）　中能登町に最も適

した、最もふさわしい形で訓練を進めていた

だきたい。防災教育を進めていただきたい。

このようにお願いして答弁を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、７番　甲部

昭夫議員

　　〔７番（甲部昭夫議員）登壇〕　

○７番（甲部昭夫議員）　私は、今回の質問

で、３つの点で質問をしたいと思います。

　今ほど、諏訪議員のお話を、質問を聞いて

おりましたら、少しやはり重複しているかな

というような点もございますが、そういう点

は一つよろしくお願いをいたします。

　まず、第一に、自治体間の相互交流につい

てお聞きをしたいと思います。

　昨年３月 11 日に発生しました東日本大震

災から１年が経過をいたしました。改めて自

然の脅威と悲惨な光景を目の当たりにいたし

まして大変驚いたわけでございます。被災者

には国内のみならず、海外からも義援金や義

援物資などが送られ、また、沢山のボラン

ティアの人々が今もなお活動を続けられてい

る状態であります。

　テレビや新聞などの報道では、絆という言

葉を数多く聞きますが、このような大惨事が

起きたときこそ、改めて人と人との絆が大事

であるということを実感いたしました。

　昨年の６月の定例会で作間議員も質問をさ

れておりますが、自治体の相互交流について

は、旧鹿島時代の鹿島町時代での鹿島サミッ

トのお話や、富山県大門町、現在の射水郡と

のスポーツ姉妹都市の提携のお話も聞いてお

りました。その時、杉本町長は、姉妹都市に

おいては、「ご縁のある自治体と積極的に進

めていきたい」というご返事をしておいでに

なったことも覚えております。私もその時の

やり取りを聞いていまして、「いい話だな」

というような実感を持っておりました。こう

いうことでもないと、なかなかそういう実感

というのはわかないものでありますが、その

時はそういうふうに感じておりました。

　中能登町は合併しましたが、人口は約２万

人弱で面積も小さく、いつ、どのような事故

が起きるか分かりません。また、普段から文

化、スポーツなど住民同士でいろいろな相互

交流ができる自治体同士の関係をいくつか築

き上げることが大切ではないかと、そういう

ふうに思っております。

　平成 20 年度の新年度予算を見ますと、姉

妹都市提携事業が新事業として盛り込まれて

おります。昨年の作間議員の一般質問からは、

既に９カ月が経っておりますが、住民の相互

交流も含めた姉妹都市の必要性と現在までの

取組み、経緯、また、今後の方向性や課題を
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踏まえて杉本町長に答弁を願いたいと思いま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　甲部議員の質問にお答えを

いたします。

　自治体間の相互交流については、昨年の６

月議会定例会において、作間議員からも一般

質問をいただいておりますが、現在のところ、

中能登町として姉妹都市の締結はいたしてお

りません。しかし、合併前には、今、お話も

ありましたように、旧鹿島町と旧大門町がス

ポーツ姉妹都市の提携をしており、平成７年

の阪神淡路大震災後、平成９年 10 月に、双

方いずれかの区域に災害が発生した場合、相

互に応援するための協定、いわゆる災害協定

の締結を行いました。

　この３月で、中能登町として８年目を迎え

たわけですが、姉妹都市についてもその必要

性について十分感じており、ご縁があって相

互の条件が整うのであれば、姉妹都市の締結

を前向きに目指していきたいと考えておりま

す。

　次に、現在までの取組み状況についての質

問であります。

　今まででも検討をしてきましたが、具体的

な候補地等は決定するには至っておりません。

しかしながら、阪神淡路大震災や能登半島沖

地震、そして昨年の東日本大地震を経験する

中で、例えば、普段はスポーツや文化等の人

的交流を図りつつ、いざ災害等が発生した場

合には、お互いに助け合うことができるよう

な自治体間の相互連携があれば大変心強くな

るのではないかと思います。その有効な手段

の一つとして、姉妹都市の必要性を痛感をし

ているところであります。

　その選定の考え方としては、今までに当町

へ視察等でお越しをいただいた町や、議会の

皆さんが行政視察に伺った町、そして私が町

長会の会長として東京へ出張した時などにお

話をさせていただいた町を候補地とするなど、

今後あらゆることを考慮して更に調査をして

いきたいと考えております。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　３月の 15 日に開

催をされました議会の予算審査特別委員会で

の質問でも、宮下議員から姉妹都市の提携は

どのような自治体、どこの自治体を考えてい

るのかという質問に対し、永源参事は、「で

きれば表日本の地域と行いたい」という答弁

をされました。

　平成 24 年度の予算では、総務管理維持費

で姉妹都市提携事業として 100 万円が計上

をされておりますが、提携の中身を確認する

というか、実行するためには、やはりその

100 万円というものを使っていくというこ

とになるわけですが、どのような形で模索を

していくのか、その辺がもう少し具体的に分

かったら質問をしたいと思いますので、具体

的な説明と、また年度内の実施における見通

しなど、よかったらお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　甲部議員の再質

問にお答えいたします。

　新年度に旅費で 100 万円を計上させてい

ただきました。交流の可能性のある町と話を

させていただき、相互に町を訪れて交流を図

り、姉妹都市締結を目指したいと考えており

ます。

　相手方につきましては、災害等の支援も考

えますと、当地域とは違った所で太平洋側の

町がよいのではないかというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　それでは、その

100 万円というお金に対しては、皆さん、

執行部の方がいいように検討して使っていた

だいて、そして実行ができるようにお願いを

したいと思います。
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　それでは、第２問目の質問に対してお答え

を願いたいと思います。庁舎の統合について

お聞きをいたします。これも先ほど諏訪議員

とちょっとかち合うとこがあると思いますが、

私は私なりに考えてきたことを質問したいと

思うのでよろしくお願いをいたします。

　平成 17 年の３月に中能登町が合併をして

８年目を迎え、今、大型事業が合併時の懸案

であった統合中学校の建設に着手し、現在工

事現場では、この間も私も見てきたんですが、

着々と工事が進んでおります。また、道の駅

も周辺整備も進んで、平成 25 年度春には統

合中学校、そして翌年 26 日には道の駅が完

成となります。このような大型事業を進めて

いる最中に、庁舎の統合の質問をすることは

誠に心苦しいのではありますが、しかし、町

当局としても近い将来、この問題にいやでも

取り組まなきゃならない重要な懸案であると

思います。

　現在、鳥屋庁舎、本庁舎、鹿島庁舎、鹿西

庁舎と分庁方式での日常の業務がなされてお

りますが、これに基づいて役場を利用される

町民も、時によっては一つの要件を済ますた

めには、例えば鹿島庁舎に行って、その一つ

の同じ要件であっても鳥屋に行かなきゃなら

ないと、鳥屋庁舎に行かなきゃならんという

ようなこともあり、大変不便であるというこ

とを聞きます。

　新年度である平成 24 年度の予算を確認

しましたら、鳥屋本庁舎では年間 2,114 万

4,000 円、鹿島庁舎では 1,048 万 7,000 円、

鹿西庁舎では 1,308 万 4,000 円、合計しま

すと 4,471 万 5,000 円の管理費が計上をさ

れております。そのほかに、町が管理をする

財政管理費もあるわけでございます。この点

が、今後重要なポイントになるものと思いま

すが、将来、この３庁舎を統合することで業

務の簡素化と管理経費の節減が図られ、町民

の方々の利用にとっても大変便利になること

は間違いないと思います。

　庁舎統合には、地域の皆さんや町当局、議

会の皆さんなど関係者の十分な議論と話し合

いをしなくてはならないことは必然でありま

すが、まずは庁舎を統合し１つにすることは

行財政のスリム化を図るうえで大変重要であ

ると思います。統合中学校や道の駅建設、ま

た、現在協議をされております鹿島地区統合

小学校の建設など、多額の大型事業をかかえ

る中、新たな新庁舎の建設は財政的にも困難

であり、現在の３庁舎のうち、どこかの庁舎

へ統合することが一番望ましいと考えます。

　そこで、統合庁舎をどこにするか、また、

統合により空いた庁舎の利用をどうするか、

というのが問題となります。町民の方々の中

には、それぞれ自分の思いを口にする方が沢

山おいでになります。いろんな提案もありま

すことは聞いております。お隣りの宝達志水

町では、旧志雄町役場庁舎を統合庁舎とし、

旧押水町役場庁舎を取り壊したと聞いており

ます。大型事業をかかえる今、このような質

問をしても明確な回答は大変難しいとは思い

ますが、町民の関心もあることと思いますの

で、答えられる範囲で結構でありますが、杉

本町長にこの問題についての考え方、方針を

お聞きしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　庁舎の経費につきましては、

担当課長より説明させますので、私からは、

庁舎の統合について答弁をいたします。

　今年３月、中能登町は合併から８年目を迎

えます。その間、最大の懸案事項でありまし

た統合中学校の開校が来年４月となりました。

また、道の駅も平成 26 年に開業を予定して

おります。ハード面の事業においては、一応

の目処がたった今、本庁舎の整備については

検討の時期にきていると考えております。

　平成 16 年７月に鹿南合併協議会で作成を

されました「中能登まちづくり計画」におき

ましては、「役場庁舎は当面３庁舎を分庁舎

として活用する。本庁舎の建設については、
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合併後、特別委員会を設置をし協議する」と

標記されております。

　平成 24 年度の予算においては、本庁舎整

備検討委員会の設置を指示をしたところであ

ります。委員会から答申で、本庁舎の整備を

進める結論が出た場合は、議員の皆様と協議

をし、本庁舎の整備を進めていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　庁舎の維持経

費について説明をいたします。22 年度決

算ベースで数字を申し上げます。鳥屋庁舎

で 1,401 万 8,211 円、鹿島庁舎で 1,167 万

1,765 円、鹿西庁舎で 1,009 万 644 円、合

わせて 3,578 万 620 円が庁舎の維持管理経

費となっております。その中で、光熱水費

が 1,092 万 4,456 円ということで、全体の

30.5％という数値になっております。その

ほかに３庁舎合わせまして、燃料費で 258

万 8,730 円、また、庁舎の清掃費で 302 万

6,099 円、空調設備の保守点検経費といたし

まして 235 万 950 円、電話機、清掃用具の

使用料、賃貸料で 301 万 7,069 円等となっ

ております。もし、庁舎が統合されれば、こ

れらの経費が大幅に削減できると、そういう

ふうに思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　今ほどの永源参事

の答弁でよく分かります。やっぱり３つのも

のが１つになるということは、金銭的、財源

的にも非常に安くなるのではないかと、そう

いうふうな期待は皆さんがしておいでになる

と思います。是非、そういうのになれるよう

な日がくるよう待っておりたいと思いますが、

今ほど杉本町長の答弁で、平成 24 年度の本

庁整備検討委員会というのは、いつ開かれる、

第１回がいつ開かれるのか分かりませんけれ

ども、この予定が分かる日があるのか、ない

のか、今、既に分かっておいでるのかどうか、

いつ頃計画しておいでるのかどうかというこ

とと、当然、合併特例債を利用した話であろ

うと思います。そこで、合併特例債ももう

10 年ということで期限があと何年と、３年

ですかね、３年残っているというようなこと

で、その範囲内の中にやはり実行をするとい

うふうに思うのですが、それは杉本町長、ど

のようなことになっておるか、またご返事の

方をお願いしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　本庁舎の整備検討委員会に

つきましては、この議会で出ております予算

を可決していただければすぐ立ち上げまして、

そして来年度、24 年度から 25 年度のはじ

めにはその委員会の答えをいただきたい。そ

して、それを議員の皆さん方とまたお話をさ

せていただきながら早急に決めていきたいと、

そう思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　それでは、これは

今からこんなことを言っとってもちょっと早

いんですけれども、前に、以前に私は庁舎関

係、学校関係の公的機関にある、合併したと

きの余ったというか、使いにならなかった備

品や部品等、物品等を競売にかけたらどうか

という質問をしたことがあるんですが、当然、

学校であろうと庁舎であろうと３つあるもの

が１つに将来なってくるということであれば、

余ってくる物品や備品があると思います。そ

ういうものに対しては、やはり前の質問の結

果は聞いておりませんけれども、あの時は考

えてみるというような町長の答弁でしたが、

やはりそれもその時点になったら実行してい

ただけるかどうかということだけお聞きして、

この質問を終わりたいと思うのですが、一つ

その辺で答弁をお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　統合いたしますと、当然い

ろいろな備品が出てまいります。それにつき
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ましては、どれが使えるのか、またどれがい

らないのかと精査をいたしまして、そして

余ったというか、いらなくなった備品につき

ましては、売れるのか、またもらってもらえ

るのか、そんな一つ一つ精査をしながら、こ

れから余った時点で考えてまいりたいと、そ

う思います。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　それでは、最後の

質問に入ります。行財政改革特別委員会の答

申についてということで、最後の質問をした

いと思います。

　２月の 27 日付けで議長より、議会行財政

改革特別委員会で審議されました答申書が町

長あてに提出をされております。答申の内容

については、出捐金、委託料、負担金、補助

金、交付金について委員会で審議検討を行っ

てしたところについて、提言及び各項目ごと

に付帯意見を付けて提出をされたものであり

ます。

　厳しい財政状況の中で、限られた財源をよ

り効果的、また効率的に利用していくために

も業務の見直しなどを行い、その中から財源

を確保していく必要があると思われます。　

　３月に、定例会での杉本町長の議案提出理

由の説明に、「職員各自が積極的に知恵を出

し合い、また、細部にわたり徹底した経費の

見直しを行い、将来にわたり継続可能な財源

運営に努めていく」との返答がありました。

将来的にも、税収が見込まれない状況の中に

おいて、交付税の削減も予想されております。

　先ほどの諏訪議員さんの答弁の中にも、町

の方で９億円も減ってくる時がくると、９億

円というか数十億円減るというような話もあ

りました。そういうようなことであると、将

来的にも税収が見込まれない状況になると、

そういうことは確実であります。議会の行政

改革特別委員会からの答申内容を踏まえて、

今後、どのような行政運営を行っていかれる

か、杉本町長にお聞きをしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　平成 24 年の２月 27 日付

けで議会の行財政改革特別委員会から審議経

過、検討経緯、提言内容、付帯意見について

報告をされました。答申につきましては、平

成 24 年度の予算においても反映をさせてい

ただいておりますし、今後も町制の執行に活

用したいと考えております。付帯意見につき

ましては、検討すべき内容については、早急

に取組むとともに、指示事項についても内容

を精査し、確実に一歩一歩実施をしていきた

いとそう思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　議会の行財政改

革特別委員会は、委員会の最終日に天平の

里、そしてゆうゆう、そして憩の浴場という

か、健康ハウス憩ですね、の３施設を視察に

行ってまいりました。その時には、現在の責

任者である皆さんとお会いして、いろいろな

有意義な話をお聞きしてまいりました。それ

で、施設での平成 22 年度の利用状況で、天

平の里が約３万人、ゆうゆうは１万 3,500

人、憩は５万 8,000 人という数字が確認さ

れております。10 万人ほどの報告を受けま

したが、合計で、運営面では約 4,000 万円

程度の赤字ということになっております。そ

うした中で、町当局としてもいろいろと改善

を図り、健康ハウス憩では、喫茶コーナーを

全てつばさの会に受け渡されたことで人件費

の削減を図っておられるなど、努力もされて

おいでることは分かっておりますが、杉本町

長は、以前議会に対し、３施設の町指定管理

者の導入も今後検討したいというふうに述べ

られたことを記憶しておりますが、今でもそ

の考えに変わりはないでしょうか。その辺を

お聞きしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　３施設につきましては、そ

れぞれの地域でそれぞれの方々に喜んで使っ

ていただいております。今、既にゆうゆうは
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社会福祉協議会に委託をしておりますし、天

平の里も委託をいたしております。憩につき

ましては、今、お話もありましたように、喫

茶の方をつばさにお願いをして、全て人から、

またいろいろ飲むもの、食べるもの全て委託

をいたしておりますし、今、憩につきまして

は、それだけではなしに、全面的に委託をす

ればどのようになるのか、町としてどれだけ

の差が出るのか。それは当然、今の使ってい

るサービスの質を落とさないということが前

提でありますけれども、早急に委託に対して

も結論を出していきたいと、そう思っており

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　甲部議員

○７番（甲部昭夫議員）　今、町長の答弁で

分かりました。できるだけ、ただ、やっぱり

一番気になるのは、人の数が、憩にしては年

間６万も入っておるというような実績もあり

ますし何ですが、もちろん天平の里、ゆうゆ

うと憩との性質というか、企画というか、そ

うしたものは違うことは分かっとるんですが、

例えばこんなことを言って何ですが、鳥屋ぐ

らいは１日平均が三十何人か 40 人と、ゆう

ゆうは。そういうような回答が出ております

ので、どういう期間でどのようにして人に来

ていただくか、そういうことも大事ではない

かと思いますので、その辺をまた考えていっ

ていただきたいなと、そう思います。これに

関しては答弁はいりません。

　今後、更なる中能登町の発展を図るべく、

杉本町長の政治手腕に期待をいたしまして、

明るい中能登町をつくっていただくよう努力

していただくことをお願いを申し上げて、今

度の議会での私の質問を終わりたいと思いま

す。どうもご静聴ありがとうございました。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで、11 時 30

分まで休憩をいたします。

午前 11時 20分　休憩

午前 11時 30分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　では、議会を再開

いたします。

　続いて、14番　作間七郎議員

　　〔14番（作間七郎議員）登壇〕　

○ 14 番（作間七郎議員）　私は今回、３点

について質問をさせていただきます。その前

に一言、言わさせていただきます。

　今年は、中能登の全小中学校８校で卒業式

で「仰げば尊し」が歌われました。これも教

育委員会のリーダーシップの賜物と思います

し、校長はじめ教職員の理解、納得、協力が

あって挙行されたものと思っております。そ

のことを各マスコミ、テレビが取り上げて報

道もしてくれました。某新聞社については、

第一面に分かりやすいところに、今度、中能

登で卒業式で「仰げば尊し」を歌うというこ

とも取り上げてくれました。そこで、私の意

味するのは、中能登町は「仰げば尊し」を復

活させるということで、県下でも賞賛されて

いると。全国でちょっと調べてもらったんで

すけれども、公立の小中学校でそれをしたの

はないんじゃないかと言われております。そ

ういうことで、私も孫が中学校と小学校にお

りますので、日頃は孫と歌を歌うそういう機

会はないし、私は演歌ですから孫とは全く合

いません。

　そういうことで、私も卒業式に出席をさせ

ていただいて、「仰げば尊し」を歌ったいい

機会であったなあと。私は、「仰げば尊し」

は、詞の中にも師の恩という言葉があります。

そこで、私なりに脳裏に焼き付いている恩師、

それから議会の、今まで議員として先輩方に

教わったこと、それから地域の先輩方に教

わったことを感謝しながら師の恩ということ

で歌わさせていただきました。

　そこで、教育委員会も、これからの中能登

の教育行政にいろいろな問題が山積しており

ます。地区へ出かけての説明会、また先生方

との話し合いもされていると思います。そう

いう時には、問題は説明、自分たちの思って
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いることを相手に伝えるときの説明の仕方、

相手が理解しているか、理解していないかと

いうことをよく見る。説得力も大事だと思い

ます。テレビを観ていると、昔の江戸時代に

は、「こういう紋が目に入らんか」と言うて、

「へえー」と言うていた時代があるんですね。

今の平成の時代はそんなことはないんですね。

説明会に行ったら相手の言うこともよく聞く

耳を持つ。自分たちが一方的に押しつけるん

でなしにということでね、よく耳にする。特

に、濱田教育委員長、池島教育長、先生方は

どうも地区へ出かけると上目線でものを言う

とるという感想を受けられていますので、こ

れからそういう行政のことでいろいろ出かけ

るときには、そういうことを十分注意をされ

て、町の教育行政について一生懸命に取組ん

でいただきたいと、まず、要望しておきます。

　それでは、私の一般質問の通告により、第

１番目の小中学校の教育活動の充実と教職員

の向上について。

　まず１点目の、その中の１点目、学力テス

トの結果ということで、本来ならば４月に実

施される予定であったのが、3.11 東日本大

震災のために９月に学力テストが実施されて

おります。そこで、その中で中能登の小学校

６年生と中学３年生が行われておるね。そこ

で、中能登の成績の結果はどうであったのか

と。　

　２点目は、新中学校の教育方針ということ

で、今現在、夢プロジェクトということで実

行委員会で、濱田教育長が委員長となって、

３本柱ということで勉強、学力向上というこ

とね。それから生徒会活動、部活について取

組みをされておるのは分かっておりますが、

来年の開校にあたり、健全な生徒の育成のた

めにどのような方策を考えておられるのかを

まずお伺いします。

　それから３点目は、小中学校の教員の資質

の向上についてということで、児童生徒が健

やかに成長し、学力、体力、道徳力をきっち

りつけられるかどうかは教員の力量と質に大

きく関わっていると思われますので、先生方

の質力向上の方策をどのように考えているの

か、この３点について答弁を伺います。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　今ほど、小中学校の教育

活動に関わって３点のご質問をいただきまし

た。

　まず１点目、学力テストの結果についてで

す。学力テストは国と県、更に私たちの町で

は、町独自のものも行っております。国や県

が実施する学力テストは、結果として町以外

の学校の個々のデータとか市や町単位の平均

点といったものは公表されません。従いまし

て、私たちは国の平均点とか県の平均点と比

べることしかできない状況であります。一番

知りたいなと思います私たちの町内の学校が

県内のどのあたりにいるのかとか、私たちの

町全体は県内のほかの町と比べてどうなのか

ということも具体的には私たちは分かりませ

ん。そういうことですけれども、平成 23 年

度のテストの結果について概略をお答えをい

たします。

　小学校６年生は、算数の基礎の方の問題と、

あと、社会と理科で県平均を大幅に上回りま

した。その他の教科については、県平均とほ

とんど同じでありました。また、４年生です。

４年生は県のテストしか受けておりません。

国語と算数ですけれども、これもいずれも県

平均を大幅に上回っております。

　一方、中学校３年生につきましては、５教

科とも県平均とほとんど同じでありました。

これらについて、決して悪くはありませんけ

れども、満足するものでもありません。教育

熱心な町にふさわしく、学力のトップを歩む

学校を目指して、その実現に向け全力を注い

でまいりたいというように思っています。そ

れが夢プロジェクトの目指すところでもあり

ます。町内の学校がお互いに競い合えるよう

にということで、町独自のテストも年２回実
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施しております。先生方の授業力の向上とあ

わせて家庭学習の習慣化にも本格的に取組ん

でいるところです。

　次２番目、新中学校の教育方針についてで

す。学校教育の基本となります目標は、どの

学校にも共通して言えるわけですけれども、

優れた知性と豊かな人間性、そして健やかで

たくましい身体、この３つのバランスのとれ

た人間形成であると思います。そのうえに

たって、中能登町では、ふるさとに愛着と誇

りを持ち、将来を夢みて未来を切り開く子供

の育成を目指しておるところであります。

　平成 25 年春に開校いたします統合中学校

が、今ほど申し上げました基本の目標に向

かって、開校当時から力強く前進できるため

に、という思いで、今の間にその基盤となる、

土台となるものをしっかりとさせておきたい

というようなことで、夢プロジェクト事業は

まさにその思いで現在、取組んでいるところ

です。

　中学校生活にとりまして、一番の花形で、

しかも一番の頑張りどころであるのは、先ほ

どお話いただいたように、勉強と生徒会活動

と、そして部活動の３本柱だと思います。新

しい中学校がこの期待どおりに立派な成果を

挙げることができるように、そういう勢いの

ある学校、優秀な学校、県下に名高い新しい

中学校の誕生を目指して、今、取組みを進め

ている真っ最中であるというように思います。

　次に、最後３つ目です。教員の資質向上に

ついてです。児童生徒の教育に携わる学校の

先生は、常に研修に励み、指導力の向上に努

めて魅力ある授業や豊かな学習活動ができる

ように努力を続けなければなりません。子供

たちは正直です。教材の研究が不十分であっ

たり、準備や工夫が足りず魅力のない授業で

は、子供たちの目の輝きや集中力もなくなっ

てしまいます。ひいては、先生への信頼感の

低下にもつながりますし、また、学力調査の

結果にも表れてまいります。研修を重ねて、

子供の心をつかんで、授業の腕を磨くこと。

そして子供や保護者の信頼を得ることは先生

にとって命でもあります。

　各学校では、年に２回の指導主事の計画訪

問、更に各学校が独自で行います要請訪問と

いうものを何度も実施して授業の研究、課題

の研究に真剣に取組んでおりますし、また、

各種の研修会、あるいは研究発表会にも可能

な限り参加をして研修を重ねております。

　私たちの町におきましても、小中８校中、

７校までが文部科学省や石川県の教育委員会

から研究指定を受けまして、研究実践に取組

み発表会を立派に開催してまいりました。Ｐ

ＴＡの皆さん方にも当日多数参加をしていた

だきました。こういった取組みも全て学校の

先生方の力を高めて子供たちの教育活動を充

実させる大切なものであると思います。

　新年度は、児童生徒の学力向上に加えまし

て、若手の先生や、やる気のある先生の更な

る成長を目指して、町独自の取組みを始めた

いというように思っています。うちの町には

経験豊富で実践力のある素晴らしい先生が

いっぱい退職されておられます。そういった

先生に専属講師として、具体的な名前です

けれども「元気はつらつ中能登教育サポー

ター」ということでお願いをしました。教師

としての心構えや子供への接し方、学級づく

り、授業の進め方など、豊かで効果的な教育

活動を行うためのノウハウを伝授していただ

くことにいたしました。一段とレベルアップ

が図られるものでないかなというように期待

をしております。以上です。よろしくお願い

します。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　今、学力テスト

の結果については、池島教育長はそういう

データというものはないんだということで、

私のところへはまたいろいろな情報が入って

きておりますけれども、その辺の見解は違い

ますけれども、池島教育長は、先ほどいいも
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のもあったけれども、あとは大体平均点だと

いうことで言われましたので、私は個々の学

校のことについては一切言いませんから、中

能登町の池島教育長として、それで学力テス

トの結果を満足しておられるのか、おられな

いのかについてもう一回尋ねます。

　それから、新中学校の教育方針について私

も同感ですが、そのとおり一生懸命にやって

もらいたいと思います。

　それから、先生の指導力の向上の方策につ

いてということでいろいろ言われましたけれ

ども、中能登はサポーター制をすると。サ

ポーターというのは普通、補助員みたいげん

ね。隣りの七尾市では、これは自治体によっ

て違うんですけれど、コンサルタントと先

生の相談役というのを委嘱されとるわいね。

どっちがいいのか分かりませんけども、そう

いう経験豊富な先生方に知恵をかりると。先

生も生身の身体ですから、それから若い人か

らベテランの人、そこで体力の弱って今の勉

強についていかれないということではないん

ですけども、知識や教養は十分あるげんけど

も、その教え方について、保育園でも「古い

先生もうダメなんで若いもんの教育と教え方

ちごげん」ということをよう聞くわいね。学

校も当然そういうことあると思います。そこ

で、先生の悩みもあると思いますし、いろい

ろなことを先生の、子供も大事やけども先生

が教える知識や教養を自分が持っておっても

ダメなんですよね。教える指導力が欠けとっ

たらダメだと私は思います。よく、「あの学

校へあの先生来たら学業の成績も上がったし、

部活もきっつなった」と。「あの先生おらん

がなったら部活も勉強も下がった」という言

葉をよく耳にします。そういうことで、先生

がいくら自分が知識や教養があってもダメな

んですね。教え方、指導力が問われると思い

ます。そこで、サポーター制で今年は取組み

たいという池島教育長ですけれども、もう少

し突っ込んだ、先生のレベルを上げるために、

何でかというたら、今、町長も「石川県一の

立派な学校を建てたいんだ」ということで、

更にまた建設されとるわいね。立派なものが

できると思います。昔の諺で、「仏はつくっ

て魂を入れず」という言葉がありますね。い

くら立派な学校をつくっても、子供たちがき

て、魂を入れるのは学校の先生だと思います。

その先生が魂の入れ方が下手やったら、先ほ

ど新中学校の教育方針に池島教育長の言われ

たことが空念仏になってしまう可能性がある

と私は思いますので、その点について、１題

目の学力テストの、うちの町の教育委員会で

思とったより実際どうだっのか、もう少し

突っ込んで言ってほしいと思いますし、３番

目の先生の指導力向上の、今、いろんな研修

会なんだかんだ言われていますけれども、も

う少し具体的に、サポーター制でやりたいと

いうことを言われたんですけれども、新聞か

らいくと石川県教育でも先生の教育先進県で

教育の質をはじめ教育を高めるために「仮称

いしかわ師範塾」というのを設けてんね。先

生の質を高めるんだと県も予算をうっとるん

ですね。うちはまだこれは予算化されてない、

池島教育長のただ自分がこういう思いでやり

たいということで、例えばサポーターに来て

もらってもその手当も何もしてないと思いま

すよ。そういう点で、１題目の学力テストの

教育委員会が思とったより良かったのか悪

かったのか。それから、３題目の指導力向上

の方策についてもう少し、先ほど言った私の

ことを聞いて、何か思いがあったら答弁して

ください。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　県、国、そして町の学力

テストをやっております。その結果について

のもっと具体的なというように質問をされま

した。私たち、この鹿南地区というのは、伝

統的に非常に教育熱心で、学校も力いっぱい

頑張ってきました。10 年前、20 年前、もっ

と前ということになりますと、県下にトップ
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になるようなことも度々ありました。そうい

うことを考えますと、現在は決して悪くはな

いんですけれど、平均、そしてそれを超えて

いるものもいくつかある、沢山あるというわ

けですけれども、言葉はどうかは分からんわ

けですけれども、県のトップレベルを目指し

ている統合中学校の開校に向けて「よし、昔

の力をもう一度」という、そういう思いから

しますと、まだまだ足りない状況かなという

ように思います。最後の１年です。少なくと

も町の統合中学校が完成するときには、うち

の町は従来の力を復活できたよという、そう

いう状況になるように頑張っていきたいなと

いうように思います。

　それから、子供たちへの指導にあたる先生

方の指導力がそれこそ大事なんだ。もちろん

そうであります。おっしゃるとおりであり

ます。私たちも先ほどお話しましたけれど

も、若い先生、それからもっともっとやる気

があって力をつけたいなと思われる先生、そ

の先生方を中心にして教育委員会の指導主事

の指導とは別時点、もっと気らくにリラック

スして、そして自分の指導力を振り返ったり

力をつけるという、そういう場を是非、設定

したいという希望だけではありません。元気

はつらつ中能登教育サポーターという件につ

きましては、具体的に４月から始めることに

しております。予算については補正、その他

で対応をお願いすることになるかもわかりま

せん。正式にスタートをさせていきたいなと。

本当に若い先生方も昔一生懸命に頑張って立

派な先生でも、研修を怠りますと、先ほどと

同じ昔の指導法が今は使えない、変わってき

ているということも沢山あります。そういう

意味でありまして、「よし、この際力をつけ

て」と言われる人、自由にその先生と相談で

きるような、そういう体制をとっていきたい

というように思っているところです。以上で

す。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　池島教育長、こ

んな子供のためなら予算はどうのこうのと遠

慮せんと、いくらでも私らは応援して町長に

予算をつけてと。議会としてもちゃんと言い

ますから、池島教育長、子供に金にはいとめ

はつけんという言葉あるさかい、自信持って、

今、予算はついとらんけども補正でつけさせ

てくれというてきちっと言えれるような池島

教育長になって私はもらいたいと思います。

　それから、中能登町に、聞くと 119 名の

教職員がおるげんね。全小中学校８校の中で

ね。やっぱりその人たちの全てのレベルが上

がるように、なお一層取組んでもらいたいと

思いますし。そこで、大阪府、大阪市で盛ん

に問題になっている国歌、歌やね。国歌国旗

の制定は平成 11 年６月 11 日国で制定され

とるわいね。ところが大阪では盛んに君が代

を歌わない先生がおると。歌わないで口ぱく

とかいろんな先生がおると。中能登町の先生

は優秀ですから、そういう先生はいないんで

すね。その辺の掌握はどうされていますか。

先生の質の問題にも関わってくるので、そう

いう先生はおるのか、おらんのか。教育長は

その辺の掌握をどうしておるのかということ。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　町内の学校の先生には、

そういう国歌、国旗に対して期待どおりの行

動をしない先生は一人もおりません。全員そ

ういう心配はありません。一人一人調べるま

でもありません。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　池島教育長に私

は反論するんではないんですけれども、今年、

立志式があったそうですね。その中に先生は

口を開けていない先生がいたということを耳

にしたもんで、池島教育長は中能登の教職員

は国歌、君が代というたら全部歌っとるのか、

その辺の認識をされているのかということで

私は確認したら、池島教育長は中能登の小中

学校の先生方はそんなのはおらんということ
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であったんですけれども、私の耳にしたのと

ちょっこりずれあるもんで、その辺をきちっ

と掌握しとるのかなあと。その辺をまたね、

教える先生が国に決まったことをやっぱり私

は守ってほしいんですね。先生が何も歌っと

らんがにおらちに何でも注意すると言うても

子供は聞かんことになると思いますので、国

に決められたことはやっぱり教職についたら

守るものはきちっと守って、一番先に国歌斉

唱となりますから、歌を歌うときにはやっぱ

り、私もこの間の卒業式に行ってこうして見

とると距離が離れとって先生が歌とるか歌と

らんか確認できなんだもんで、その話はある

ところに話題にしとったら、立志式で歌わな

かった先生がいたということを耳にしたもん

で、池島教育長もその点をどこまでつかんで

おいでるのかなあということで、それから池

島教育長、それから濱田委員長もおいでます

けれども、デスクに座っとるのもいいんです

けれども、やっぱり現場を抜き打ちにちょこ

ちょこと回る方が先生方も緊張されていい中

能登町の教育の充実につながると思いますの

で、その点もまた頭に入れて、いついっか行

くでなしに、抜き打ちでいいんです、抜き打

ちで。ちょこちょこと行ってくればいいんで

すから、そういうことも心掛けてこれから

やっていただきたいと思います。

　議長、２問目に入ってもいいですか。もう

お昼ですが。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員さん、質

問の途中であるんですけど、昼食のため昼か

らまたお願いできませんか。それで休憩させ

てもらいます。

　質問の途中ですが、ここで昼食のため 13

時 30 分まで休憩いたします。よろしくお願

いいたします。

午後０時 00分　休憩

午後１時 30分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　午後からの会議を

再開します。14 番　作間議員の質問の続き

より始めます。

　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　２点目の道路網

の整備計画についてをお尋ねをいたします。

　２月 29 日に中能登町道路網整備計画更新

検討委員会が開催されたと報じられた。新聞

によると、平成 19 年作成の 15 路線の整備

計画を見直したとのこと。それはどの路線な

のか。短期、中・長期と分けて路線名を決め

られたということを聞いておりますので、そ

の 15路線についての説明を願います。

　また、その検討委員会のメンバー、メン

バーは個人名はいいです。所属団体だけを

言ってください。このことについて答弁をお

願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　作間議員の「道路網整備計

画」についての質問にお答えをいたします。

　中能登町道路網整備計画は、平成 18 年に

策定をし、中能登町における道路状況、公共

施設の立地状況、将来的な町の姿を勘案して、

地区の集落道路、連絡道路など、目的に応じ

た道路を総合的に位置づける道路網計画を明

らかにするとともに、計画をされた道路網の

整備、管理の基本方針を示したものでありま

す。

　しかし、策定後、５年の月日が経過したこ

とや、統合中学校整備など公共施設の新規事

業等、町内における土地利用形態の変化によ

る住民の多様なニーズへの対応など、質の高

い道路サービスを提供するため、将来を見据

えた道路網整備計画の見直しを行いたいと考

えております。

　ご質問の整備路線につきましては、主に一

般県道や主要な町道である幹線道路７路線と、

国道や県道と集落、公共施設を連絡する補助

的な町道である補助幹線道路８路線を整備計

画検討路線としております。また、先ほど申

しましたように、将来を見据えた道路網整備
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として、新たな道路についても検討する必要

があると考えております。

　なお、詳細な整備検討路線につきましては、

後ほど土木建設課長から説明をさせますので

よろしくお願いをいたします。

　次に、検討委員会の構成についてお答えを

いたします。

　町の区長会、町の商工会、町の女性協議会、

町の教育委員会からそれぞれ代表の方、そし

て有識者として石川県中能登土木総合事務所

　道路建設課長、七尾警察署交通課長、行政

からは副町長の７名で構成をしております。

以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

　　〔高橋孝雄土木建設課長登壇〕　

○高橋孝雄土木建設課長　それでは、詳細な

整備対象路線につきましてお答えをいたしま

す。

　まず、幹線道路の７路線についてでありま

すが、１つ目の路線は、一般県道函屋・酒井

線で、主要地方道七尾・羽咋線の金丸地内か

ら志賀町の上棚地内に至る路線であります。

　２つ目の路線は、主要地方道七尾・羽咋線、

新庄地内の宮崎鮮店から今羽坂を通りまして、

二級河川二宮川、旧石塚川を渡り、坪川地内

を経て久乃木地内の国道 159 号に至る路線

であります。

　３つ目の路線は、国道 159 号、久乃木地

内の丸井織物、羽咋側交差点から一般県道七

尾・鹿島・羽咋線を連絡する路線であります。

　４つ目の路線は、主要地方道七尾・羽咋線、

末坂地内、鳥屋庁舎横、梅の里公園の交差点

から黒氏新町地内、ＪＲ七尾線・貝殻塚踏み

切りを経て長曽川を渡り、一般県道の良川磯

辺線、最勝講地内に至る路線であります。

　５つ目の路線は、主要地方道七尾・羽咋線、

西馬場交差点から長曽川を渡り、東馬場、最

勝講地区を経て、井田地内のフローリア美翔

付近交差点の国道 159 号に至る路線であり

ます。

　６つ目の路線は、一般県道良川磯辺線で、

国道 159 号、井田地内のフローリア美翔付

近交差点から小竹地内を経て、一般県道七

尾・鹿島・羽咋線に至る路線であります。

　７つ目の路線は、同じく一般県道良川磯辺

線で、一般県道七尾・鹿島・羽咋線の小竹地

内から富山県氷見市磯辺地内に至る路線であ

ります。

　以上が幹線道路の７路線であります。

　続きまして、補助幹線道路８路線でありま

すが、１つ目の路線は、主要地方道七尾・羽

咋線、廿九日地内から川田地内の古墳公園と

りや付近を通り、川田地内を経て、大槻地内

の主要地方道氷見・田鶴浜線に至る路線であ

ります。

　２つ目の路線は、主要地方道七尾・羽咋線、

在江地内の旧ナイトハウス付近から廃川とな

りました石塚川を利用し、ＪＲの武部踏み切

り付近に至る路線であります。

　３つ目の路線は、末坂地内、鳥屋庁舎前交

差点から主要地方道氷見・田鶴浜線を横断し、

二級河川二宮川、ＪＲ七尾線を越え、武部地

内の国道 159 号に至る路線であります。

　４つ目の路線は、主要地方道七尾・羽咋線、

一青地内サークルＫ付近交差点から一青踊り

場、マルヒ運送の横を通り、ＪＲ七尾線を横

断し、また黒氏集会所を右折し、旧主要地方

道氷見・田鶴浜線に至る路線であります。

　５つ目の路線は、東馬場集会所付近の交差

点から、万五郎池付近を通り、長曽川を渡り、

能登部上地内、デイサービスセンターひまわ

り付近交差点の主要地方道七尾・羽咋線に至

る路線であります。

　６つ目の路線は、国道 159 号、小竹地内、

つくし保育園付近交差点から、鹿島中部ク

リーンセンターを通り、若草団地を経て徳丸

地内の一般県道久江・鹿西線に至る路線であ

ります。

　７つ目の路線は、国道 159 号、久江地内

から一般県道鹿西・氷見線を経て長曽川を渡
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り、カルチャーセンター飛翔、ＪＲ七尾線を

横断し、能登部下地内の新鮮館付近の主要地

方道七尾・羽咋線に至る路線であります。

　８つ目の路線は、主要地方道七尾・羽咋線、

金丸地内、泉モータース付近交差点から、Ｊ

Ｒ七尾線を横断し、二級河川長曽川、久江川

を渡り、曽祢地内の国道 159 号を経て、高

畠地内の一般県道七尾・鹿島・羽咋線に至る

路線であります。

　以上の８路線が、補助幹線の路線であり、

幹線道路の７路線とあわせた 15 路線を検討

の対象としております。

　なお、短期、中期、長期の使い分けにつき

ましては、再度委員会を開催いたしまして検

討したいというふうに考えております。よろ

しくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14番（作間七郎議員）　今、課長から幹線、

補助幹線と７つ、８つの路線を言われました

けれども、私は地図も持っておりませんので、

今、その 15 路線については聞いたんですけ

れども、委員会なり全協で、図面でその決め

た幹線についてもう一度説明をしていただき

たいということを要望しておきます。

　それと、15 路線の中に、来春、中学校が

開校されますね。その時に、東馬場の水白か

ら平和堂から来ると五差路ぐらいになっとる

わいね。私も毎日あそこを通るんですけれど

も、私だけでなしに、みんなあそこに止まっ

て確認したりしていろいろするのに大変危険

な場所だと。七尾署のあそこはドル箱だそう

です。一旦停止をしないということでじゃん

じゃんみんな切符を切られているそうでござ

います。そこで、あの路線が大変、これから

子供たちもあそこの道を必ず通ると思います。

早急にあそこを、路線の中でいの一番に、開

校までに何か五差路ぐらいになっとらんを四

差路の交差点ぐらいに、どれか一本を止めて、

ああいうややこしいがでなしに、スムーズに

車も人も通れるように、早急に私はしてもら

いたいういう思いで、路線はどこだというこ

とを聞いたので、その点、いの一番にそこを

何か検討して、来春の中学校の開校までに何

かする考えを持っとるか、持っとらんか。そ

れ、町長か課長、どっちか答弁してください。

　それと、検討委員会のメンバーは、今、構

成のメンバーは聞いたんですけれども、区長

会へも１名なのか３名なのか、区長会につい

てですよ。それから、商工会とかいろいろの

団体名を言われましたけれども、まだまだ私

はその道路に詳しい方々が町内においでるの

かと思うんですよ、構成メンバーの中にね。

例えば、駐在所は詳しいわいね。それから消

防署の職員もしょっちゅう救急車から消防か

ら走っておりますから、道路網については詳

しいと思うんです。そういう人も、今、決め

られた人はそれでいいんですけれども、その

ほかにまだまだ道路に詳しい人も私はおいで

ると思うんで、そういう人を追加する考えは

あるか、ないかということ。その２点につい

て。

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　作間議員の再質問

にお答えをしたいと思います。

　ご指摘のありました交差点、中能登消防署

前の五叉路の交差点だろうと考えております。

この交差点につきましては、これまでも人身

事故、それから物損事故、数多く発生をして

おります。事故を防止するには、信号制御に

よる方法が一つ。それから議員おっしゃった

とおり、一つの路線を止めて四差路にすると

いう提案、それが最善の策というふうに思っ

ております。今後、警察、それから関係地区

の方と相談させていただいて、検討していき

たいというふうに思っております。

　それから、２点目の検討委員会の構成メン

バーについてであります。区長会につきまし

ては、代表の方お一人ということでお願いを

しております。提案のありました消防署、そ

れから駐在所については、また執行部と相談
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して判断したいというふうに思っております

ので、よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　構成メンバーの

中に一つ言い忘れたんですが、交通防犯推進

隊という組織がありますね。その人らも検討

の中に一つ入れていただきたいと思いますし、

それから、課長もよくあの辺の地理は詳しい

から、詳しく説明をされましたけども、検討

をするのもいつ検討をするかということ。私

は心配なのは来春から中学校が開校いたしま

すから、それまでに検討し、きちっと信号機

をつくのか、一車線を止めるのか、そのこと

でも来年の春までに、開校までに間に合うよ

うにきちっと検討と実施をしていただきたい

と思いますので。

　次に、３点目のレクトピアパークについて、

整備について、これは昨年の６月にも私は旧

の鹿島町時代にレクトピアパークということ

で、あそこにイベントとかいろいろのことで

使うために鹿島町で造ったレクトピアパーク

でございますので、近年見とると、あそこに

町のイベントもあそこに固定化されとると。

そういうことで、多目的に利用するために改

良できないかということで私は昨年の６月に

質問しております。そこで、私のその時の質

問した議事録を見てきましたら、町長はそ

の時に、「有権者やまた関係者とレクトピア

パークの利活用について提言のあったことを

踏まえまして、協議をしてまいりたいと思っ

ております。あの全体を今一度皆さんの意見

を聞きながら、積極的にどうすればいいかと

いうことを検討してまいりたいと思います」

という、私の答弁をされております。そこで、

有識者や関係者というのはどういう方と会合

をされたのか。何回会合されたのか、まずそ

の点を答弁ください。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　レクトピアパーク整備につ

きましてのご質問でございますが、昨年の６

月定例会においても議員より質問がありまし

たが、主に子供たちがサッカーなどに利用可

能な多目的広場への整備についてであったと

思っております。その後、地域の小学生サッ

カークラブの代表者や保護者の方に見解をお

伺いをいたしました。いずれのクラブも現在

の練習環境で十分対応できるとのことであり

ました。加えて、今後、統合中学校開校、鹿

島地区の小学校統合後の施設利用も想定をし

ているとのことでした。

　多目的広場の整備につきましては、公園全

体の憩いの場としてのバランスに加え、先ほ

ど触れました統合中学校等完成後における施

設利用、更には維持管理費用も考慮すると、

レクトピアパーク内での整備は今のところ困

難であると考えております。

　今後は、町全体の施設利用も踏まえた中で

の検討を深めたうえで、町の中心部に位置す

るレクトピアパークの利活用について現在あ

る施設を活かし、多くの町民の方に訪れてい

ただける施設になるよう、更なる検討を重ね

ていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　町長は長々と言

われて、私は有識者と会合をすると言われて、

有識者は誰かと、関係者は誰かと、何回会合

したか、その答弁だけでいいんですよ。今、

町長の言われたのは全体的なことを言われと

るんですね。私はその中にサッカー場と言う

たことは一つもありませんよ。サッカーの子

供はこんだけおる、野球教室はこんだけおる

と数字をあげたけども、私は６月にサッカー

場にせいと言うたことはありませんよ。多目

的に利用するための整備をせんかと言うたけ

ど、町長はあれはサッカー場と解釈されたけ

ど、私はサッカー場のサの字も言うとりませ

んよ。サッカーをしとる子供たちの人数は

こうだと、野球しとる子たちはこんだけだ

と、そこでいろいろと多目的に利用するため
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に平らに整備されれば、広い面積になるとい

うことで、あそこに花菖蒲園もありますけれ

ども、ほったらかしでないかと。そういう意

味で再整備をして、多目的に利用される。私

は多目的ですからサッカー場とは言うており

ませんよ。その辺をとり違えないでください

よ。だから、そこでもうサッカー場と言うた

というような答弁をされてましたけど、私は

サッカー場のさの字も言うてませんよ。多目

的に利用する場所にできないかということで

検討をしてくださいと。それから今聞いとる

と、要するに町長、そうすると有識者という

ことは誰も会合をしなんだということや。関

係者とは、サッカーをしとる子供会の関係者

に、２、３人に適当に話を聞いたということ

やね。

　それからここに、あの全体を一度皆さんの

意見を聞きながら積極的にどうすればいいか

と、皆さんということは我々議会にも相談は

私はあるものと思っとたんですよね。それも

ないということで、町長は有識者と。有識者

というのはどの方を有識者と町長は判断をさ

れて会合をされるのかなあと思とったら、今

聞いとるとサッカーを教えとる子供たちの代

表者の何人かに話を聞いたらということで今

言われましたけれども、私は多目的に利用さ

れればと。だから先ほどから言うとる町のイ

ベントもどうもあそこに固定化されとると、

これから誰見ても、旧の鹿島の時はあんで十

分だったんですよ。今、中能登になって何回

かしとるけど、みんな「狭い、狭い」と言う

とるがいね。

　ところが、あの池の花菖蒲園の後ろ、普通

の人はなかなか行かれないんですよね。山を

かざったらあの奥を知らない人はいっぱいお

るんですよね。だからあの辺を整備して、多

目的に利用されるがに検討をしてもらえん

かということで、昨年の６月言ったら、町

長、私さっき町長の答弁の関係、有識者やま

た関係者と協議をすると。そしてまた皆さん

方にも相談すると言われたもんで、議会には

一切相談はありませんし、町長は関係者と有

識者というのはどんな有識者で関係者は誰か

と、関係者はサッカーの教えとる子供たちの

関係者ということで分かったんですけれども、

正式にそういう会合を開いていないんですね。

私は何回ほど開いたということを聞きたいん

です。それ、答弁してください。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

　　〔平岡　保生涯学習課長登壇〕　

○平岡　保生涯学習課長　昨年のですね、作

間議員さんの一般質問のときに、サッカーの

ジュニアのクラブ員の人数等もお話されまし

た。そういうことで、多目的に利用するとい

うお話もありましたので、サッカーの、鹿西

サッカーと鹿島の方のサッカー、２つのクラ

ブチームがあるんですけれども、そこの代表

の方とお話しまして、現状の練習をしておる

ところでどういうような状況なのか確認とい

う意味でお話に行ってまいりました。

　それで、鹿西サッカーにつきましては、

アッピー広場の方で毎週練習していますし、

鹿島ＦＣにつきましては、主に越路小学校グ

ラウンドを利用されていることでお話されて

いました。そういうことで、今、お話に出て

いますレクトピアパークの多目的広場を、今、

サッカーにするとかとそういう話はまだ別の

問題として、練習的には現在ある場所で対応

できると。今後、空き施設もでてくるので、

そういうことも含めて今後、また話をしたい

ということでおっしゃっておいでました。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　そうすると、平

岡生涯学習課長は、子供会とかそういう関係

で関係者に聞いたと。ここの管轄をしておる

のはどこの課ですか。あなたの課でないで

しょう。レクトピアパークの管理は。総務課

でないんですか、これは。それにあなたは、

町長に指示されて関係者と会ってきたという

ことやね。そしたら町長、有識者というのは
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何回か寄せて会合したんですか。あの整備す

る全体のことを検討を、有識者で検討をする

ということで私に答弁されとるんですよ。こ

こに言っとることは、話し合いしたというこ

とはみんな聞いとるんですよ。そうすると、

今高橋課長が、サッカーの世話をしとる方の

関係者のとこへ行って聞いてきたら、「別に

それせんでも、今のとこで利用するさかい何

も言いわ」と言うとると。そのことで町長が

今後もいろいろ検討せんならんこともあるけ

ど、今のところこの現状ということを言われ

たがいね。ほんなら、私はこの間行ってきた

んですよね。６月に水路にしても何にしても、

去年のそのままの水路においてあるんですよ

ね。一切去年の６月から一切さわってないん

ですよね。なんもほったらかしねん。花菖蒲

の池もほったらかしや。あのまま残すんだっ

たら、残すようにきちっとやってもらいたい

し、私は町に、あなた方にも相談をしたいと

いうことがあったもんで、相談されるんだっ

たら、あのフラットにするときには、あの池

をつくったとき、鹿島のときは大変な石で金

を使っとるげん、石に。あの石をフラットに

するのであれば、例えば、今中学校を建設し

とる、道の駅を建設しとると、そういう時に

再利用もできるということを提言しようと思

とったんやけども、一切そういう相談がかか

らん。聞いとると有識者会合もやっていない

ということや。担当の生涯学習の課長にその

関係者にあたってこいということや。それで

聞いたら私らは別にそこにサッカー場をつ

くっても今までので対応すると。今後、統合

小学校なりいろいろとできたら空く所がいっ

ぱいあると。そういうことで現状はこのまま

おくということやと思うんですけども、おく

ならおくなりにきちっと整備してください。

　今年の当初予算に、レクトピアパークに

150 万円の予算がついております。それは

どうも聞いとると、まぼろし城、あそこに子

供たちの遊技場あるね。あそこを整備するた

めの 150 万円ということを聞いとるんです

けども、町長、その辺、もう一度多目的に、

私はイベントはあそこでは狭いと思とるんで

すよ。露天商とかいろいろ商売するのであの

道路にダーッと並ぶわいね。あそこ多目的に

整備して平らにしてしまえば、中にみんなで

きるげん、と思うんですよ。そういう意味で

私は多目的にという思いで６月も言った思い

もあるし、今もそういう思いもあると。それ

に対して町長は、有識者や関係者と利活用に

あたって協議してまいりたい。それから、全

体を皆さん方と相談したいと、そういう約束

しとるんですよね。約束したからには町長、

守らんと。嘘ついた町長になりますよ。あの

町長は正直な町長や、やっぱり本会議場で約

束したことはちゃんと議会とも相談しとると

いう。そうせな我々はこれから一般質問して

も、やり取りしても、そん時だけの対応じゃ

ダメなんですよね。私たちは答弁もらったら

それに基づいてあの時町長はどう言うた、ど

の課長がどういう事言うたかを議事録を見て、

精査して、実現せんことについてはもう一遍

聞こうということで再質問しますので、もう

一度その点、町長。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　今、作間議員の言われると

おりでありまして、昨年の６月に質問をいた

だきました。そういう中で、今、お話があっ

たように、サッカーに聞いたことは事実であ

ります。それと同時に、私もあそこは大変、

中心であって大事な公園だと思っております

し、今、そういう中での中学校の開校、それ

に伴うみどりの広場、野球場、そしていろい

ろな方で使っていただいておる中で、どうす

れば一番あそこが良くなって使っていただけ

るか。今、祭りもあそこに固定化をされてお

ります。もう少し時間をいただいて、そして、

本当に皆さんの意見を聞きながら立派な公園

にしてまいりたいと。そういう中で、今年、

今出してある 150 万円はあの城の工作物に
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整備をするということで、もう少し時間をか

していただきたい。そう思います。

○議長（坂井幸雄議員）　作間議員

○ 14 番（作間七郎議員）　町長、ここでね、

どういう答弁をされるかという、私なりに想

定をしておりました。それで、あのね、アル

プラザのあそこの前に調整池があるわいね、

調整池ね。アルプラザグラウンドということ

で、長さ 120 メートル、幅 80 メートルの

グラウンドがあるんですよね。そこを、私は

直接行かれなかったので、ある人にアルプ

ラザへ行ってきてもらいました。そしたら、

「町があそこを利用するんだったら使っても

いい」という返事をもらってきてくれたと。

もしこのやり取りをするときに、「その問題

も執行部に投げかけて検討してもらいますか

ら」ということでしてありますので、私はあ

えて提言するのは、あそこを町が、今、草だ

らけでデコボコやわね。最初の頃は大学も合

宿にきたことがあるんですよね。じゃんじゃ

ん使ったんで荒れてきてデコボコになっさか

い使わなくなったんです。調整池ということ

で水が入りますから。あそこをだからフラッ

トに、草だらけなのでフラットにして砂をま

けば 120 メートルの 80 メートルのグラウ

ンドなんですよね。平和堂さんは、旧の鹿島

のときもそういう約束でつくってくれたんで

すよ。「調整池やけども池の水を入れんとけ

ばあそこを使ってもいいですよ」と。それか

らそのままずっと今も投資をされてるそうで

ございますので、もしそのことで平和堂さん

がそう言うとるのなら、あそこをブル入れて

ならして砂を入れて平らにすれば 120 の 80

メートル。旧の鹿島のとき保育園の運動会に

使ったことなどいろいろあるんです。そこで

「あそこも大いに利用してくれ」ということ

も返事をいただいておりますので、その点も

内部で検討をしていただきたいと思います。

そういうことで私の質問をこれで終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、１番　山本

孝司議員

　　〔１番（山本孝司議員）登壇〕　

○１番（山本孝司議員）　それでは、今日は、

２点についてお伺いいたします。

　１点目であります。統合中学校について。

統合中学校の進捗状況について。

　最初は、設計上の関係で１カ月程遅れると

いった感じで、その後、工事が着工したと思

います。今現在、順調よくいっているのか、

どうなのか。また、その中で建設はもちろん

なんですけども、また夢プロジェクトの中で

も２月頃でしたか、部会が一つ設けられたと

いうふうにも聞いております。その中で、そ

ういう説明もまた変わったことがあったらま

た教えていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　池島教育長

○池島憲雄教育長　統合中学校の進捗状況に

ついてご質問にお答えをいたします。

　まず、工事の関係ですけれども、基礎杭工

事は、校舎棟・アリーナ棟・共同調理場棟と

も、１月中に全て終わりました。現在は地下

の基礎部分の工事として、地中梁や土間工事

を行っております。鉄筋や型枠を組んでコン

クリートを打設するという行程です。一部に

１階の壁部分の鉄筋工事も見えてまいりまし

た。４月からは２階部分へと進んでいく予定

です。

　今後とも安全管理に努め、着々と工事を進

めていきたいというように思っています。

　なお、弓道場につきましては、建設事業費

の節減を図るため設計を見直し、開校後に建

設させていただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。

　次に、開校に向けたソフト面ですけれども、

各専門部会で取組みを進めさせていただいて

おります。現在の状況を各部会ごとに簡単に

お話をさせていただきます。

　１番、教育活動部会です。ここは、学校の

先生方によりまして、教育目標や校風、校訓、
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日課、学校運営、教育課程、部活動、生徒会

活動、そして応援団、学校行事、修学旅行な

どについて順次協議を進めているところです。

３月中には原案ができあがるものと思ってお

ります。

　２番、校章校歌等部会です。１月末までに

校歌の歌詞の公募を行い、43 作品の応募が

ありました。その後、歌詞選定委員会を設け

まして、候補作品３点を厳選し、３月７日の

校章校歌等部会で最優秀作品を決定いたしま

した。３月 27 日の統合中学校建設委員会で

正式決定の後、作曲依頼を行いまして、９月

までには校歌を完成し、さっそく練習に入り

たいというように思っています。

　それから、次に最も関心が高い問題ですけ

れども、３番、通学輸送部会です。現在協議

を継続して行っています。公共交通機関の利

用を主体としておるわけですけれども、東往

来、西往来の既存の路線バスのうち、登下校

時間帯の何便かを直接統合中学校に乗り入れ

てもらうこと。それから、コミュニティバス

の利用、路線バスなどがない地区への対応、

また学校が良川駅から徒歩 10 分弱の距離に

ありますので、ＪＲの利用もあわせて検討を

しています。もちろん自転車通学、徒歩通学

の対象となる距離などの問題もあわせて検討

をしているところです。骨格案ができれば、

保護者の皆さんにもお示しをいたしまして、

ご意見をいただきたいと思っています。開校

半年前の９月までには大方の方向性を提示い

たします。

　次に、４番、閉校事業部会です。閉校記念

碑の設置、校歌や応援歌のＤＶＤ製作、閉校

記念行事の実施の３点について協議を進めて

おります。骨格はまとまっておりますので、

今後は詳細を詰めていくことになります。

　それから５番、給食運営部会です。当初の

課題でありました給食費の単価設定と徴収方

法について協議を終えています。

　それから６番、閉校記念誌部会では、これ

までに骨格的な協議は終わり、記念誌の内容

調査や編集などの作業に入っています。平成

25年３月までに発刊の予定としております。

　７番、制服体操服等部会では、必要な協議

は全て終了。現在の中学校１年生から適用し

ているところです。

　８番、ＰＴＡ組織部会です。ＰＴＡの組織、

規約について継続的に検討が行われています。

　協議を終了したものもありますし、これか

ら山場にさしかかっていくものもあります。

いずれも、どの部会でも９月までに大方の目

処がたつというように思っています。

　それから、夢プロジェクトの事業について

です。

　５つの部会を設けて精力的に進めているわ

けですけれども、特に部活動につきましては、

保護者の方から新たな部活動を設けられない

のかというご質問、ご要望を沢山いただきま

した。新たに６つ目の部会として、部活動検

討部会を２月の 14 日に設置して、統合中学

校の部活動について協議を進めてまいりまし

た。部活動の数は学校の先生の人数や練習場

所などにも関係します。統合中学校に配置さ

れる先生の数、建設されます体育館、それか

らグラウンドの広さ、また、既設の町体育施

設、近隣や県内外の同じ規模の中学校におけ

る部活動の種類や数などを参考にして協議が

進められております。

　現在、ほぼ骨格がまとまってきましたので、

更に必要な検討を加えまして各小中学校の年

度はじめのＰＴＡ総会時には保護者の皆さん

に原案を説明させていただきます。そこでま

たご意見をいただきまして、再度協議を行い、

７月末までに統合中学校の部活動種目を正式

に決定をし、皆さんにお示しをしてまいりま

す。その後、入部希望調査を実施して、初顔

合わせを行い、さっそく合同練習を重ねて統

合中学校に望んでいきたいと思っております。

是非、ご理解とご協力をいただきたいという

ように思います。以上です。
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○議長（坂井幸雄議員）　山本議員

○１番（山本孝司議員）　教育長の説明によ

ると順調よく進んでおるというふうに捉えま

した。また、本当に開校時、全てスムーズに

いくように、また各部会なり委員会で検討し

ていただければというふうに思っております。

　その中で１点だけ、ちょっと確認したいん

ですけれども、グラウンドの方でまだ一地権

者、確か交渉をまだしとるかとも思うんです

けれども、やっぱり開校時までに間に合わな

いのか、まだ未だに交渉というか、話し合い

を進めているのか。そのところをどうなって

いるのかお聞かせください。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

　　〔堀内浩一教育文化課長登壇〕　

○堀内浩一教育文化課長　統合中学校の未買

収の用地のことについてご説明申し上げます。

　現在、その地権者には、今後、法的な手続

きをとらせていただきたいということで説明

を申し上げまして、今、その手続きを進めて

いるところでございます。今月末に、来週で

すが、一応法手続きにのっとりまして、地権

者説明会というものをもう一度開催いたしま

して、その後、事業認定の土地収用法の事業

認定の手続きを行いまして、認定がされた後、

土地の収用の決裁手続きに入っていくと、そ

ういう段取りを予定しております。具体的に

いつごろその土地が、町が取得できるかどう

かは今の時点ではまだ未定でございます。で

きるだけ早く認定もいただきまして、県の収

用委員会の決裁もいただきたいというふうに

思っております。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　山本議員

○１番（山本孝司議員）　法的措置をとって、

100％、いつになるか分からんけども、早も

うなるという考えで間違いないげんね。その

法的措置をとれば間違いなく進むということ

ですね。認可がおりれば。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　法的な手続きをと

りますが、県の収用委員会でそれが適正と認

められることは私どもは願って、そういう指

導も受けながら進めておりますが、最終的な

決定権はその県の収用委員会になりますので、

今、それが確実になるということは言えませ

んので、そういうことでご理解をいただきた

いと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　山本議員

○１番（山本孝司議員）　それでは、是非、

スムーズに、開校時にはきれいに本当はでき

れば一番いいんですけれども、努力していた

だきたいというように思っております。

　次にいきたいと思います。ＡＥＤ等につい

てお尋ねいたします。

　現在、日本では、心臓発作による突然倒れ

て亡くなる方が１年間で約３万人ほどいらっ

しゃると聞いております。本当にこのＡＥＤ

というのは、本当にここ最近あっちこっちに

見かけるんですども、この中能登町にはＡＥ

Ｄ、多分各施設に配置してあると思うんです

けども、一応どういった所に配置してあって、

また最近では、民間企業でもＡＥＤが設置し

てあるというふうにも聞きますけども、そう

いった民間企業さんにもどこそこにあるとか

というようなことを町としては把握している

のかどうなのか、というようなことをまた聞

かせていただきたいというのと、また、やっ

ぱりＡＥＤというものは、別に資格というも

のは確かなかったと思います。ある程度この

機械が何もかも説明してくれるという方に

なっているんですけども、でもやっぱりいく

ら資格がないといっても、やっぱり講習を受

けてるのと受けてないのでは、やっぱり若干

違うのではないのかなというふうに思ってい

るんですが、そういったとこでまたＡＥＤ設

置してある所の、例えば町の施設に設置して

あるのでしたら、また職員の人たちが講習等

を受けているのか、いないのか。また、ＡＥ

Ｄもやっぱり機械もんですから、バッテリー

とまた電極のパッドなど消耗するかと思いま
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す。そういったところでメンテ的なものも

ちゃんと管理できているのか、どうなのか。

また、私の見る限りでは、置いてある、設置

してある場所にはそういうＡＥＤのマークみ

たいなのを見かけるんですけれども、もう

ちょっと個人的には分かりやすく、「ここに

完全にありますよ」というような、何かもう

ちょっと目につくような所に表示していただ

きたいと思うんですが、どういう状況になっ

ているのか、そういうところを回答願います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　山本議員のＡＥＤについて

の質問にお答えをいたします。

　まず、１点目の町内のＡＥＤ設置場所はど

こかについてでありますが、町内における設

置状況は、公共施設または民間企業施設で

31 台のＡＥＤが設置をされている状況です。

内訳としては、町有施設 19 箇所、県有施設

２箇所にそれぞれ１台ずつ設置をしており、

また民間企業施設では、８企業所で合わせて

10 台のＡＥＤが設置をされているところで

す。公共施設の主な設置施設として、３庁舎

をはじめ町立の全小中学校、また不特定多数

の方が出入りをするラピア鹿島などの文教施

設、スポーツ行事などで利用頻度の多い鹿島

体育センター、また福祉施設である健康ハウ

ス憩などに設置をしております。民間企業で

は遊戯施設や個人医院、または一般企業所な

どに設置をされているところであります。ま

た、施設内での機器設置場所については、事

務所あるいはロビーなどの誰にでも目につく

場所に設置をされている状況となっておりま

す。

　次に、２点目のＡＥＤの取り扱いについて

でありますが、まず、公共施設に設置してあ

るＡＥＤの取り扱いについては、平成 18 年

度に各庁舎に設置をした時期にあわせて、全

職員を対象とした講習会を実施をしており、

ＡＥＤ製造メーカーの担当者から取り扱い説

明を受け、また、ＡＥＤトレーナーを使って

の使用体験も行っております。町立小中学校

についても、救急救命が即座にできる職員の

育成のために、教職員に講習を受けさせ、学

校職員だれもが取り扱いできるような態勢と

しております。今後も、誰かがどこにいても

ＡＥＤを取り扱いできるような態勢を図って

いきますのでご理解をお願いをいたします。

　また、機器の管理については、それぞれ

の施設の担当課で日常的に管理をしており、

バッテリーや電極パッドなどの消耗品につい

ては、耐用年数前に交換を行い、万一の際に

使用できないことがないように心掛けており

ます。

　一方、民間企業の取り扱いについてであり

ますが、中能登消防署などで毎月行われてい

る普通救命講習を受講するなど、ＡＥＤ使用

方法と合わせ、救急救命の知識も習得をして

いるところであります。

　次に、利用の仕方についてでありますが、

公共施設や民間企業施設では、平常時間帯の

施設利用者の人命救助を目的としてＡＥＤを

設置をしていることから、夜間などの時間外

の使用については想定をしておらず、また、

施設や機器の管理上においても屋外に設置す

ることは警備や盗難等のことも考えますと、

その運用上、非常に困難でありますので、心

肺停止状態の患者への対応については、まず

119 番通報をし、心臓マッサージや人工呼

吸といった基本的な処置をとりながら、消防

救急隊が来るまでの間の心肺蘇生を行うこと

が大切となります。そういったことから、町

民の皆様に救急時の対応について日頃から身

につけていただき、万一の場合でも対処でき

るようご理解をお願いをいたします。

　また、施設への表示については、玄関先や

住民が目につきやすい場所に表示マークをつ

けるなどの対応をとっていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　山本議員

○１番（山本孝司議員）　町の施設にはほと
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んど設置してあるということで分かりました

けれども、今、町長の回答にもありましたけ

れども、平常の時間帯だと本当にいいんです

けれども、やっぱり一番こういった、いつ起

こるか分からない、施設の開いているときな

らいいんですけども、本当にいつ起こるか分

からない。

　また、こういう最近、冒頭にも言いました

けども、別に年寄りだけでなく、やっぱり子

供たち、やっぱり普通のお父さんお母さんの

年代、幅広い年齢層で本当に起き得ることで

あります。また、日本では 119 番、緊急要

請してから大体、現地到着までには大体７分

前後というふうにも聞いております。

　また、この間中能登署へ行って確認してで

も、やっぱり中能登署においてもやっぱり大

体そういう時間帯、またちょっと離れていて

も 10 分以内には着くというような回答もも

らっております。しかし、やっぱり中能登、

このエリアには救急車が１台しかありません。

何かほかの急病で病院搬送の時にあいた場合

は、こういう救急車というものは出払ってお

ります。中能登署は１台消防署と兼ねてそう

いった車輌も１台おるとも聞きますけども、

やっぱりそういった、特にそういう時間外に

やっぱり必要性があることも考えられるので、

今後、やっぱりそういった施設のものはダメ

でも、何か対応できるようなことをまた考え

ていただければなというふうに思いますけど

も、私としては費用はかかるかもしれません

けども、やっぱり各地区に１台ぐらいの、も

しあれば、例えば各地区の公民館だと一般の、

今、言われた施設と同じかもしれませんけど

も、例えば区長さんの家に１台ぐらい置くと

か、誰かおるような所に１台あってもいいの

かなというふうにも考えているんですけども、

そういった場合、まずそういった地区、自治

体なり、また先ほどから言われた民間企業に

おきましても設置してあると聞きますけども、

そういった、ＡＥＤを購入した場合、町とし

て、例えば助成金なり考えとるとかというよ

うな思いというものは、町長として考えてお

るのか、どうなのか。やっぱり時間外のこと

も考えてもうちょっと、本当は施設にあるや

つを使えれば一番いいんですけれども、そう

いったところをどういうふうに考えておるの

か意見を聞かせていただきたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　山本議員の再質

問にお答えいたします。施設以外の場所への

設置についてでありますが、事故はいつ、ど

こで、どのような状態で起こるか分かりませ

ん。各地区の区長宅などに設置することが設

置位置として妥当なのか、また、適切な管理

をしていただけるのかといったことを十分に

検討する必要があると思います。あわせて、

消防、医療機関からの意見も取り入れながら、

効果的な設置、管理、運営等について考えて

いきたいと思っております。また、購入補助

の助成についても、ほかの自治体の助成制度

も参考にさせていただき、今後、検討してい

きたいと考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　山本議員

○１番（山本孝司議員）　できるだけ、こう

いう人命にかかわることは積極的にまた考え

ていただければというふうに思っております。

また、このＡＥＤも先ほどから私言ってます

けども、資格は別に要らないということです

けども、極力、町としてでも今言う、職員だ

けでなく、やっぱり咄嗟の場合は誰でも使わ

れるように、自信持って使われるように、ま

た町民の皆さんにそういう講習会への参加と、

また、町でのそういう災害時のときの中にも

また取り入れていただきまして進めていって

ほしいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。それで私の質問終

わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで、２時 35
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分まで休憩いたします。

午後２時 26分　休憩

午後２時 35分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　８番　古玉栄治議員

　　〔８番（古玉栄治議員）登壇〕　

○８番（古玉栄治議員）　それでは、通告順

に従いまして、２件のことについて質問をい

たします。

　まず、１点目、小学校の統合計画について。

２点目、旧観坊について、この２点について

質問いたします。

　まず、小学校統合の説明会、越路地区３回、

滝尾・御祖地区２回ずつ行われました。回を

重ねるごとに、まず、参加者が少なくなって

いるということについて、教育委員長はこの

ことは、まず、皆さんの理解があるから参加

が少ないのか、逆に、もうあんまり興味がな

い、関心がないから少ないのか、どちらだと

思われるでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

　　〔濱田　繁教育委員長登壇〕

○濱田　繁教育委員長　古玉議員さんのご質

問にお答えする前に、ちょっとだけお時間を

いただきたいと思います。

　午前中に作間議員さんから「仰げば尊し」

についての温かいご発言をいただきまして、

大変感銘をいたしました。２月 12 日の新聞

記事、一面トップに「仰げば尊し」を中能登

町の８つの小中学校で歌うという記事が出ま

して、県内外から大きな反響がありました。

いずれも「よくやった」という内容のもので

ございます。１件だけご紹介いたしますと、

その 12 日の新聞と 14 日に社説に「仰げば

尊し」のことが書いてありました。これを全

国道徳教育研究会の理事さんのところへ私、

新聞を買ってきて送りました。そしたら、そ

のうちのお一人の昭和女子大学教授の方から

お礼と励ましのお便りをいただきました。そ

の中にこの先生は、「これこそまさに心の共

有だ」ということを書いていらっしゃいまし

た。大変嬉しく思いました。

　先ほど、作間議員さんの教育にかける熱い

思いを聞かせていただきました。これをこれ

からの励みとして、中能登町の教育の振興に

一生懸命頑張っていきたいというふうに思っ

ております。どうもありがとうございました。

　それでは、古玉議員さんの質問にお答えい

たします。

　まず、説明会を行った現実をお話いたしま

す。その後で私の思いを言わせていただきた

いと思います。

　鹿島地区の統合小学校計画にかかるご説明

ですが、昨年 12 月までに教育委員全員が出

向いて３回の説明会を実施いたしました。第

１回目は、５月に各小学校校下単位で、小学

校の保護者を含めて地域全体の方々を対象に

行いました。この時には 130 名の出席があ

りました。

　そして、第２回目は、８月に、第１回目の

説明会の時に出された意見を基にして、保護

者にもっと説明すべきであるとの観点から、

保育園、小学校の保護者の方々お一人お一人

に説明会のご案内を差し上げて、校下単位で

開催をさせていただきました。この時には、

69名の参加がありました。

　そして、更にもっと教育委員会、町の考え

に対し理解を深めていただくために、第３回

目を 12 月に越路地区７箇所で保護者の方々

を含め、地域の方々全員を対象に説明会を開

催させていただきました。この時は 61 名の

参加がありました。

　以上、３回の説明会で延べ 260 人の方々

に出席していただきました。また、各小学校

では、ＰＴＡと学校で独自に保護者の方々を

対象にしてアンケート調査が実施されました。

　３回の説明会とこのアンケート調査の結果

では、多くの方々が鹿島地区の小学校の統合
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にご理解をいただけたと考えています。

　今後の取組みについてですが、教育委員会

主催での説明会、３回をもって終了しますが、

今後も地域や保護者の皆さんから要望があれ

ば説明に出向いて、皆さんの統合に対するご

理解を深めていただくよう誠心誠意努めてま

いりたいと考えております。

　また、小学校の保護者や保育園の保護者、

地域の代表、女性組織の代表者の方々など、

いろいろな組織の代表者からなる建設委員会

を３月中に立ち上げ、皆さんのご意見を伺い

ながら基本設計を進めていきたいと考えてお

ります。どうかよろしくお願いいたします。

　先ほどのどう思うかということでは、ご理

解いただけたというふうに思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど委員長から、

「皆さん理解していただいている」という答

えだったかなと。私に言わせれば逆でないか

なと。というのは、皆さん関心があるときに

はものすごく聞きたいもんなんですよ。小学

校、特に子供たちの小学校。今まで確か、地

域の方からの「説明会に来てほしい」という

要望が、今までないというふうに伺っており

ます。あったでしょうか。

　まず、ない、あるいは数が少なくなるとい

うことは、関心がないからでないかなと。小

学校というのは地域の方々に、とにかく関心

を持っていただくことが一番大事だと思うん

ですよね。通学にしろ何にしろ、地域の人た

ちが子供を見る目が、見てもらうことが大事

でないかなと。安心安全のために。その安心

安全を見る目が何か力が入っていないように

感じるんですよね。この辺、いかがお考えで

しょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　私が町で会った人に

「どうですか、鹿島地区の小学校統合につい

てどう思いますか」と聞きますと、今まで聞

いた人は、皆さん「いや、早く進めてくれ」

という意見なんですね。その人たちは、説明

会に出ておいでるかというと出てきていない

人なんですよ。それで私は、そういう人たち

はみな統合にご理解していただいとるのかな

あというふうに理解をしております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　これは、取り方、

いろいろあると思います。委員長はそういう

取り方をされるのもいいのかなと、取り方と

してね。

　まず、どのくらいの方々が委員長に「小学

校、頑張ってくれ」という意見があったのか

なということも私は本当は聞きたいです。な

ぜなら、鹿島、越路地区で以前、署名が出ま

したよね。あの数からいくと、あの時に存続

してほしいという数は、すごく全越路地区の

８割近くの方が署名された。残してほしいと

いう意見があったということを、多分ご存知

のはずだと思うんですよね。そういう方々が

「よし、分かった」と。これからはそういう

意見で残してほしいという意見を言われたの

かどうなのか、私ちょっとその辺が疑問に思

います。

　それと、ここに、実は越路小学校説明会に

おける意見書及び回答というのがあります。

これは１回目のものです。これ少し、読ませ

ていただきます。

　小学校が仮にできれば通学手段はどうなる

のですか。これは以前から言われておられま

す。鹿島地区では横に長いので３キロメート

ルを目安に通学バスの利用もあるかと思いま

す。

　その次、よい教育ということはどういうこ

とですか。人間形成の中で大事なことは、い

ろんな人と交わることであり、１学級でクラ

ス替えもできないのでは困る。これは回答な

んですね。またその次、越路地区をモデルに

して町のビジョンに反映できないか。今後の

日本の人口動向からすれば、減少は避けられ

ないものと思います。こういう、これ、回答
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ですね。皆さんからの質問に対して。

　そこで、私、少しお聞きしたいのは、まず、

１クラスで１学級でクラス替えもできないの

では困ると、はっきり言っておられるんです

よね。私、９月議会、９月の一般質問でも何

度も言いました。鹿西地域は１学級なんです

よ。今後ね。困るんじゃないですか。あなた

方の答えで。そういう学校を残さないために、

今、統合を計画されているのではないかなと。

特に短期ではなく中・長期的な計画を立てた

うえで、そういうよい教育を受けさせてあげ

たいと言っておられると思うんですけど、い

かがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　今、鹿西小学校のお

話をされましたが、私どもは、鹿西小学校、

鳥屋小学校については、合併時のときにちゃ

んと処理をしたわけですね。金丸小学校と能

登部小学校を統合して鹿西小学校を造ると。

それは、合併協議会の教育特別委員会の申し

合わせ事項にそってやったわけですね。だか

ら、今、鹿島町の小学校を統合しようという

のは、その時点に返って鹿西、鳥屋、鹿島と

足並みを揃えていこうということで、申し送

り事項を尊重したわけですよね。鹿西と鳥屋

とどうするかということにつきましては、こ

の鹿島１校、鹿西１校、鳥屋１校という体制

がきちっとできた後で、どうすればいいかと

いうことを考えたいと、こういうふうに思っ

ております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　それでは、私、そ

の９月議会、教育委員長が述べられたこと、

少し読みますので聞いてください。

　我々教育委員会は、近い将来には合併によ

る優遇措置も終わり、町の財政運営は大変厳

しくなることを財政部局から知らされており

ます。地方交付税の優遇措置が終わる平成

31年頃には、越路小学校は築 40年が経過し、

いよいよ老朽化が著しくなり、現在の滝尾小

学校のように外壁の一部が落下する危険がで

て、建て替えの問題も浮上してくる可能性が

あります。現在、越路小学校は、建設から

31 年経過しておりますが、これまでに２回

の屋上防水工事を実施し、外壁修繕や暖房設

備の修繕も行っています。今も次々と修繕工

事がでてきていますが、今後も各種の大がか

りな修繕工事が必要になってくると思われま

す。その頃に、越路小学校を建て替えできる

財政状況にあるか、余力が町にあるか、大変

心配されるところであります。教育委員会の

考えは、これまで積み上げられてきた協議や

計画のその結果である答申を尊重するととも

に、今後の町の財政見込みにたって導かれた

ものです。我々教育委員会の第一の責務、今

後の中・長期化を見通した安全で安心な教育

環境を提供し、時代にあった学校づくり、子

供たちが切磋琢磨しながら学ぶことができる

環境を提供することであると思います。どう

かこのような教育的配慮のみならず、財政面

からもご検討いただきたい。ということなん

ですよね。

　今、財政も言っておられるんですよね。と

いうのは、私、今、鹿島地区の学校が合併

特例債で建てた場合に、今後、今後ですよ、

そのものをまた次１つに変えようと思って

も、「財政はとても厳しいからもう無理です

よ」という話ではないかなというふうにと

れるんですよね、私の取り方は。そしたら、

今、越路小学校がその財政措置が終わる頃

には、40 年が経つ。まだ先ですけど、今 32

年目ですか。その頃には、鳥屋小学校はもう

５年古いんですよ。45 年経つんですよ、そ

の頃いけばね。そうしたら確実に、今言われ

た危険なことが起こる状態になるんですよね。

その時いって、「学校をじゃあ建てよう」と

思っても、財政が厳しいから、とてもそうい

う話はできないということになると思うんで

すけど、いかがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長
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○濱田　繁教育委員長　古玉議員さんのおっ

しゃること、私も答弁したこと覚えておりま

す。それで、私たちとしては、もちろん子供

たちが安全安心という環境のもとで教育を受

けるというのがいいと思っております。それ

で、今、鹿島地区の小学校を統合して、その

後、鳥屋とか、鹿西は新しいんですけどね、

鳥屋が古いということで、あとでまた建て替

えするようになったときに財政的なことがど

うなるのかというお話がありましたけれども、

私ども教育委員会としましては、一応、鹿島

地区の小学校の統合を済ませてから、その後

何とかしたいという考えで進んでおりますの

で、今、鳥屋小学校をどうこうしようと、そ

ういう話し合いはしておりません。鹿島地区

の小学校を何とかしたいという強い思いでお

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど、鹿島地区、

鹿島地区と言われます。教育委員長は中能登

町の教育委員長です。中能登町という中で、

どうするかということを考えるのが最優先で

ないかなと私は思います。そういうことを考

えていくならば、今言われた鹿西地区の１学

級をなくす方法、鳥屋の越路より５年古い小

学校をなくす方法、一つあるんですよ。鹿島

小学校ですよ。全部一つにつくればいいんで

すよ。そして安心安全は当然バス通学ですか

ら、安心安全なんでしょう。一番いい方法

じゃないんですか。財政も助かります。今の

うちに１つのものをつくれば、あといっても

う１個つくるよりも、今少し大ききものを１

つつくれば、中・長期的な計画でいけば、そ

れが一番ベストだと思うんですけど、いかが

でしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　そういう案もあるか

もしれません。ただ、私たちは鳥屋、鹿西、

鹿島の統合小学校を一列に並べてスタートラ

インに立てて、そのあとどうするかというこ

とを考えたいというふうに思っておりまして、

今のところ１つにしようという案はございま

せん。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど、スタート

ラインを一緒にすると言われましたけれども、

今、現在が同じでないかなと私は思います。

というのは、鳥屋小学校は古いです。当然越

路も滝尾も御祖も古いです。子供の数は少な

いです。鹿西も少ない。今一番いいときじゃ

ないんですか。これが今、鹿西は少し新しい

かもしれません。今、鹿島を１つつくったな

らば、それはスタートラインじゃないんじゃ

ないんですか。もう先へ進んでいるんじゃな

いですか。もうなぜなら、先ほどから何回も

言っている鳥屋小学校は耐用年数がもうもう

すぐそこまできている学校をスタートライン、

同じ土俵にのせることは、私は変じゃないか

なと。今、現在が同じ土俵にたつ時でないか

なと。中能登町というね、先ほどから何回

も、前にも言いました。９月議会にも。中能

登町という学校を造るときに、小学校を造る

ときに、旧鹿島のはやもう何年ですか、８年

も前、それもう協議しかかって 10 年近く前

になるはずなんですよね。その時の話を出す

のがいいのか、時代とともに変わります。今、

そういうところで、同じスタートラインにた

てる学校が今全部、私はスタートラインが同

じだと思うんですよ。子供の数でいったらど

こも同じ、少ないところがある。けど学校が

子供の多いところは学校が古い。それを同じ

スタートラインにたって、今ゴーサインで１

つのものをつくるということが一番でないか

なと。確かに合併特例債を言われております。

合併特例債を利用できるのもここ数年だと。

それ以降は、ここにも教育委員長も言ってお

られるんです。大変財政が厳しい折、そのこ

とはなかなか難しいのではないかと言われて

おりますので、やはり今、方針をここで変え

てね、中能登町の小学校を１校にする。そし
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て、安心安全のためにバス通学をする。一番

いいことではないかなと。先ほども言いまし

たけど、いかがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　中能登の小学校を１

つにするという考えですけれども、鹿西小学

校は、合併の時に２つの小学校を１つに統合

したわけですね。今、また１つだというふう

に言うと、鹿西の人は何か言わんでしょうか

ね、私はそれが心配だと思います。やはり、

合併時のみんなで申し合わせたことをしっか

り守ってやってきたところが、ちょっと不平

を言うんじゃないかなという気がいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど、教育委員

長は合併時、合併時、先ほども何回も言いま

すが合併して８年目です。もう中能登町なん

ですよ。鹿西じゃないんです。それと、子供

たちによい教育をさせたいというのが方針

じゃないんですか。地域の方が言うからよい

教育はさせない、受けれないということにな

るんですよね。切磋琢磨できないんですか。

１クラスじゃダメだといってもあなた方の答

えなんですから。それを地域の方は「うちの

子はそれでいいんや」と、そうは言われても、

それを何とか口説き落とすのが教育委員会

じゃないんですか。そのくらいのことを言わ

れた方が私はずっと素晴らしい教育委員長だ

と思います。いかがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　私は、合併時のこと

にこだわって、古玉議員さんは「なんじゃ

い」と思われるかも分かりませんが、学校

の統合説明会のときに、ある所である方が、

「旧の鹿島町からの申し送り事項がある。そ

れは４校を１校にする。そして鹿島中学校の

跡地に建てる」そういうことが申し送りされ

たわけですね。そしたら、そのことに対して

ね、申し送り事項のとおりになっとらんがな

ら旧の鹿島町の議員さんが集まって検証しな

いとダメやと、こう言われたわね。そういう

人もおいでるわけですよ。だから、私たちは

申し送り事項を大事にしながら事を進めてお

るんです。だからもし、「お前たちのやっと

ることは間違いや」と言われると、旧の申し

送りした人たちに申し訳ないなという思いで

おります。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど、そのよう

な言われる方もおいでる。それは昔のことで

あります。私は言ってるのは、今の中能登町

というものを考えて積極的に前に進んで考え

るべきが今の教育委員会の仕事でないかなと

思います。

　それと、この話は堂々巡りですので、今も

言われましたので。それとね、もう一つ、私

ちょっと腑に落ちない、子供たちにどう説明

していいか分からない点。鹿島地区は横に長

いので３キロメートルを目安に通学バスの利

用もあるかと思います。３キロを目安に通学

バスを出すということを言っておられるんで

すけれども、昨年９月の説明の中では、「３

キロに満たない所も、何か迂回をすれば３キ

ロになるからバス通学させるんや」というふ

うに言われました。課長の答弁かな。私それ

をどう考えても小学校の子供らに説明する時

にね、説明できないんですよ。３キロメート

ル以内はバスは利用できません。けど、その

地域は３キロ以内だけれども利用できます。

これを小学校の子供にね、教えるときに、元

教員やっておいでたらしいので、教員ですの

で、そういうときにズバリと言ういい答え、

ね。子供、小学校１年生、２年生も算数です

よ。マルか バツなんですよ。３キロ以上は

バツなんですよ、乗ったら。それをマルにす

る方法を、それを教える方法、子供にね、ど

ういう方法ありますかね。説明願います。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　３キロというのは、

今、中能登町がバス通学をしておる時の一応
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目安の距離なんですね。それを絶対変えられ

ないというようなことはないとは思うんです、

私は個人的には。それで、今、建設委員会が

立ち上がった時点で、その建設委員会にお諮

りをして、どの地区ならばバスの運行が必要

だとか、どの地区なら歩いて通ってもらいた

いとか、そういうことの話が出ると思います

ので、その結果を聞いて決めたいというふう

に思います。それから、子供たちに教える時

には、「安全安心にするから心配しないでい

いよ」というような言い方をすればいいと私

は思います。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど、まだ決

まっていないような口ぶりのような答弁でし

たけれども、以前、堀内課長の方からバス通

学は久江から御祖地区、越路地区では武部、

久乃木３区、そして青葉台というふうに答え

ておられます。これはやっぱりそういう話が

今までの間に検討されたから、この今まで８

年の間にそういう話を検討したから出てくる

んじゃないんですか。課長、どうでしょう。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　３キロメーターと

いうことでございますが、以前の議会に、今

ほど言われたように、直線で最短距離でいけ

ば３キロメートルを切れる距離にあると。現

在通っているコースで越路小学校で、例えば

バスを乗るなりして行けばそういう３キロ

メーターを超えるというような、そういう例

えで言ったわけで、その時に新しい統合小学

校の通学距離が何キロだからバス補助にする

とか、そういうことは私は全然答えてません。

距離的なことを聞かれたので、そういうふう

に申し上げたと。現在までの鹿島地区でのバ

スの補助制度はどういうふうになっているか

というようなことでお答えしただけでござい

ます。新しい通学方法については、今ほど濱

田委員長が言われたように、建設委員会で是

非、お話をしていただきたいと思います。

　それから、低学年の子もおれば高学年の子

もおりまして、体力差というのはものすごく

大きいものですから、そういうことも考慮し

て、そういう話をしていく必要もあるんでは

ないかなというふうに私は思っております。

以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　それだったらね、

何で最初にそれ言わないんですか。あなた方

最初から３キロメートル、説明会で答えてい

るんですよ。３キロメートルを目安にすると。

そして、そういう中で、前回、私質問したら、

そういうふうに、今、私が言ったようにここ

に答えているんですよね。地域へ出たときに、

だったらなぜそれをはっきりそう言わないん

ですか。あなた方は今まで、この小学校の話

が出てから早７年、８年経っていますよね。

その間に何度かいろいろな話し合いをされた

と聞いております。当然そういう中で一番問

題なのは、小学校の場合は通学方法だと思う

んでよね。そんな大事な通学方法をそんな曖

昧な言い方では、私は地域の皆さんは納得し

ないと思います。一番大事なとこなんですよ、

通学というのは。みんなそれが心配だから反

対だ何だと言われるんですよ。どうすればい

いのかと。そうじゃないんですか。「我が子

がどうやって学校まで通うのかな、我が孫が

どうやって学校まで通うのかな、こんな長い

距離どうも歩くの大変やぞ、１時間もかかる

ぞ」と。「けど３キロと言われたらうち３キ

ロねえじゃん」その間１年生の子供はどうし

て通わすんよ。親は「送らないかないかんの

かな」、じいちゃん、ばあちゃんは、「ほんな

ら車にでも乗せていかないかんかな」と。そ

んないらん心配がでてくるんですよ、はっき

り言って。それは、そういうことはあなた方

の耳には入っていないかもしれません。入っ

ていないかもしれないけど、それが当たり前

じゃないんですか。小学校の１年生、２年生

ですよ。中学校じゃないんですよ。そういう
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ところをなぜ説明会のときにしっかりとね、

説明しないの。私はその辺が抜けてるんじゃ

ないのかなと。１回した、２回した、２回も

１回も、それもただ説明だけであって、相手

の言い分は聞いただけ。じゃあそれに対して

どう答えるかという反応がないですよね。そ

んな説明会、何回、10 回したって 20 回し

たって一緒なんですよ。ただ自分らの思いだ

けしゃべって相手の意見を聞かない説明会な

ら。聞いたら、その挙げ句に「いや、そう

じゃないんや、こうや、こうや」という話を

していたら、何を説明してもらったのか分か

らない。そうですよね。どう思いますか。

○議長（坂井幸雄議員）　濱田教育委員長

○濱田　繁教育委員長　説明会で回った時の

いろいろなご意見は決して無駄にはならない

と思います。このあと、建設委員会を立ち上

げて、３月の終わりに立ち上げるわけですけ

れども、それを皮切りに、これまでいただい

た様々なご意見をその委員会に反映させてい

きたいというふうに思っております。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　その辺、しっかり

説明していただきたいと思います。

　続きまして、旧観坊について質問いたしま

す。

　旧観坊は、石動山天平寺に数多くあった坊

の一つです。明治時代当初に発令された神仏

分離令により、多くの寺坊が離反し、坊とし

ては唯一の移行となりました。建物は、入母

屋、茅葺き屋根で、江戸時代末期に建てられ

たと推定されています。一見、農家風の構え

をしているが、化粧垂る木などを各所に施し、

寺坊としての風格を残しています。

　昭和 50 年、県指定の文化財に指定されて

おります。この旧観坊の屋根、昨年２月の雪

で茅が一部崩落いたしました。その後、その

対応について、現在に至るまでの説明を願い

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　旧観坊の雪害による応急処

置について、古玉議員の質問にお答えをいた

します。

　旧観坊の屋根崩落は、昨年の２月５日に発

生をし、石川県指定文化財ということで、す

ぐに県文化財課へ毀損届けと同時に保全措置

を施すため所定の措置をとりました。

　その後、強風や雨のため、何度かシートの

掛け直しなど、保全措置を実施をしてまいり

ましたが、当該建物が加入をしている石川県

町長会に復旧について、ある程度のしっかり

とした保全を行うために何度か相談をしてま

いりましたが、７月上旬に「査定結果はまだ

出ていないが、復旧についての保険対応は県

町長会で責任を持つので、これ以上被害が拡

大しないよう措置をとってほしい」との回答

をいただきました。

　これによりまして、強風に対応できるシー

ト掛けの業者に依頼をしたところです。

　この屋根養生工事が完了したのは８月上旬

です。

　詳細につきましては、担当課長より説明を

させますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　それでは、詳細に

ついてご説明申し上げます。

　一部重複するところもあるかと思いますが、

よろしくお願いいたします。

　旧観坊の屋根の崩落は、昨年の２月５日に

発生しました。前日から大宮坊を除雪いたし

まして、次いで旧観坊の除雪を行っていたと

ころでございます。当日は、前日より気温が

上がりました。雨が降って、そういう気温が

緩んだ中に起きたと、そういう状況でござい

ました。

　この建物は、石川県の指定文化財というこ

とで、すぐに石川県の文化財課の方へ毀損届

けを提出いたしました。それで、これまで昭

和 50 年に県指定を受けたんですが、その後

何度も修繕を繰り返している施設でございま
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す。

　それで、これまで修繕工事に携わってきた

業者として、実績のある富山県内の建設業者

に「まず、応急処置をしてほしい」というこ

とで連絡をいたしました。しかしながら、当

日は土曜日で、どうしても人足の手配がつか

ないということでした。高い建物なものです

から、単なる作業員ではなくやっぱり鳶職と

かそういう人足も必要ということで、どうし

ても手配ができないということで、とりあえ

ず地元の業者に対応を依頼してほしいという、

そういうことでございました。それで何とか

町内の建設業者に依頼したところでございま

す。

　当日は、早速、現地へ調査へ入っていただ

きまして準備に入りました。できる範囲とし

ては、当日は天井に、屋根がなくなってし

まっている状態なもんですから、１階の天井

にブルーシートを張って部屋の内部に雨やら

雪が少しでも入り込まないように処置をいた

しました。

　当日だけで終わらなくて、その後、その上

のビニールシート掛けもしたということで、

これらの一連の応急の処置作業が２月の 11

日に完了したところでございます。

　復旧に向けての事務については、当該建物

が加入している石川県の町長会への被害報

告を行いました。平成 18 年の大雪の際にも、

北側の茅葺き屋根が傾きまして、内部も壊れ

ました。その時も保険に入っているというこ

とで、保険対応ですぐ町長会の方へ連絡した

ということで、今回もそういう措置をすぐに

とらせていただいたところでございます。

　それで、２月 10 日に被害総額を把握する

ために、私どもではちょっと金額の算定とい

うのはできないものですから、富山の建設業

者の方へ修繕費の見積り依頼をいたしました。

それで、２月の 24 日に概算の見積書が提出

されたところです。

　その後、状況を見守っていたんですが、３

月 14 日に当初に施工しました応急処置のブ

ルーシートが強風のため破損しました。それ

で、まだ冬場の天候が続いている状態でした

ので、修繕を再度、町内の建設業者へ依頼し、

３月 18日に処理が完了いたしました。

　それで、町長会より現地査定をお願いして

いたんですが、まだそういう状態には至らず

に、「再調達価格」というものの提出を求め

られました。これは、保険を適用する際には、

必ず「そういう全体で再建するならばいくら

かかるんだ」という、そういう調書の提出を

求められて、建設会社に再度、富山の建設会

社に依頼いたしたところでございます。

　４月 18 日にようやく保険対応のため、県

の町長会が現地査定を実施いたしました。こ

の時は時間の関係で十二分な対応とか結論づ

けというのができなかった状態です。基本的

には保険の対象になるけど、どこまで対象に

なるとか、そういう結論的なものはでません

で、持ち帰りの協議となった次第です。

　５月 25 日に再度ブルーシートがはずれま

した。それで、同じことを繰り返していても

ということで、今度は富山県内の建設業者に

修理を依頼したところです。

　県の町長会の保険対応の決定が、まだこの

時点でもなされてないような状況でございま

した。５月の末ではまだ保険の対応が決定さ

れてないということでございました。そうい

う中に修繕は５月の 27 日に完了いたしまし

た。

　その後すぐまた、５月 30 日なんですが、

また強風によってブルーシートがはずれて、

また修理を依頼したところです。そういう中

で、６月の定例議会で、復旧事業費について、

２カ年にわたる工事費として予算を計上させ

ていただきまして、ご採決をいただいたとこ

ろでございます。

　それで、次は梅雨の時期に向かうんです

が、７月４日の梅雨豪雨によって、またもや

ブルーシートがはずれました。これで４回目
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となるんですが、そういうことではまたもや

そういう被害が何度も繰り返されるというこ

とで、もう少しきちっとした、雨風が入りに

くいような対応をできないかということを町

長会の方へ話はしてたんですが、まだ保険の

対応は決定してないということでございまし

た。そういう中で、柱とか梁とか板とかが水

を含んでいたる所にカビが生えると。それか

ら床がぶかぶかになったと、そういう状態で

ございました。そういう中で、地域の方々と

か、それから古玉議員からも「何とか早くし

てくれ」というようなお声を聞いているとこ

ろです。私どもも一刻も早い対策を施したい

というふうに思っていたんですが、保険の対

応がどうしてもまだ決定していないというこ

とでございました。

　それで、ようやく７月 13 日に決定はして

ないが、これ以上被害が拡大しないように処

置をとってほしいということで、県の町長会

から連絡があったということです。保険対応

は町長会で何らかの形で責任を持つというこ

とでございました。

　それで、７月 14 日でございますが、今度

はブルーシートではなく、強風に対応できる

そういうシート掛けを依頼して、経費につい

ては急ぐということで復旧事業費に含めるか

らということでお願いしたところです。

　その復旧事業については、仮に他の業者が

落札した場合、その経費を建設会社へ払って

もらうということでございます。

　そういうことで、屋根養生工事が、全体の

シート掛けに伴う屋根養生工事が８月５日に

完成しました。それで何とか一段落して、こ

れ以上雨風のひどい被害は及ばないような状

態と一旦なったわけでございます。

　それで、８月 11 日に町の工事業者の選定

委員会が開催されまして、制限付の一般競争

入札を実施することになりました。

　それで、９月１日に入札が実施されまして、

４社が応札しました。富山県内の建設業者が

落札候補者となりまして、総務課の事後審査

を終えまして、９月の７日に仮契約を締結す

ることができました。９月９日に議会の議決

をいただいたところでございます。

　その後、工事に着手し、順次 23 年度に予

定しておりました内部の小屋組工事を行って、

屋根にのっていた茅は全部撤去して、その後、

冬を凌ぐための仮の屋根の工事をして、23

年度の工事を終えたところでございます。

　一方、11 月下旬に、ようやく町長会の保

険の査定が確定しました。11月下旬です。

　12 月の 21 日に県町長会より保険の入金

があり、12 月 26 日、中間検査をしまして、

23 年度の工事費分を１月になって支払った

ところでございます。

　２カ年工事ということで、平成 23 年度は

小屋組工事と仮設屋根の設置です。24 年度

は雪が解け次第、仮屋根を一旦撤去して、茅

葺き屋根を設置すると。それから壁とか床が

相当傷んでいるものですから、そういう内装

工事を行って今年の積雪期までには何とか工

事を完成させたいというふうに思っておりま

す。そういうことでご理解をお願いしたいと

思います。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど説明、私も

同じものを持っております。この中で私、不

思議に思う部分、少しもう一度質問いたしま

す。

　まず、３月下旬、再調達価格の算出とあり

ますけれども、これは、要は復元のための見

積りという形でよろしいでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　再調達価格につい

てですが、今ほど古玉議員がおっしゃられた

とおりで、再建するのに、全体を再建した場

合、どれだけの費用がかかるかという、そう

いう価格でございます。この価格以上に、今

の修繕工事費がかかると、また保険上問題に

なるという、そういう意味でございます。
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○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　そうすると、私

ちょっとこれでいいのかなという思うのがあ

ります。というのは、まず、見積りを出した

業者、森田建設が見積りを出しております。

その後、森田建設によりブルーシートを掛け、

あるいは７月 14 日、強風に対応できるシー

トを掛け、これを依頼する。全て森田建設な

んですよね。そして、その後、復旧事業に含

めることとし、森田建設以外の業者が復旧工

事を落札した場合はその経費を森田建設に支

払う。これ、見積りの工事を７月中にやって

しまってることになるんじゃないんかなと思

います。それと、９月、入札９月１日の入札

で、入札落札業者、森田建設なんですよね。

自分で設計して自分で落として、途中の中間

の修理も全て自分でするという、これ我々の

世界ではあまりよくないことではないのかな

と。中間にもし修理をしたならば、６月議会、

いくらでしたっけ、平成 23 年度 15 節の工

事費で 3,565 万 8,000 円という予算をうっ

てあります。そんなだから先にした部分は支

払うのが当たり前でないのかな。落札した業

者からその分の金額をあとでもらう、これは

やっぱりやってはいかんことでないかなと思

うんですけど、いかがでしょうか。

○議長（坂井幸雄議員）　堀内教育文化課長

○堀内浩一教育文化課長　今ほどのご質問に

お答えいたします。７月にブルーシートがは

ずれて、強風、大雨に対応できるシート掛け

を何とかしたいというのは、必ずしも適切な

判断ではなかったという面はあるかと思いま

す。ただ、何度も何度もシートがはずれては

内部がその度に傷んでくるという中にあって、

どうしても早急に対応しなければならないと

いう中でこういう形になってしまったのかな

というふうに思っております。早く何とかこ

の施設を復旧したいと。それから、現在のそ

の傷み具合をこれ以上拡大しないように、止

めたいということで復旧工事費にあとあと含

めると、そういう形になってしまったもので

ございます。適切な対応とはいえない面はあ

るかと思いますが、どうしてもその時は早急

に対応していかなきゃならないということで

そういう形にさせていただきました。どうか

ご理解をいただきたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　あのね、やること

は別に決して悪いことじゃないと思います。

補修という形でね、濡らさないために積極的

に工事をする。それは分かるんですけど、な

ぜそのお金をそのとき支払わないのか。あと

の落札した業者に払わせるのかというのが、

これは中能登町でこういうことあるんですか。

こんなことやってるんですか。町長どうで

しょう。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　この旧観坊につきましては、

今お話もあったように 150 年経っておりま

す。また大変、石動山の一番とっぺによって

大変風の強い所でございます。この森田建設

というのは、前に藁屋根の崩落したときに、

そのときにとった業者でありまして、一番旧

観坊の基礎から上まで知っている業者でござ

います。そういうことで、150 年も経って

おりますからスポンジ状態のような木になっ

ておりますから、一日も早くとにかく養生を

しなければならない。そういう時にはやはり

一番知っている業者にお願いをしたと。それ

がたまたまどうしても土曜日ということで来

れなくて、地元の業者に何回かお願いをして、

そういう中で足場をかけて、そして養生をし

てもらっております。それが終わってしもて

おればその時にお金を払えばそんでいいんで

すけれども、ずっと継続をしておるために日

が経ったと。そのほかの建物につきましては、

そういうことは一切ありませんけれども、あ

くまでも文化財であり、一つの特殊なケース

であったということで、それと同時にずっと

足場そのものも継続しなければならんという
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ことで、一緒な仕事をしんならんわけであり

まして、あくまでも特殊な建物ということで

ご理解をいただきたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員

○８番（古玉栄治議員）　今ほど町長、文化

財ということで特殊というふうに言われまし

た。その通りなんですよ。150 年から 200

年近く経っている文化財で、大変特殊なもの

でございます。その文化財が、私、実は堀内

課長に早くしてほしいと電話したのは７月な

んですよね。その時に、実は行ってみたら、

もう屋根は何にも無く、下は水びたし。

○議長（坂井幸雄議員）　古玉議員、時間が

まいったので簡潔にお願いします。

○８番（古玉栄治議員）　質問じゃないんで

すけど。

○議長（坂井幸雄議員）　質問じゃなかって

も時間がきましたので、時間は 60 分という

ことで皆さん決めていただいていますので。

簡潔にお願いします。

○８番（古玉栄治議員）　それでね、民間で

したらこのような長いことはかかりません。

県の大事な文化財、守るためにどうすればい

いのかということを今後ね、もしこういうこ

とがあった場合には、より早い対応をしてい

ただきたいと思います。

　それともう１点、簡潔と言われますけれど

も、このようなバカな入札前に仕事をして、

入札の中からお金を払うような工事というの

は、今後あってはならんことでないかなと思

います。以上で終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　２番　笹川広美議

員

　　〔２番（笹川広美議員）登壇〕　

○２番（笹川広美議員）　皆さん、こんにち

は。まず、この３月をもって退職されます永

源参事兼総務課長、延川住民福祉課介護担当

課長には、これまで町政発展のためご尽力い

ただきありがとうございました。今後も中能

登町のためにお力添えいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

　今日、３月 21 日、春を告げる選抜高校野

球大会が開幕しました。きしくも、宮城県代

表石巻工業高校の選手宣誓は、「必ず私たち

は幸せになります」との幸福宣言として力強

く響き渡りました。ある著名な哲学者が「幸

福は励ましの絆から広がる」と述べておりま

す。それは、「民衆の励ましの絆がある限り、

いかなる災難も共に乗り越え、ともどもに幸

福と平和の社会をかち開いていけるからで

す」と語っておられます。

　被災地の復興に向けては、震災瓦礫の問題、

復興にあたる人材不足の問題など、政府の対

応はもとより全国の支援が必要とされており

ます。そして、被災地とともに全国で安全安

心の新たな防災体制を構築していかなければ

なりません。中能登町におきましても、本年

は是非、このことを念頭におき、強い決意に

たって町政にあたっていただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

　それでは、通告に従い質問いたします。１

つ目の質問、自治体クラウドの導入について

質問いたします。自治体クラウドとは、地方

自治体が使用している業務システムなどデー

タセンターに預け、クラウド上でサービスを

受ける環境のことです。今、全国各地で進展

しつつあります。自治体クラウドを推進する

メリットとして、まず、システム運用経費の

削減や業務負担の軽減を図ることができます。

また、データのバックアップが確保されるこ

とで災害に強い基盤構築ができることになり

ます。更に、将来的な行政の広域化に向けた

先行した事務統合ができることや、小さな自

治体でも大きな自治体と遜色のない行政サー

ビスを行うことが可能になります。今後の展

開に大きな期待が寄せられています。

　自治体を取り巻く厳しい財政事情、行政改

革への対応、更に煩雑な法改正への対応、多

発するセキュリティ事故など、行政情報シス

テムが抱える問題は早期に検討すべき重要な
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問題です。

　そこで、以下３点にわたりお伺いします。

１点目は、行政情報システムの運用は、今後

どのように取組んでいかれるのか、当町の方

針をお聞かせください。２点目は、当町にお

けるシステム運用経費は、年間どのくらいか

かっているのかお聞かせください。３点目は、

データのバックアップ、セキュリティはどう

なっているのかお聞かせください。

　以上、３点についてお答え願います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　笹川議員の自治体クラウド

の導入についての質問にお答えをいたします。

　まず、行政情報システムに対する当町の方

針についてであります。

　自治体クラウドにつきましては、平成 21

年度から総務省で実施をされた実証事業の結

果が公開されており、システム本体を庁舎で

はなく外部のデータセンターに置くことで

データ保持の面で災害に強く、運用管理労力

が低減できるとともに、参加する自治体間で

システムを共同利用することによりコスト縮

減ができることから、当町においても導入を

検討をしているところであります。

　しかし、一方で、ネットワーク障害に弱く、

ネットワークが切断した場合のバックアップ

対策がコスト上昇の要因になるほか、運用管

理が事業者任せのブラックボックス化してし

まうなどの課題を持ったシステムでもありま

すので、現段階での導入は時期尚早であり、

引き続き情報収集に努めてまいりたいと考え

ております。

　次に、システム運用経費の現状についてで

ございます。

　システム運用経費の現状につきましては、

システム保守に年間約 3,000 万円、制度改

革に対応するためのシステム改修に年間約

2,700 万円の運用経費がかかっております。

　現在使用しているシステムは、ライフサイ

クルを長くとり、コスト縮減に努めていると

ころでありますが、運用を開始してから既に

７年を経過をし、機器によっては部品の供給

が停止するなど、今後の機器の安定動作に不

安定があり、システム面でも、今後実施され

る社会保障・税番号制度などの大きな制度改

革に対応できないという現状にありますので、

平成 24 年度にシステム全般を更新するため

の予算を計上をしております。

　導入にあたっては、現在使用しているシス

テムと自治体クラウドの利点を取り入れなが

ら、最新の機器と技術を利用することでバッ

クアップ対策の強化、セキュリティの強化、

機器の集約による管理コストと消費電力の低

減を目指しますので、ご理解をお願いをいた

します。

　次に、データのバックアップ、セキュリ

ティへの取組みについてであります。

　データのバックアップにつきましては、機

器を冗長化し、毎日バックアップをとるとと

もに、保守の中で障害発生時に即時対応でき

る環境を整えておりますが、引き続きデータ

の保持に努めてまいります。

　また、システムの更新にあたり、事業者の

提供するシステムに対して、町独自の改修部

分を極力少なくすることで自治体クラウドと

同等のコスト縮減効果を見込んでおります。

　その効果を発揮するために、業務の見直し

が必要不可欠でありますので、さらなるセ

キュリティ強化を含めた業務改善に努めてま

いりますので、ご理解をお願いをいたします。

以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　大変高額なシステ

ムコストでありますが、このように経費のか

かる現在の業務システムを町長はどうお考え

ですか。今一度お聞かせください。

○議長（坂井幸雄議員）　永源参事兼総務課

長

○永源　勝参事兼総務課長　現在のシステム

は、先ほど町長の方からの答弁にもありまし
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たが、導入して７年が経過をしております。

そういう意味で、機器等の不足するものも出

てまいりましたので、新年度予算に全てを更

新するということで、現在予算計上をしてあ

ります。今後は、セキュリティ導入にあたっ

ては、現在使用しているシステムとそのクラ

ウドの利点の両方を取り入れながら、最新の

機能を持たせたものをしていきたいというふ

うに考えております。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　大変高額なコスト

がかかっているわけですけども、その点も踏

まえてしっかりと取組みが行われるとは思う

んですが、今回、自治体クラウドの導入検討

を前向きに行っていくという答弁でありまし

たけれども、まだまだまたこれもいくつか課

題もあると思われます。また、現在契約を結

んでいる既存システムの期限もあると思われ

ます。まず、自治体情報システムの問題点を

話し合い、これからの電子自治体のあり方を

検討、研鑚して改革推進に取組むクラウド準

備室なるものを立ち上げて、しっかりとその

対策を練り上げていってはいかがかと思われ

ます。そして、当町にとってよりよい業務シ

ステムの構築を図っていただきたいと考えま

すがどうでしょうか。町長のご所見をお聞か

せください。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　今もお話しましたとおり、

よく長所、短所を見比べまして、どれが一番

いいのか、委員会をつくるなり、そういうこ

とでありましたけれども、まず部内で検討し

て皆さんにまたお話もしていきたいと、そう

思いますのでよろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　ご答弁いただきま

したが、町民に喜ばれ地域を元気にするサー

ビス、そして安心安全に暮らせる災害に強い

まちづくりを目指し、地方から電子自治体の

未来を開く懸命な挑戦をよろしくお願いいた

したいと思います。

　それでは、２つ目の質問、安心の高齢社会

の構築を目指して、当町の取組みについてお

伺いいたします。

　先日、東京都では、一世帯あたりの人数が

1.99 人と、はじめて２人を下回ったとの発

表がありました。独り暮らしの若者の増加や

未婚化に加え、高齢者夫婦の一方が先に亡く

なる世帯が増えているとの分析です。今、地

域における高齢者の独り暮らし、また、高齢

世帯の増加は私たちの暮らしの大きな不安の

一つです。

　昨今、大都市での孤独死、さらには孤立死

が相次いであります。残念なことに、本年、

中能登町でも死後数日経って発見に至った孤

独死がありました。

　ある民間のアンケート調査で「あなたが最

も頼りたい人は誰か」との問いに、１番が近

所の人、次いで行政との回答があったそうで

す。地域の支え合いが何よりも求められ必要

とされる時代にあると感じます。

　そこで、まず１点目に、地域の見守り体制

の当町の現状と課題についてお聞かせくださ

い。

　更に、２点目として、緊急時の救急対応は

どのように行われているのか、現状と課題に

ついてお聞かせください。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　地域の見守り体制の質問に

ついてお答えをいたします。

　少子高齢化社会が進む中で、高齢者の所在

不明問題や孤独死など地域の中で人間関係の

希薄化が憂慮されている現状にあります。こ

れからも、高齢化の進行によって、高齢者の

人口や世帯が増加してゆくと見込まれており

ます。

　更には、生活上の不安や、独り暮らしの孤

立などの社会的孤立により、心身の健康に悪

影響を及ぼし、時には命の危険さえ生じるこ

とがあり、安心して暮らせる地域づくりがこ
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れまで以上に重要になってきております。

　住民が誰もが住み慣れた町で心豊かに、安

心して暮らすことができるまちづくりを実現

するためには、地域の人たちが互いに助け合

い、支え合うことのできる地域づくりが大変

重要であると思っております。

　石川県では、今年の３月に、地域の民間企

業の理解と協力を得て、「地域見守りネット

ワーク」を立ち上げ、子供から高齢者、障害

者も含めて地域での見守りをスタートさせま

した。

　当町においても、64 名の民生委員・児童

委員さんが地域福祉の先頭に立って活動され

ておいでますが、また、合併時より地域の民

生委員・児童委員、地区の役員や老人クラブ、

女性協議会、子供会などのボランティアで

「地域福祉推進チーム」を発足させ、高齢者

に限らず、地域弱者への見守りや支援を、町

内全域 50 の福祉推進チームで活動を行って

おります。

　これらの活動は、地域と行政や各種事業へ

とつなぐ大変重要な福祉の活動でございます。

　今後も、石川県や関係機関、関係部署と連

携を取りながら、地域の見守り体制の維持強

化に努めてまいりたいと思っておりますので、

ご理解をお願いをいたします。

　次に、救急対応についてでございます。

　地域への見守りや支援を進めていく中で、

緊急的かつ救急的な事態が発生した場合には、

関係機関との連携は不可欠であります。

　これらの救急対応といたしまして、高齢者

や障害者が安心して暮らせるために、各家庭

に設置している音声告知端末機器を利用し、

ボタンひとつで事前に登録をしていただいた

家族や支援者へ、町内無料電話や携帯電話に

メールが届く「ほっと安心サービス」や、ま

た、65 歳以上で独り暮らしの高齢者世帯や

高齢者のみの世帯に「緊急通報体制等整備事

業」による緊急通報装置として、ペンダント

式の送信機、感知器等を貸与し、急病や災害

等の緊急時に救急対応するなど、在宅高齢者

等福祉サービス事業を実施をしております。

　どちらの事業にいたしましても、緊急の連

絡先に、その地域に生活をする家族や支援者

が深く関わってまいります。

　誰もが住み慣れた地域で生き生きと安心し

て生活が送れますように、「互いに助け合い、

支え合う」活動を進めていきたいと考えてお

りますので、どうかご理解をお願いをいたし

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　地域の見守り体制

について再質問いたします。

　県の地域見守りネットワークでは、発足に

あたって活動内容が確認され、そして今後、

本格的な活動に向け研修が実施させるとのこ

とですが、当町の、先ほど町長が言われまし

た地域福祉推進チームでは、具体的活動が明

確化されているのでしょうか。更に、活動に

向けての研修は行われているのでしょうか、

お聞かせください。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

　　〔谷　敏則参事兼住民福祉課長登壇〕　

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　笹川議員の

再質問であります。

　地域福祉チームの研修、まず最初にそうい

うご質問であったかと思います。各地区にお

ける地域推進チームには、今、町長が答弁を

いたしましたように 50 チーム、町内にはご

ざいます。そして、その地域の中での組織を

さしていただいて、その中でいろんな活動を

していただいて、その地域の弱者、そういっ

た方について安全安心な生活を送っていただ

くための活動を推進していただいております。

　このチームに関するまとまった研修という

のは特に、まとまって研修というのはござい

ませんけれども、一番中心となる民生委員さ

んについては、その内容についていろんな勉

強会もしていただいております。その中で、
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全てについて反映をさせていただいていると、

そういった活動で行っていただいております。

　あともう１点、今、ちょっと聞きのがした

んですが、もう一度すいません。

○２番（笹川広美議員）　具体的な活動とい

うものがきちんと明確化になっているか。

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　具体的な活

動といいますと、その民生委員さんについて

は、各地区のそういったいろんなハンディを

もっておいでる方、その地域におかれる高齢

者の方、独り暮らしの老人の方とか、それか

ら障害をもっておいでる方については把握を

していただいております。そして、その方に

ついて必要なことがあれば、いろんな見守り

も含めて活動していただいている。それから、

今、先の町長にも発言をしていただきました、

答弁をしていただきましたけれども、石川県

でのそういう見守り体制、地域見守りネット

ワークが３月に立ち上がりましたけれども、

こういった内容につきましては、例えばその

新聞を配達しておいでる、そういった販売員

の方、購読をされている家庭が対象になりま

すけれども、そういった時に新聞が入ったま

まになっているとか、何日も滞っているとい

うような状況では、「何かあったのかな」と

いうようなことで、家庭の方を確認していた

だく。そういったことで、いろんな面のフォ

ローをしていただくということで、具体的に

はその地域を見守っていただくというような

ことで行っていただいておるところでござい

ます。以上です。よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　地域見守り体制に

ついて、更に質問いたします。

　昨年、当町で認知症の講演会が開かれまし

た。この講演会は、参加者全員が認知症サ

ポーターに認定される内容で、多くの町民の

皆さんの参加があり、関心の高さに驚きまし

た。私も参加させていただきましたが、認知

症の方に対しての理解が深まり、私たちが家

庭や地域でどのように触れ合っていくことが、

みんながより幸せに暮らしていけることにつ

ながるのかを学ばせていただきました。

　地域福祉に携わる方々だけではなく、地域

に暮らす誰もが高齢者に温かなまなざしを向

けることが大切です。そこで、認知症サポー

ターをはじめ、見守り支援の輪が町全体に大

きく広がるよう、全ての町民を対象にした研

修会の開催も是非、実施していただきたいと

思います。当町のお考えをお聞かせください。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　認知症のサポーターの関わ

りについてお答えをいたします。

　認知症は、現在 85 歳以上の高齢の方で４

人に１人と言われるほど、誰にでも起こりう

る病気であります。いつ自分や家族、友人が

認知症になるかわかりません。この認知症の

方へは、ちょっとした手助けがあれば在宅で

生活を続けることができます。偏見により、

本人や家族の方が苦しんでいることも珍しく

ありません。住み慣れた地域で安心して暮ら

せるために、地域の正しい理解と支援が重要

です。

　中能登町では、「認知症サポーター」を養

成をし、正しい理解とその家族を温かく見守

る支援を行うとともに、認知症に対する正

しい知識の普及啓発を行うため、平成 23 年

12 月 17 日に開催をされました「中能登町

地域支えあいフォーラム」で認知症講演会が

開催をされ、「認知症の方や介護する家族の

気持ちを理解する」と題して、認知症対応型

通所介護施設ゆいまーる管理者、加納　央氏

の講演をいただき、「認知症サポート養成講

座」を開催をし、190 名の方が受講をされ

ました。今後も高齢者認知症の正しい理解と

普及啓蒙とあわせ、見守り支援の充実に努め

てまいりたいと思っております。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　ただ今、町長の方

からは認知症の方の見守りということでお話
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いただきましたが、認知症の方に限らず、ま

た広く高齢者や、また、社会的弱者の皆さん

をしっかり支援できるような輪をまた広げて

いっていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

　２点目の救急対応における、ほっと安心

サービスや緊急通報体制等整備事業について

ですが、この対象世帯数、設置率、また、利

用頻度はどのくらいでありましょうか。また、

対象世帯であるのに、これらの町の対策を全

く利用していない世帯に対して、当町はどの

ように対応をお考えですか。お聞かせくださ

い。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　笹川議員の

再質問ですが、独り暮らし老人の緊急対応に

ついてお答えをさせていただきます。

　高齢者の緊急対応については、地域の見守

り活動の中で大変重要かと思われます。

　ある日突然持病の疾病に襲われ、救急車に

よる緊急搬送が必要になった場合、本人の

「病状に関する情報」が無い状態で病院へ搬

送を行わなければなりません。

　このような状況の中で、本人の氏名、生年

月日、血液型、通院情報、持病など本人情報

が早急に必要であり、常に備えておくことが

必要かと思われます。

○２番（笹川広美議員）　すいません、谷課

長。今、私の質問したのは、町が行っている

このほっと安心サービスとか緊急通報体制と

いうこのサービスを受けれる対象世帯数、ま

たそれを設置している設置率とかをお答えし

てくださいという質問であります。

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　はい、すい

ません。改めてお答えをさせていただきます。

ほっと安心サービスは、高齢者や障害者の方

が該当になってきますが、高齢者世帯は町内

で 1,604 世帯がございます。これは、本年

の１月１日の現在の把握世帯でございます。

このうち、ほっと安心サービス利用者、これ

は 44 件ございます。現状であります。率に

して 2.7％になるものであります。

　それからもう１点、緊急通報体制の関係で

すが、これは高齢者世帯が対象になるもの

でございます。これも先の高齢者世帯 1,604

世帯、これも同じく 24 年、本年の１月１日

現在の世帯ですが、うち利用者 36 件でござ

います。率にして 2.2％の利用率となってお

ります。以上でございます。

○２番（笹川広美議員）　更に、その対策、

町の対策を利用していない方々に対してはど

のように考えていらっしゃるかということも

あわせてお聞かせください。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　今、再質問の方で、

世帯数、設置率、そしてあわせてその対応を

利用していない、当町のそういう対策を利用

していない世帯に対しては、町はどのような

考えで臨んでいらっしゃるのかということを

あわせてお答え願いたいと思いますが。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　高齢者世帯

のうち、今お話をさせていただきました利用

者以外の方については、これを利用しなくて

も生活をしていただいておる。それで元気な

高齢者、元気な世帯ということで、いろんな

町としては勉強会というか、講演会、それか

ら、それは町では我々住民福祉課、それから

保健環境課の方でも保健センターの方でも、

いろんな皆さんを対象にいろんな勉強会、講

師を招いた講演会、そういったものを実施し

ております。その中でいろんな皆さんの動行

とか、いろんなものを勉強していただいて、

元気な生活を送れるような、それから元気で

いてもらうようないろんな知識、それから周

りの情報もお伝えをして、そしてより楽しい

生活、安全な生活を送っていただくための方

策として、町としていろんな面で協力をさせ
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ていただいておる、そういった現状がありま

す。よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　救急医療の現場で

は、秒単位の差が生死を分けることも少なく

ありません。一人のときに発作が起きたら具

体的な症状を伝えられず、適切な処置が受け

られないのではといった不安の声もあります。

独居世帯の増加への対応として、大切な命の

情報を伝える手段に救急医療情報キットが今、

全国的にも普及しております。重要な医療情

報をコンパクトに収納し、医療従事者に確実

に伝えるためのものです。これは災害時にも

有効活用が期待されるため、市町村単位で導

入を図り、救急医療体制との連携を更に強化

することが望まれております。県下では、津

幡町でも新年度、まず独り暮らしの高齢者全

員に配る予定だと聞いております。予算は

約 40 万円で、それ程経費のかかる事業では

ありません。当町におきましても、是非、同

キットの導入、配布を行い、より安心の地域

づくりを推し進めていただきたいと思います

がいかがでしょうか。お答え願います。

○議長（坂井幸雄議員）　谷参事兼住民福祉

課長

○谷　敏則参事兼住民福祉課長　ただ今、笹

川議員が発言をされたとおりであります。町

としてもいろんな面でお話をいただいたよう

に進めていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　今のご答弁だと前

向きに検討していっていただくというふうに

とらえてよろしいですね。是非、安心の高齢

社会の構築を目指して、きめ細かな行政の取

組みをよろしくお願いいたします。私たちも

地域ぐるみで温かい積極的な声かけを行って

いきたいと思います。

　最後に、少子化対策の更なる充実に向けて

お伺いします。

　当町の子育て支援は、子育て世代の若い夫

婦に大変好評で、他市町からの転入の大きな

要因ともなっております。地域の発展、活性

化をもたらすのは何よりも若者、そして子供

たちです。子供を安心して産み、育てられる

町、それが中能登町ですと、誇らかに語れる

まちづくりを杉本町長には更にお願いいたし

ます。

　そこで、不育症への支援についてお聞きい

たします。妊娠をしても流産や死産を繰り返

す不育症については、平成 22 年 12 月議会

でも私は治療のための相談体制や公費助成を

求めた質問を行っております。

　昨年 12 月、国は不育症に対する保険適用

を本年１月より実施することを決定しており

ます。大きな前進であります。しかし、毎月

約６万円ともいわれる治療費は、保険適用と

なっても出産に至るまでの負担はまだまだ大

きなものです。適切な治療さえうければ不育

症で苦しんでいるほとんどの女性は無事出産

することができるのです。子供を望む女性が

治療費の負担によってその望みが断たれてし

まわぬよう、町においても公費助成の実施を

強く求めます。町長のお考えをお聞かせくだ

さい。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　不育症の支援について、不

育症の治療費の助成についての質問にお答え

をいたします。

　平成 22 年の 12 月定例会一般質問ではお

答えをいたしております。その時点で、治療

費の助成については、石川県内では平成 22

年 10 月から能登町だけが開始をしておりま

す。

　更に平成 23 年４月からは、かほく市と能

美市が開始をしており、現在どの市町におい

ても支給の実績がないとのことでした。この

４月からは小松市が開始すると聞いておりま

す。

　中能登町でも、妊娠をされながらも出産に
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至らなかった方が、平成 22 年度では４名い

らっしゃいました。

　全ての方が不育症とは限りませんが、安心

した出産の観点からも長期にわたる医療機関

への受診で高額な治療費等の軽減につながる

よう、不育症と診断された方々を中心にご意

見を伺いながら実施体制を整備をし、治療費

の助成を平成 25 年４月を目途に行っていき

たいと思っております。

　また、不育症の方に対して相談機関や治療

内容などの情報提供や、精神的な支援も大切

なことで、引き続き実施をしていきたいと

思っております。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　笹川議員

○２番（笹川広美議員）　今、町長の方から

平成 25 年４月を目途に公費助成を実施した

いとの明快なお答えをいただきました。あり

がとうございます。是非、実現をお願いいた

します。以上で私の質問を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　ここで、４時 25

分まで休憩いたします。

午後４後 15分　休憩

午後４時 25分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　この際、本日の会議時間をあらかじめ延長

しておきます。

　次に、11番　岩井礼二議員

　　〔11番（岩井礼二議員）登壇〕　

○ 11 番（岩井礼二議員）　それでは、２点

について質問をいたします。

　まず、第１点目、道の駅について。

　町民に対し少しでも分かりやすい行政が大

切であることは言うまでもありません。振り

返ってみますと、旧町時代に鹿島バイパスが

開通した頃は、「大変走りやすい、立派な道

路ができたな」という町民の感想でありまし

たが、まさに通過しやすい、また考えてみれ

ば町民が町外へ出やすい、そういった利用の

仕方も心配される道路でもありました。

　その後、アルプラザ鹿島のオープンにより、

町外から人を呼び込む、そういう道路、そし

て交流人口の拡大に寄与する道路に切り替

わってきたなと、そう思います。

　町としても、町内外からも、大人も子供も

大きな目玉となったことは間違いありません。

今、ここに、鹿島バイパスを挟んで、その向

かいにもう一つ大きな目玉となる道の駅が、

平成 26年にオープンする予定でございます。

　今議会に、中能登町道の駅条例の制定が提

案をされております。名称は、「道の駅織り

姫の里なかのと」となっております。

　そこで、完成のあかつきには、是非とも町

民の皆さんが１人でも多く出品などに参加を

されて地産地消、そして新鮮で良いものを出

店できるよう期待をしておるものでございま

す。

　また、ある一面では、現在、定年を迎えた

後の大変元気なお年寄りが増えております。

そんな方々によっては、これまで家庭菜園と

して畑をしながら自分たちの身内、近所を相

手にして振るまいをされていた人が、今度は

このチャンスに仕事として、また、小遣い稼

ぎになる、そういった野菜、果物等の出品を

することにより、身体を動かすことにより健

康で医療費を抑え、元気に生活できることも

大きな目的の一つであると感じ歓迎をいたし

ます。

　先般、２月 19 日の生涯学習の集いではな

かったかと思いますが、その時のパネラーの

ひとりに古代米のはじめの会、谷会長さんで

したかね、その時に杉本町長が「肝煎で進め

る道の駅に大変期待をしております」といっ

た内容の言葉も耳にいたしております。

　以前に、議会も参加して、道の駅の研修視

察に岐阜県、また長野も跨いでいたと思うん

ですが、そのほかでの施設研修の中で「足湯

を売りにしている」という道の駅がありまし

た。説明では、足湯の効能として、出品する
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品物をその方が苦労して世話をし、その世話

をすませた後にゆったりと足湯につかりなが

ら、一般のお客もその足湯を使っとるわけで

すが、その方らと共に、お互いにいろいろな

情報交換や世間話をしながら疲れを癒し、そ

して、その後元気を出して楽しく次の出品に

意欲を持っている。そういういい事例を聞い

て、「ああ、大変いいことだなあ」と思って

聞いておりました。そのようなことを私だけ

ではなしに、参加した人が共にそういうこと

を感じている人も多かったと思います。

　そこで、先般、議会に示されました道の駅

のプラン、平面、立面、展開、パス、大変立

派なものを示されました。その計画を見ると、

足湯がありません。残念な気がいたしました

けれども、検討されたのかどうか。検討され

たとしたらどのような検討をされたのか。や

はり、一緒に研修に参加した人の期待もあり

ますので、その辺の経過をお聞かせ願いたい

と思います。

　そしてまた、道の駅、26 年オープンです

が、そこに参加しようとする人は準備が必要

であります。農地の状況、面積、そういった

ことの確保など必要であると思います。

　先般の全協でしたかね、会議で、諏訪議員

からもそのことを心配しての意見もありまし

た。「早く準備をするようにしないといけな

いぞ」といったことの指摘であったと思いま

す。

　そこで、一般町民の参加希望者はいつから、

どこで、誰にそういった内容を聞けるのか。

そして、そこに参加できることの条件、それ

から出店品目の種類、料金等について、そん

な詳しいことはまだ発表できない面もあろう

かと思いますけれども、いよいよ、今日もあ

の前を通ってみると鉄板を敷いて埋め立て作

業に入ってきたなということが、今日見まし

た。町民もどうなのかなということも気にな

ると思います。その辺をお聞かせを願いたい

と思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　岩井議員の道の駅について

のご質問にお答えをいたします。

　まず、足湯の設置についてのご質問ですが、

足湯は服を脱がずに温泉を手軽に楽しめるも

のとして、全国の温泉街の街角や公園、道の

駅など観光客が多く集まる場所に設置をされ

ています。

　道の駅に足湯を含めた温泉施設を設置する

ことで、一定の誘客が見込まれることから、

これまでも検討を行ってきたところです。

　しかし、設置にかかる費用や設置後のラン

ニングコストなど、施設運営に相当額の負担

が想定されることから、当町の道の駅では設

置を見送ることとして整理をしています。

　当整備では、地域振興施設やドッグランな

どによる魅力向上を図りながら、誘客に繋げ

ていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。

　次に、売場への出品参加希望者の条件と手

続きについてのご質問ですが、道の駅には農

産物などの地場産品の販売を目的とした農産

物販売施設を設置をいたします。

　この農産物販売施設は、中能登町をはじめ

近隣地域の農産物などの生産者や加工品の製

造者が施設の管理者に対し販売を委託する形

で運営することといたします。

　出品する際の条件としましては、農産物や

加工品などの商品を自ら生産、または製造す

る方で、施設の管理者との間に利用の登録ま

たは、販売の契約を行うことが条件となりま

す。

　手続きにつきましては、今後、施設の指定

管理者が決まり次第、指定管理者により出品

者の募集を随時行っていただくことになりま

すので、よろしくお願いをいたします。

　次に、出店品目の種類についてのご質問で

すが、出店品目については、中能登町を中心

に、近隣地域及び能登地域で生産される農産

物やそれらを使った加工品などになります。
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　出品される商品については、中能登町や能

登地域らしい地産地消にこだわった魅力溢れ

る商品とするとともに、食品衛生法などを遵

守した生産を行っていただくことにより、消

費者の安心安全に配慮していただきたいと

思っております。また、十分な商品管理を行

う必要があることから、指定管理者には出品

者の育成活動もあわせて実施をしていただく

予定であります。

　次に、出品利用料金についてのご質問です

が、出品者が道の駅に農産物などを出品する

場合は、販売手数料を支払っていただくこと

としております。

　販売手数料については、道の駅が地域産業

の振興を目的としていることを考慮し、適正

なものとする必要があります。

　具体的な金額や割合などについては、今後、

指定管理者を指定した後に、管理運営方法や

利用料金などについて協議を行い、正式に決

定したうえでご案内をすることとなるかと思

いますので、よろしくお願いをいたします。

詳細につきましては、また課長の方から答弁

をさせます。よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

　　〔広瀬康雄企画課長登壇〕　

○広瀬康雄企画課長　足湯の設置に関して検

討したかということで、少し経過をご説明し

たいと思います。

　足湯につきましては、道の駅の誘客施設と

して、道の駅の構想段階から先進事例の視察

などを行って、設置の可能性について調査を

してきました。

　足湯の設置事例としては、既存の温泉の源

泉をそのまま利用した施設や、源泉がない場

合は、温泉水を運搬して設置をしている足湯

がありました。いずれも町内の既存の温泉水

を利用した施設でした。

　当町には、既存の温泉がありませんので、

温泉を掘って整備するか、温泉成分が含まれ

る天平の里の源泉を運んで設置できないかな

ど検討をいたしました。

　しかし、温泉を掘るとなると多額の費用が

かかりますし、天平の里の源泉も湯量が余裕

がない状況でありました。

　そういうことで、更に設置にかかる管理費

用につきましても、視察先の事例では、年間

250 万円から 300 万円程度必要であると聞

いております。

　以上のことから、道の駅での足湯について

は、初期投資や設置後の維持管理経費など総

合的に判断した結果、設置を見送ることとい

たしました。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　岩井議員

○ 11 番（岩井礼二議員）　ただ今の答弁で

すが、足湯を設置することによって 250 万

円から 300 万円という数字を聞いて少し驚

いております。以前にも、この施設によって

税の無駄づかいにならないようにといった、

出費が多すぎるんじゃないかといった意見を

議員からも聞いたことがありますが、その説

明を聞けば納得をいたしました。

　そこで、指定管理者が決まり次第という言

葉がありましたけれども、前に何か覚え書き

で、ＪＡとの覚え書きという言葉も聞いたこ

ともありますが、そういうことになるのかな

という気もいたしますが、また町商工会でも

そういった会議をされたようなことも聞いて

おります。その辺を踏まえて、今後の動きが、

何月ごろに、多分こうなるだろうといったよ

うなことが分かれば聞かせていただきたいと

思います。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　岩井議員の指定管理者

の件について再質問いただきました。

　現在、農産物直売所がメインになる施設で

ございますので、能登わかば農業協同組合と

覚え書きを交わして内容とか、そういう進め

てきております。

　そういうことで、今後の内容ですが、道の

駅は中能登町の観光情報などを発信する拠点
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とするとともに、農産物などの地場産品の販

売を通じた地域産業の振興を目的としており

ます。

　特に、農産物の販売による地域農業の活性

化は重要な目的の一つであります。これまで

能登わかば農業協同組合と協議を進めてきて

おります。

　今回、３月定例会で、道の駅条例の制定に

ついて議決を賜わりまして、次の６月定例会

議会では指定管理者の指定についての議決を

お願いしたいというふうに思っております。

その後、指定管理者と協定を締結して、農産

物販売施設への出品などに関して正式に、協

定を結んだあとに皆様方にご案内させていた

だくことになろうかという、そういう予定で

ございます。

　なお、商工会につきましても、現在、地域

振興施設のプロジェクトチームには入ってい

ただいております。そこで商業部会も含めて

指導員も含めて会議に参加していただいてい

ます。そういうことで、商工会の関係する方

についても何らかの関わりをもっていただき

たいということで視察等も一緒に行ってくれ

ますし、今後とも協議は入っていただいてお

りますので、何らかの具体的な動きがあれば、

その会議の中で意思表示されるかなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（坂井幸雄議員）　岩井議員

○ 11 番（岩井礼二議員）　一般町民が参加

する、商工会会員でもない、ＪＡの組合員で

もない方が参加する。その時には窓口、そう

いったものが多分、ＪＡ能登わかばになるの

ではないかなと思います。もし、違っとった

ら首横に振ってください。

○議長（坂井幸雄議員）　広瀬企画課長

○広瀬康雄企画課長　出店される利用登録、

またテナント等の登録につきましても、指定

管理者が募集を行うことになります。指定管

理された指定管理者のもとで募集や出店契約

が結ばれることになります。

○議長（坂井幸雄議員）　岩井議員

○ 11 番（岩井礼二議員）　分かりました。

とにかく、地産地消に寄与をして医療費、健

康保険料の減少にも寄与する。そして、向か

いにあるアルプラザと良い意味での競合によ

る相乗効果、交流人口の増加、しかも賑わい

の創出に寄与されるように期待をいたします。

そしてまた、税の無駄づかいの指摘を受けな

いように指定管理者、駅長の資質によって大

変、変わってくると聞いておりますが、有効

な施設として町民に喜ばれる施設となるよう

期待を申し上げておきます。

　次に進みます。古民家設置条例について。

　これは、小田中、稲邑さんのご厚志を受け

て再生することに寄付者も大変に感謝をして

おられるのではないかなと推察をいたします。

地域の活性化に賑わい空間の創出のため寄与

することが寄付者に対してのお返しではなか

ろうかと思います。

　そこで、その使い方ですが、なるべく多く

の方に使っていただけるようにしていただき

たいと思います。金沢に旧県庁を迎賓館とし

て、盛んにいろいろニュースになっておりま

すが、ああいった扱いでは全く、中能登町で

はああいうことは通用しないので、いかに気

楽に使っていただけるかなということの一つ

に、やはり自分の趣味の発表会とか、作った

ものの展示会とか、そういったものにも大い

に使っていただきたいと思います。

　やはり、発表会をすれば、そのあとの懇親

会、反省会がつきものだと思います。従って、

それには飲食も伴うこととなるかと思います。

また、かりに着物の展示みたいなことをした

時には、やはりその品物の夜の番をするのに

ついて宿泊するようなことも考えるかと思い

ます。そういったことも踏まえて、どのよう

に町民に使いやすくしていただけるか、その

辺の意気込みをお聞かせ願いたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長
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○杉本栄蔵町長　古民家条例についての質問

にお答えをいたします。

　ご質問のありました古民家は、小田中地区

にあり、北陸特保の「あずまや」の建物であ

ります。

　この小田中地区から福田、高畠、小金森地

区にかけて今もなお、宿場街道としての面影

が残っており、あずまやの家と町屋の家が混

在をして建ち並び、その通りの途中には、親

王塚古墳や旧御祖村役場として利用されてい

た、現在では「ちょうちん」を製作している

建物、そして様々な商店が今でも宿場街道沿

いに営業されております。

　このことから、この古民家の改築は、中能

登町の歴史に触れる機会のひとつとして大変

有意義であり、これから多くの皆様に活用し

ていただきたいと思っております。

　そこで、ご質問がありました飲食につきま

しては、お弁当や缶ジュースなどの飲物を持

ち込まれて休憩されることは可能ですので、

利用される皆さんで工夫をされ、宿場街道の

「にぎわい」を演出をしていただきたいと思

います。

　次に、古民家での宿泊についてのご質問で

すが、古民家の改築にあたっては、交流拠点

や芸術の振興として大いに利用をしていただ

きたいのですが、この施設の周辺には一般住

宅が隣接をしていることから管理の問題もあ

り、現在は午前９時から午後 10 時までの利

用をお願いをしたいと考えております。

　ご質問にありました宿泊については、様々

な法律の規制もあり、関係機関と協議をしな

がら慎重に対応していかなければなりません

が、この小田中の古民家が完成することによ

り、町の迎賓館としての活用や、能登の里山

の暮らしを象徴する建物としての活用、「ま

ち歩き」の拠点や、作品展示や講演会、芸術

家の創作の活動の場などの交流拠点としての

活用など多くの活用法が考えられます。

　多くの皆様に古民家の落ち着いた空間を生

かした利活用をお願いをしていただきたいと

考えております。

　なお、芸術活動などの創作活動で使用する

場合などで、夜 10 時以降も使用したいとの

申し出があった場合は、使用時間の延長をす

ることなどを対応をしていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　岩井議員

○ 11 番（岩井礼二議員）　ただ今、町長は

宿場街道という言葉を出されましたが、以前

に子ども大名行列があの街道で開催されまし

た。10 年間続きました。もう 20 年ぐらい

前かなと思います。大変その頃、宿場という、

大名行列ということに参加した子供たちは、

故郷を忘れないで、小学生が相手でしたので

学校、大学を卒業しても故郷を忘れないでま

た帰ってきてくれる者も多いんじゃないかな

という期待も寄せていましたが、そういった

子供も今、現在おるようでございます。そう

いった町並みを大切にして、町並みに昔から

の家が何軒か、今はかなり弱ってきておりま

すけれども、言わせる人に言わせると、「ま

だまだ土台、柱、大丈夫や」と言ったような

ことも聞きますので、また町並みの再生に寄

与できるように期待をいたしたいと思います。

　そして一つ、逸話として申し上げますけれ

ども、前に旧の志雄町ですね、志雄町に今、

参天製薬が進出してかなりになりますけれど

も、参天製薬が進出しようか、どうしようか

といって相談に来ている時に、当時の松井町

長でありましたが、その参天の社長、執行部

との会合の場所を、通常なら和倉温泉といい

たいところですが、あそこにある岡部家とい

う昔からの旧家が今でも史跡として残ってお

ります。その岡部家を活用して接待をして誘

致に成功したといったような実話もあります。

そういったことも頭において、また今後、活

用していただくことを期待を申し上げて、一

般質問を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、５番　宮下
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為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕　

○５番（宮下為幸議員）　それでは、最後に

なりましたが、２つの質問をしたいと思いま

す。

　４月には、介護報酬、診療報酬の同時改定

が行われます。導入から 10 年以上経過しと

るわけですが、介護保険制度の改革論議が昨

年 12月、国会でも審議されました。

　そういう中で、介護報酬改定についてを聞

きたいと思います。

　まず１番目に、65 歳以上の高齢者の保険

料は。２番目、町での介護サービス提供体制

に対する改革は。３番目、サービスの裏付け

となる財源の負担を公平化することは。４番

目、介護職員の処遇改善は。５番目、介護予

防の取組みはを聞かせていただきたいと思い

ます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　宮下議員の質問にお答えを

いたします。

　まず、65 歳以上の高齢者の方の介護保険

料につきましては、介護保険事業計画等策定

委員会で検討をいただき、介護保険報酬の改

定や認定者数の増加による給付の増加見込み、

地域密着型介護老人福祉施設や小規模多機能

型居宅介護施設の施設整備のため、保険料の

基準月額を「5,400 円」とすることが必要で

あるとの答申をいただきました。

　保険料の改定は、被保険者の皆さんに大変

な負担をおかけすることになりますが、介護

サービスのニーズに応えるためであり、ご理

解をお願いをいたします。

　次に、町での介護サービス供給体制に対す

る改革につきましては、介護保険サービスを

利用するためには、要介護認定を受けていた

だく必要がありますが、町に認定申請をして

いただきますと、町職員が自宅訪問をし、本

人や家族からの心身の状況について聞き取り

調査を行います。あわせて、かかりつけの主

治医からの意見書を提出をしてもらい、それ

らをもとに保険、医療、福祉の各分野の専門

家を委員として構成する介護認定審査会で審

査・判定をされます。

　要介護認定を受けられた方は、居宅介護支

援事業者のケアマネージャーに依頼をし、そ

の方の状態に応じたケアプランを作成をして

もらい、介護サービスを利用することになり

ます。

　次、現在、町内の居宅介護支援事業者のケ

アマネージャーは４事業者で８名、町包括支

援センター職員６名でありますが、ケアプラ

ンの作成依頼は、町外の事業所のケアマネー

ジャーに依頼することも可能となっておりま

す。

　ケアマネージャーは、保険・医療・福祉の

実務経験者で、県が実施をする実務研修受講

試験に合格をし、実務研修の過程を修了する

ことで県に登録をされ、ケアマネージャーと

しての業務を行います。

　要介護者等が可能な限り、住み慣れた地域

で自立した生活を送り、適切なサービス提供

を行うことは、介護給付の抑制にもつながる

ため、各種研修等を通じてケアマネージャー

の資質向上を図っていくこと。また、民生委

員さんをはじめとした地域の支援者と介護保

険事業所の関係者が連携をして、要介護者を

支えるための体制づくりに努める必要がある

と考えております。

　介護報酬の改定にあたり、サービスの裏付

けとなる財源の負担の公平化を図るための施

策に関しましては、介護サービスを利用した

際、費用の１割が利用者負担となり、残りの

９割が介護保険から給付をされます。

　介護保険分の負担割合については、国が

25％、県と町がそれぞれ 12.5％で、40歳か

ら 64 歳の第２号被保険者が 29％、65 歳以

上の第１号被保険者が 21％を負担すること

となっています。

　65 歳以上の第１号被保険者の保険料につ
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いては、町で定める保険料率により算定をさ

れ、所得段階別に６段階の保険料設定を行っ

ており、低所得者の負担に配慮した設定とし

ておりますので、ご理解をお願いをいたしま

す。

　次に、介護職員の処遇改善につきましては、

前回の平成 21 年４月の介護報酬改定で、介

護職員の処遇改善に向けて、報酬が３％引き

上げされていることに加え、他業種との賃金

格差をさらに縮め、介護が確固とした雇用の

場として成長していくように、介護職員１人

当たり、月額で約 15,000 円の介護職員処遇

改善交付金が事業者に交付されているところ

であります。

　この介護職員処遇改善交付金は今年度末で

終了となりますが、今回の平成 24 年４月の

介護報酬改定において、この介護職員処遇改

善交付金相当分を介護報酬に組み入れ、1.2％

のプラス改定とされるところであり、より一

層、介護職員の処遇改善に役立たせることに

期待をするものでございます。あと、担当課

長から詳細について説明をさせます。よろし

くお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　延川住民福祉課介

護担当課長

　　〔延川しのぶ住民福祉課介護担当課長登

壇〕　

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　介護

予防の取組みにつきましては、要介護状態に

ならないように、町ではいくつかの介護予防

事業を行っておりますので、ご説明を申し上

げます。

　一次予防事業における高齢者サロンは、身

近な集会所などを利用して、町内 33 会場で

開催し、自主的活動を目指して閉じこもりや

認知症予防に取組んでいます。今年度は、２

月末現在、576 回開催をして、延べ 8,115

人の参加がありました。

　町内の入浴施設３会場では、健康運動士に

よる「はつらつ運動教室」を月１回ずつ開催

し、運動効果の普及啓発や実践の推奨を行っ

ております。

　１人でも多くの皆さんに、介護予防の取組

みに関心を持っていただくために、介護予防

教室を開催し、年約 30 会場で 500 人近い

方々が受講されています。

　また、今年度は、広く一般住民の皆様を対

象に、介護予防の大切さを知っていただく

ために、「介護予防シンポジウム」を開催し、

190 名の皆様に参加をいただきました。

　二次予防事業では、高齢者の皆さんに、３

カ月間重点的に筋力アップ運動の実施をして

おり、寝たきり予防に努めております。

　要介護認定を受けられた皆様には、心身機

能の改善や生活行為を向上させるために理学

療法士、作業療法士によるリハビリを行って

おります。

　しかし、高齢者及びその家族が専門的なリ

ハビリのみに頼るのではなく、生活に主体を

置いたリハビリに関心や意欲を持っていただ

くことが重要であり、その知識の普及も必要

と考えております。

　一方、健康で活動的な高齢期を送るために、

若い頃からの生活習慣病の予防や介護予防の

取組みが大変必要であると思います。

　町では、年々、認知症高齢者が増加してお

り、それに伴い認知症予防の取組みが重点課

題となっております。

　新年度も引き続き認知症予防に関する講座

や講演会、相談会による知識や実践方法の普

及啓発、また運動を中心とした教室を開催し

て、高齢者の皆さんが自主的に介護予防に取

組んで、健やかに暮らしていけますよう支援

していきたいと思っております。以上でござ

います。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　先ほど、町長は医

療と介護の連携はというとこで、お医者さん

にということを言われましたが、例えばデイ

サービス、デイケアで、そのデイサービス、
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デイケアの違いを教えてください。このデイ

ケアとデイサービスの中で、例えば、ケアマ

ネージャーがケアマネジメントをして、しっ

かりとケアマネが医者の指示のもとにきちっ

と認定、要支援１、２の人なりに、例えばリ

ハビリとかそういうものをきちっと教えとる

かどうかということです。その辺、ちょっと

お願いしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　延川住民福祉課介

護担当課長

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　宮下

議員の再質問にお答えをいたします。

　医療との連携につきましては、在宅介護を

推進していくうえで、医療と介護の連携はと

ても重要なことと考えております。現状とい

たしましては、個々の在宅療養者の支援を通

して、町内の医療機関とケアマネージャーが

訪問や電話、メールなどで情報の提供や医師

からの指示を受け、介護保険や町福祉サービ

スを調整するなど、ご本人及び家族が安心し

て在宅介護ができるように連携を図っており

ます。

　また、平成 12 年度より町内の開業医を中

心としたネットワークづくりとして「あじさ

い会」が結成されており、定期的に健診会を

開催し、ケアマネージャーと関係機関のお互

いが顔が見える関係づくりを目指しておりま

す。

　また、デイサービスとデイケアの違いにつ

きましては、まず、デイサービスとは、在宅

で介護を受ける高齢者の方に日帰りで食事や

入浴、介護予防プログラム、レクリェーショ

ンなどを提供するサービスで、外出の機会、

社会的な交流、家族の負担軽減が主となって

おります。デイサービスは医師の指示がなく

ても利用できるものであり、あくまでも生活

のリハビリを行うものでございます。それに

対してデイケアは、身体機能の回復、痴呆の

軽減など、リハビリ目的のサービスで、この

リハビリは医師の指示のもとに行われるもの

であり、理学療法士や作業療法士がリハビリ

を担当しております。

　町内では、なごみの里鹿島、通所リハビリ

テーション事業所いきいきがデイケアサービ

スを行っております。以上でございます。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　今、通所リハビリ

のことを言われましたが、いきいきというと

こはそこの、いきいきの何とかの里のとかと

いう所にありますね。あそこには私、12 月

の終わりにインフルエンザの注射を打ってき

たんですよ。そしたらデイケアとデイサービ

スがあるわけですね。ケアとサービスがあり

ます。ケアでは、お医者さんがおいでて主治

医のもと、通所リハビリステーションてなっ

とるもんですから、通所リハビリ、通所リハ

ビリステーションか、何かそういう名前に

なっとるらしいです。見ていても、そこで介

護１から５ぐらいの人が沢山おいでとるわけ

です。ただその５という人は分かりませんけ

れども、１から４ぐらいの人がおいでとりま

した。その理学療法士、ＯＴの人が廊下を連

れて歩いて、歩かせておいでましたが、確か

にあれはデイケアの中でやっていると。ただ、

デイサービスの中でもそういう例えば、機能

訓練とかそういうのはできないんですか。デ

イサービスの中で。

○議長（坂井幸雄議員）　延川住民福祉課介

護担当課長

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　デイ

サービスは、先ほども申しましたが、生活リ

ハビリが目的で、医師の指示がありません。

日常的な生活を送るリハビリがもととなって

いますので。デイケアの方は脳疾患などの方

に対していろいろ機能回復をやっていますの

で、目的がそれぞれ違っていますので同じ内

容をやるということはできないと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　デイサービスは、

個別的な機能訓練をやっているのは分かるん
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ですが、例えばそこで、そこへ来ておいでる

人もかかりつけ医がおると思うんですよ。そ

ういう人とケアマネージャーと話して、例え

ば、今の本当は老健施設だけじゃないと作業

療法士とかそんな人は来られないかも分かり

ませんが、ただその町職員にもそういう作業

療法士、理学療法士、言語療法士とか、そう

いう人を是非、私はこれからいろんな面で介

護予防に対してやっぱり必要やと思うんで

すよ。だから、職員の中でも、そういう人

を是非、これから理学療法士、介護士ばっ

かりじゃなくて、理学療法士とか作業療法

士、やっぱりそういう人は必要やと思うんで

す。そうせんと、これから町の、町長がいつ

も言うておいでる「福祉の町」だということ

で常々言うておいでますので、やっぱり日本

一の、本当は福祉の町にしていただきたいな

と私は思うんです。そういうことで、そうい

う療法士を是非、今後、入れていただきたい

なということを思います。これは町長にあと

から答弁を求めます。

　それとですね、その介護予防ですが、私は

介護予防としては、今、高齢者の方が 70 代、

高齢化の人が介護予防、一生懸命サロンとか

教室とかやっておいでるんですが、私は是非、

30 歳代、40 歳代、50 歳代、60 歳代の方に

もやっぱり介護予防をしていく必要があると

思うんです、これからは。今、町の介護予算

は、今年の予算は 10 億、19 億か、19 億円

の予算になっておりますが、年々これは高く

なっていきます。現在、現在というか、今現

在でも日本の介護予防にかかっとる人は５百

何十万人おるらしいです。それがまた 10 年

後なれば、今の団塊世代を迎えて、多分に

して 1,000 万人近くなると思うんですよね。

だから、福祉の町を目指すときには、その年

代別に介護予防を推し進める必要があると思

うんです。

　例えば、30 歳代だったらですね、今、30

歳の方は、筋肉まだありますけど、これから

筋力が低下していくわけです。その筋力を筋

トレとかやって代謝を良くしてかって、要す

るに身体づくりをする。40 歳の人は、肥満

的にこれからなっていきますので、これは有

酸素運動、水泳とかウォーキングとかそうい

うことをしてやっていく。50 歳代は 50 歳

代で結局、軽めのウォーキングとかをやって

いく。60 歳の方はあくまでもウォーキング

で足腰をゆっくりゆっくり歩いて鍛えていた

だく。やっぱり介護予防のことについては、

やっぱり足腰が弱ると一番介護にかかる、要

支援１、２になると思うんです。やっぱり一

番、１、２にならないで、自分で１、２の人

が自立をして、介護予防をやって自立して

かって普通の生活に戻るというような取組み

をしていかないとダメやと思うんです。その

辺について、ちょっと町長と延川さんにお願

いしたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　今、デイサービス、デイケ

アについての違いとを説明をいたしましたけ

れども、今、デイサービスですとひまわりで

あります。在宅の方で通っておいでます。そ

ういう中に、今、リハビリを入れられるかと

いえば制度上も無理でないかと思いますし、

また、人数的にもそんな方々が１日に入れる

人数を世話をしておいでる。その中でリハビ

リの方ということになれば、また、そんな方

を入れてしなければならんがでないかなと、

そんな思いでおりますし、それが可能なのか

どうなのか、もう一度制度上でちょっと調べ

てみまして研究をしていきたい、そう思って

おります。大変、介護予防、ちょうど５期に

なりましたら、ちょうど倍ほどになりまして、

これからまだまだ増えていく中で、どうすれ

ば健康で安心して暮らせるまちづくりができ

るのか、みんなで支え合っていきたいなと、

そう思っております。またご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　延川住民福祉課介
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護担当課長

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　町で

は、平成 22 年に要介護申請者の要介護とな

る原因について集計をいたしました。その結

果、第１位が認知症、第２位が脳血管疾患、

第３位が骨、関節疾患という結果になってお

ります。また、今年度、介護保険事業計画策

定のために、高齢者の皆さんにアンケートを

実施しました。アンケートを実施して関心の

ある予防についてアンケートをとりました。

その結果、第１位が仲間づくり、第２位が口

腔機能の向上、第３位が先ほどおっしゃって

いましたけれども足腰の衰えの予防が上位と

なっております。このような現状により、町

では介護予防に関する取組みは多種多様にあ

ると思っております。町民皆様お一人お一人

が若い頃から生活習慣病の予防を含めた介護

予防に関心をもっていただいて、ご自分の生

活習慣を見つめ直し改善していくことが最良

なことだと思っております。またよろしくお

願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　先ほど、諏訪議員

の答弁の中で、特養ホームについて町長が少

し話をなされましたが、あそこで、特養ホー

ムの増床ですね、そういうのはこれから今後

考えられるのかどうか。今、どこでも満所状

態で、訪問リハビリを受けとるような老健施

設も全部、訪問リハビリをしているというよ

うな状況なので、その辺、特養ホーム鹿寿苑

ではどのように考えておいでるのか。

　それと、その特養ホームで作業療法士とか、

それはできないのかどうか。機能訓練強化は

していると思いますが、その辺、特養になっ

てくるとできないのか、どうか。ＯＴとか作

業療法士とか、これから入れられるのか。た

だ、この特養ホームには、かかりつけ医の医

者が常駐していないかも分かりませんが、か

かりつけ医の方がおいでると思うんですよね。

その辺、これから今後、どうなっていくのか

をちょっと聞きたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　今、介護保険の、先般答申

をいただきました中に、29 床を平成 26 年

につくるという提言をいただきました。県の

いろんな相談の中から、今の中能登町の現状

ではそれがいいんではないかというようなこ

とで、26 年に向けて、30 床ですとなかなか

一つだけ、29 床ですと採算もあわんという

ようなことで、できれば今、鹿寿苑で、横に

地面がありまして、そこを今、補助整備前に

1,000 坪ほど買わしていただいて、そして道

路を挟んでそこに新しく 29 床の建物を建て

て入っていただければと、今そう思っており

ます。これも今、介護保険料金とともに、今、

提出してありますので、23 日に予算が通っ

たあとでまた皆さんと相談をしながら進めて

いきたい、そう思っております。これも 29

床までですと町で全て運営も、それから入る

人も町の人だけでいいそうでありますので、

それに向けて進めていきたい、そう思ってお

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　延川住民福祉課介

護担当課長

○延川しのぶ住民福祉課介護担当課長　先ほ

どの特別養護老人ホームでリハビリができな

いかということなんですけれども、この特別

養護は常時介護が必要な方、かつ自宅で生活

が難しい方が対象となっており、終始にわ

たって援助を行うのが特別養護老人ホームで

す。

　先ほどのリハビリの件は、介護老人保健施

設、町内ではなごみの里になりますが、こち

らでリハビリを中心とした医療サービスを提

供しておりますので、在宅復帰を目的にいろ

いろリハビリをやっております。そこには看

護師、介護職員に加えて医師、理学療法士、

作業療法士などがリハビリを行っております

ので、そういう目的の方は介護老人保健施設

を使っていただければよいかと思っておりま
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す。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　それでは、分かり

ました。次の質問に移りたいと思います。

　町内施設の耐震化について、各公共施設の

耐震化はどうなっているか。住宅建築物耐震

改修促進事業はどういうような進捗状況かを

聞きます。

○議長（坂井幸雄議員）　杉本町長

○杉本栄蔵町長　町内施設の耐震化について

の質問にお答えをいたします。

　建築物などの耐震基準につきましては、昭

和 56 年の建築基準法改正に伴いまして、新

耐震基準が定められております。それ以後に

設計、建築をされました建物については、耐

震化がクリアされております。この、新耐震

基準以前に設計、建築された建物において、

耐震化が必要になるものであります。

　町内の主な公共施設での耐震化状況ですが、

学校施設では、これまで計画的に耐震化工事

を進め、今後の小中学校統合も含めまして、

耐震化は全てクリアする予定であります。

　その他の施設では、昭和 56 年以前に建設

をされました鹿島庁舎や鹿西庁舎、天平の里、

鹿島体育館など、新耐震基準を満たしていな

い施設もあるのが現状です。

　このため、まず、町内公共施設の統廃合の

検討を順次進めて、今後、維持する必要のあ

る施設については、計画的に耐震診断、耐震

化工事の実施を図り、安全で安心したまちづ

くりを早期に進めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解をお願いをしたいと思いま

す。

　もう１点、このため、今後、どう対応をし

ていくのかということかと思います。そうい

うことでございます。詳細につきましては課

長から説明をさせますのでよろしくお願いい

たします。

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　住宅建築物耐震改

修促進事業についてのご質問にお答えをさせ

ていただきます。

　将来、発生が予想されます東海、東南海、

南海、首都直下型地震などによる、大きな地

震被害が危惧されている状況を受け、国は被

害の軽減を図るため「建築物の耐震改修の促

進に関する法律」を平成 17 年に改正し、住

宅・特定建築物の耐震化率を 90％にするこ

とを目標に掲げております。

　また、平成 19 年３月 25 日に発生をいた

しました能登半島地震では、最大震度６強の

強い揺れが生じ、当町におきましても、ケガ

をされた方３名、家屋の全壊３棟、半壊７棟、

一部損壊1,959棟の大きな被害を受けました。

　町といたしましても、国の法律改正や能登

半島地震を教訓として、平成 20 年度に一般

住宅の耐震化を促進するため、普及啓発資料

として、改修モデルプラン、耐震改修の知識

等を記載したＰＲパンフレット「耐震補強の

すすめ」を、また、本年度は「地震防災マッ

プ」を全戸配布いたしております。

　更に、助成制度では、平成 20 年度に「耐

震診断モデル事業」を創設し、耐震診断に対

する助成制度を実施いたしております。

　また、平成 21 年度からは「中能登町既存

木造建築物耐震改修等補助事業」を制度化し、

耐震診断・耐震改修工事費に対する助成をス

タートし、耐震化の促進を図ってきたところ

でもあります。

　しかしながら、耐震改修の工事費が高額と

なるため、助成制度の利用が大変少ない状況

となっております。

　昨年３月 11 日に発生いたしました東日本

大震災でも、大変多くの家屋が被災をされて

おります。

　このため、先の予算審査特別委員会でもご

説明させていただきましたが、平成 24 年度

より新たに耐震設計にかかる費用にも助成制

度を設けるとともに、耐震改修工事費への助

成につきましても、これまでの 60 万円から
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120 万円に大幅に引き上げ、耐震改修の促

進に取組んでまいりたいと考えております。

　あわせて、助成制度の変更を周知するため、

広報、ホームページ、チラシ等を作成し、町

民の方々に住宅の耐震化の促進を図ってまい

りたいと考えております。ご理解のほど、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　公共施設の建物で

すが、体育施設も含めて、それと社会教育的

なラピアとか、そういう所の施設はどうなっ

ているのか。耐震基準値を満たしているのか

どうか。その辺を聞きたいと思います。

　それと、この住宅建築物の耐震化促進事業

は、今、助成費が 60 万円から 120 万円う

たれるということで、今年度は 304 万円うっ

たるわけなんですが、昨年は要望がなかった

ということでそのまま繰り越されていました

が、昨日、テレビでやってましたのを観てい

ましたら、石川県のこの耐震化、スパンが短

かくなってきているので地震に対する家の住

宅の、低層住宅の改築が遅れていると。二十

何パーセントしかやってないということを昨

日のテレビで、ＮＨＫか何かでやっていまし

た。その辺を踏まえて、本当にこれ、町民の

皆さんに地震というスパンがだんだんだんだ

ん短かくなってきているもんですから、その

辺を周知、本当にこれから、今、広報を通じ

てさらりと言われましたが、本当に効果ある

ことをやっていただきたい。その辺もう一回、

高橋課長に聞きたいと思います。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

○議長（坂井幸雄議員）　高橋土木建設課長

○高橋孝雄土木建設課長　宮下議員の再質問

にお答えをいたします。

　当町の耐震化率、56 年以後に建てられた

住宅、平成 18 年度末時点、ちょっと古い

データですけど、その時点では、41％の耐

震の住宅というふうになっております。それ

をですね国の方でも 90％に近づけたいとい

う法律改正に基づいた事業の趣旨でございま

すので、今後とも引き続きＰＲに努めてまい

りたいというふうに思っております。

　それからもう１点、体育施設等の耐震化に

ついては、生涯学習課長の方でお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　平岡生涯学習課長

○平岡　保生涯学習課長　宮下議員の再質問

についてお答えいたします。

　町内の生涯学習施設、体育施設についての

耐震化についてはどうかというご質問でござ

います。

　現在、町内の生涯学習施設で新耐震基準と

なっていない施設につきましては、鹿西公民

館、それと公民館に併設されています旧保健

センターろくせい、また、体育施設につきま

しては、鹿島体育センター、励志館、鹿西武

道館、鳥屋体育館で、いずれも昭和 56 年以

前に建設された施設でございます。

　宮下議員申されましたラピア鹿島、カル

チャーセンター飛翔、ふるさと創修館等につ

きましては、新耐震基準で建設されています

ので耐震化についてはクリアされておるとい

うことでございます。

　新基準がクリアされていない施設でも、現

在も数多くの方にご利用されている施設も多

くあります。建設年度も相当古く、老朽など

によりまして存続が難しい施設もあるのが現

状でございます。

　このため、今後の対応といたしまして、ま

ず同じ目的で利用されている施設や老朽化施

設などの統廃合、また地域の利活用を含めた

町全体的な施設利用計画などを検討しまして、

今後、存続必要な施設の耐震化整備を計画的

に図る必要があります。

　そこで、来年４月の統合中学校開校、並び

に、今後検討されます統合小学校の計画に伴

い、体育館など統合により生じた施設の有効

利用、各種団体のご意見をお聞きしながら調

整しましたうえで各施設の統廃合を決定し、
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存続する施設におきましては、早急な耐震診

断を進め、耐震化工事の実施を行っていきた

いというふうに考えております。よろしくお

願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　宮下議員

○５番（宮下為幸議員）　以上で終わります。

　◎散　　会
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、本日の日

程は終了いたしました。

  これをもって、一般質問を終結いたします。

　最終日 23 日、午後３時から本会議を開き

ます。

　本日は、これをもって散会いたします。

　ご苦労さまでございました。

午後５時 38分　散会　
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平成24年３月23日（金曜日）

○出席議員（14名）

　　１番　　山　本　孝　司　　議員　　　　　８番　　古　玉　栄　治　　議員

　　２番　　笹　川　広　美　　議員　　　　　９番　　上　見　健　一　　議員

　　３番　　南　　　昭　榮　　議員　　　　　10番　　若　狭　明　彦　　議員

　　４番　　諏　訪　良　一　　議員　　　　　11番　　岩　井　礼　二　　議員

　　５番　　宮　下　為　幸　　議員　　　　　12番　　坂　井　幸　雄　　議員

　　６番　　亀　野　冨二夫　　議員　　　　　13番　　田　中　治　夫　　議員

　　７番　　甲　部　昭　夫　　議員　　　　　14番　　作　間　七　郎　　議員

○説明のため出席した者

　　町　　　　長 杉　本　栄　蔵 税  務  課  長 吉　田　外喜夫

　　副　 町　 長 小　山　茂　則 参事兼農林課長 大　村　義　一

　　教　 育　 長 池　島　憲　雄 上下水道課長 大　森　一　義

　　参事兼総務課長 永　源　　　勝 保健環境課長 西　浦　　　順

　　土木建設課長 高　橋　孝　雄 会  計  課  長 八　尾　外喜夫

　　参事兼住民福祉課長 谷　　　敏　則 教育文化課長 堀　内　浩　一

　　企  画  課  長 広　瀬　康　雄 生涯学習課長 平　岡　　　保

　　情報推進課長 澤　　　伸　一 
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○職務のため出席した事務局職員

　　事務局長　　橋　本　教　示　　　　　　書　　記　　土　屋　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〃   　　　島　元　奈緒美

○議事日程 ( 第３号 )

　　平成 24年３月 23日　　午後３時開議

　日程第１　総務建設常任委員会委員長報告

　日程第２　教育民生常任委員会委員長報告

　日程第３　予算審査特別委員会委員長報告

　日程第４　討論・採決

　　　　　　報告第１号　専決処分の承認を求めることについて

　　　　　　　　　　　　（平成 23年度中能登町一般会計補正予算）

　　　　　　議案第１号　中能登町暴力団排除条例の制定について

　　　　　　議案第２号　中能登町道の駅条例の制定について

　　　　　　議案第３号　中能登町古民家条例の制定について

　　　　　　議案第４号　中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　について

　　　　　　議案第５号　中能登町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第６号　中能登町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

　　　　　　　　　　　　例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第７号　中能登町公民館条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第８号　中能登町立図書館条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第９号　中能登町史跡雨の宮古墳公園条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第10号　中能登町体育施設条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第11号　中能登町介護保険条例の一部を改正する条例について

　　　　　　議案第12号　中能登町営住宅条例の一部を改正する条例について
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　　　　　　議案第13号　平成23年度中能登町一般会計補正予算

　　　　　　議案第14号　平成23年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算

　　　　　　議案第15号　平成23年度中能登町介護保険特別会計補正予算

　　　　　　議案第16号　平成23年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算

　　　　　　議案第17号　平成23年度中能登町下水道事業特別会計補正予算

　　　　　　議案第18号　平成23年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算

　　　　　　議案第19号　平成23年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算

　　　　　　議案第20号　平成23年度中能登町水道事業会計補正予算

　　　　　　議案第21号　平成24年度中能登町一般会計予算

　　　　　　議案第22号　平成24年度中能登町後期高齢者医療特別会計予算

　　　　　　議案第23号　平成24年度中能登町介護保険特別会計予算

　　　　　　議託第24号　平成24年度中能登町国民健康保険特別会計予算

　　　　　　議案第25号　平成24年度中能登町下水道事業特別会計予算

　　　　　　議案第26号　平成24年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計予算

　　　　　　議案第27号　平成24年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計予算

　　　　　　議案第28号　平成24年度中能登町水道事業会計予算

　　　　　　請願第１号　サイバー攻撃・情報保全対策に関する請願

　　　　　　請願第２号　原子力発電所の警備に関する請願

　　　　　　請願第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加表明に抗議する請願

　　　　　　請願第４号　基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書

　　　　　　　　　　　　提出の請願書

　　　　　　請願第５号　父子家庭支援策の拡充を求める意見書提出の請願書

　　　　　　請願第６号　こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書提出の請願書

　日程第５　閉会中の継続調査

　（追加日程１）

　日程第１　発議第１号　サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書

　　　　　　　　　　　　（提案趣旨説明、質疑、討論、採決）
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　日程第２　発議第２号　原子力発電所の警備に関する意見書

　　　　　　　　　　　　（提案趣旨説明、質疑、討論、採決）

　日程第３　発議第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加表明に抗議する意見書

　　　　　　　　　　　　（提案趣旨説明、質疑、討論、採決）

　日程第４　発議第４号　基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書

　　　　　　　　　　　　（提案趣旨説明、質疑、討論、採決）

　日程第５　発議第５号　父子家庭支援策の拡充を求める意見書

　　　　　　　　　　　　（提案趣旨説明、質疑、討論、採決）
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午後３時 00分　開議

　◎開　　議
○議長（坂井幸雄議員）　ご苦労さまです。

　ただ今の出席議員数は 14 名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。

　◎委員長報告
○議長（坂井幸雄議員）　日程第 1 から日程

第２　各常任委員会委員長報告

　これより、本定例議会から付託をしており

ました、報告第１号及び議案第１号から議案

第 20 号まで、請願第１号から請願第６号の

以上、報告１件、議案 20 件、請願６件を一

括して議題といたします。

　以上の案件に関して、委員会における審査

の過程及び結果について、各常任委員会委員

長の報告を求めます。

　総務建設常任委員会委員長　宮下為幸議員

　〔総務建設常任委員会委員長（宮下為幸議

員）登壇〕

○総務建設常任委員会委員長（宮下為幸議

員）　総務建設常任委員会における、審査の

経過並びに結果について、報告いたします。

　今定例会で付託されました案件は、報告１

件、議案 12件、請願４件であり、報告１件、

議案 12 件については、執行部からの説明を

求め、慎重に審査をいたしました。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、報告第１号「専決処分の承認を求め

ることについて」、平成 23 年度中能登町一

般会計補正予算では、除雪費の不足にかかる

2,000 万円の専決処分の報告を受けました。

　次に、議案第２号「中能登町道の駅条例の

制定について」では、平成 26 年春開業予定

の「道の駅」の設置に関して、施設の管理運

営等の内容を定める説明を受けました。今

後、施設に関して、電気自動車が利用できる

充電施設の整備を要望いたしました。

　次に、議案第３号「中能登町古民家条例の

制定について」では、今月末に小田中地区に

完成予定の古民家の利用開始に関する管理運

営等の内容を定める説明を受けました。当初

計画では、宿泊可能との説明でありました

が、今定例会で宿泊には法的規制があり、困

難との説明を受けました。今後、随時、計画

変更の報告を行う旨の要望をいたしました。

　次に、議案第 13 号「平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算」では、農業振興費の水

田営農対策確立事業補助金１億285万2,000

円の増額の内容は何かとの質問に、町内ライ

スセンター再編を図るため、事業主体である

ＪＡ能登わかばに対し補助金を交付し、平

成 24 年度に鹿島ライスセンターの増強を行

い、平成 25 年には鹿西ライスセンターを廃

止する旨の説明を受けました。

　続いて、議案第 18 号「平成 23 年度中能

登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算」で

は、当初計画の西馬場地区４区画のうち３区

画が契約確定し、残り１区画分 539 万 8,000

円を減額するとの説明を受けました。

　以上、主な質疑の概要は申し上げたとおり

であります。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました報告１件については、全会

一致で承認し、議案 12 件については全会一

致で可決いたしました。また、請願４件につ

いては、全会一致で採択いたしました。

　ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの「委員会審査報告書」の

とおりであります。

　以上で、総務建設常任委員会での報告を終

わります。

○議長（坂井幸雄議員）　次に、教育民生常

任委員会委員長　岩井礼二議員

　　〔教育民生常任委員会委員長（岩井礼二
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議員）登壇〕

○教育民生常任委員会委員長（岩井礼二議
員）　教育民生常任委員会における、審査の

過程並びに結果について、ご報告いたします。

　今定例会で付託されました案件は、議案９

件、請願２件であり、議案９件については、

執行部から説明を求め慎重に審査をいたしま

した。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、議案第９号「中能登町史跡雨の宮古

墳公園条例の一部を改正する条例について」

では、高校生にも郷土を勉強をしてもらうた

め、入館料を小中学生並みにする考えはない

のかとの問いに、今回の条例改正について

は、雨の宮能登王墓の館の入館料を石動山資

料館、ふるさと創修館の料金と統一するため

であり、今後、３施設の高校生の料金を検討

していきたいとの説明を受けました。

　次に、議案第 11 号「中能登町介護保険条

例の一部を改正する条例について」では、何

年を見込んで介護保険料を値上げしたのかと

の問いに、介護保険料については３年に一度

見直しをするもので、平成 24 年度から平成

26 年度の介護給付額を見込んで算定したも

のであるとの説明を受けました。

　次に、議案第 13 号「平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算」では、社会教育活動推

進事業費の石川ジュニア・ジャズ・アカデミー

の補助金について１人当たりいくら補助する

のか、また参加する中高生の演奏をどのよう

にアピールするのかとの問いに、今年の春、

アメリカのモントレー市で開催されるジャズ

コンテストにゲスト出演する石川ジュニア・

ジャズ・アカデミーのメンバーに町内の中高

生５名が参加するため、七尾市と同額の１人

５万円の補助をするもので、参加する中高生

の演奏については、ふれあいコンサート等、

様々な発表の場でアピールをお願いするとの

説明を受けました。

　また、生涯スポーツ推進事業では、ジュニ

ア全国大会等派遣の補助について、どのよう

に補助をするのかとの問いに、小中学生が全

国大会など６大会に出場することになり、そ

の派遣費を全国大会については 70％、それ

以外の大会には 50％を補助するものである

との説明を受け、スポーツばかりではなく、

文化活動面においても配慮してほしい旨の要

望をいたしました。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案９件につきましては、

いずれも全会一致で可決、請願２件のうち請

願第５号については、全会一致で採択、請願

第６号については、具体的施策を更に調査す

ることとし、会全一致で継続審査といたしま

した。

　なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの「委員会審査報

告書」のとおりであります。

　以上で、教育民生常任委員会からの審査結

果の報告を終わります。

○議長（坂井幸雄議員）　以上で、各委員会

の委員長報告が終わりました。

　これより、各委員長報告に対する質疑を行

います。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　質疑がないようで

あります。

　これで、質疑を終結いたします。

　日程第３　予算審査特別委員会委員長報告

　これより、本定例議会から付託をしており

ました、議案第 21 号から議案第 28 号まで

の議案８件を一括して議題といたします。

　以上の案件に関して、委員会における審査

の過程及び結果について、予算審査特別委員

会委員長の報告を求めます。

　予算審査特別委員会委員長　甲部昭夫議員

　〔予算審査特別委員会委員長（甲部昭夫議

員）登壇〕
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○予算審査特別委員会委員長（甲部昭夫議
員）　予算審査特別委員会における、審査の

経過並びに結果について、ご報告をいたしま

す。

　当委員会は、去る３月 13 日、14 日並び

に 15 日の３日間にわたり開催し、町執行部

の出席を求め、本定例会より付託を受けまし

た、平成 24 年度各会計予算の議案８件につ

いて、慎重に審査を行いました。

　その経過並びに結果について簡潔にご報告

申し上げます。

　まず、付託議案における委員会採決の結果

について、ご報告いたします。

　議案第 21 号　平成 24 年度中能登町一般

会計予算

　議案第 22 号　平成 24 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計予算

　議案第 23 号　平成 24 年度中能登町介護

保険特別会計予算

　議案第 24 号　平成 24 年度中能登町国民

健康保険特別会計予算

　議案第 25 号　平成 24 年度中能登町下水

道事業特別会計予算

　議案第 26 号　平成 24 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 27 号　平成 24 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 28 号　平成 24 年度中能登町水道

事業会計予算

　以上８件については、議案第 21 号では、

反対・賛成討論が行われ、結果、賛成多数で

可決いたしました。

　次に、議案第 22 号から議案第 28 号まで

は、全会一致で可決と決定いたしました。

　次に、委員会の審査の過程において、委員

各位より出された指摘・要望事項について、

全会計予算全般にわたり、これまで以上に徹

底した経費の見直しを行い、税収確保と受益

者負担の適正化等に努め、効率的な行政執行

を進めていただくよう強く望みます。

　また、多様化する町民のニーズに応えるた

め、限られた財源を計画的・重点的に配分し、

町民の幸せと将来の中能登町発展のため主要

な施策、事業を厳選した中で、執行されるよ

う要請をいたしておきます。

　ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの「委員会審査報告書」の

とおりであります。

　以上で、予算審査特別委員会の報告を終わ

ります。

○議長（坂井幸雄議員）　委員長の報告が終

わりました。

　これより、委員長報告に対する質疑を行い

ます。

　質疑の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　質疑がないようで

あります。

　これで、質疑を終結します。

　◎討論・採決
○議長（坂井幸雄議員）　日程第４　討論・

採決

　これより、上程議案報告第１号及び議案第

１号から議案第 20 号まで、報告１件、議案

20件について、一括して討論を行います。

　討論の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結いたします。

　次に、採決を行います。

　報告第１号　専決処分の承認を求めること

について（平成 23 年度中能登町一般会計補

正予算）を採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり承認であります。

　本件は、委員長の報告のとおり承認するこ

とに、賛成の方の起立を求めます。
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　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、報告第１号は、原案のとおり承認

されました。

　次に、議案第１号　中能登町暴力団排除条

例の制定についての採決をいたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長報告は、全会一致で原

案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、議案第１号は、原案のとおり可決

されました。

　次に、議案第２号　中能登町道の駅条例の

制定について、採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、多数であり

ます。

　よって、議案第２号は、原案のとおり可決

されました。

　次に、議案第３号　中能登町古民家条例の

制定について、採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長報告は、全会一致で原

案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、議案第３号は、原案のとおり可決

されました。

　次に、議案第４号　中能登町ケーブルテレ

ビネットワーク施設条例の一部を改正する条

例について

　議案第５号　中能登町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例について

　議案第６号　中能登町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について

　議案第７号　中能登町公民館条例の一部を

改正する条例について

　議案第８号　中能登町立図書館条例の一部

を改正する条例について

　議案第９号　中能登町史跡雨の宮古墳公園

条例の一部を改正する条例について

　議案第 10 号　中能登町体育施設条例の一

部を改正する条例について

　議案第 11 号　中能登町介護保険条例の一

部を改正する条例について

　議案第 12 号　中能登町営住宅条例の一部

を改正する条例について

　以上の議案９件を一括して採決します。

　お諮りいたします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　議案第４号から議案第 12 号までの議案９

件は、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第 13 号　平成 23 年度中能登

町一般会計補正予算を採決します。

　お諮りいたします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに、賛成の方の起立を求めます。
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　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、議案第 13 号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 14 号　平成 23 年度中能登

町後期高齢者医療特別会計補正予算

　議案第 15 号　平成 23 年度中能登町介護

保険特別会計補正予算

　議案第 16 号　平成 23 年度中能登町国民

健康保険特別会計補正予算

　議案第 17 号　平成 23 年度中能登町下水

道事業特別会計補正予算

　議案第 18 号　平成 23 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計補正予算

　議案第 19 号　平成 23 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算

　議案第 20 号　平成 23 年度中能登町水道

事業会計補正予算

　以上、議案７件を一括して採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

での可決であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、議案第 14 号から議案第 20 号ま

での議案７件は、原案のとおり可決されまし

た。

　続いて、請願第１号から請願第６号までの

請願６件について、一括して討論を行います。

　討論の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　討論がないようで

あります。

　以上で、討論を終結いたします。

　続いて、採決を行います。

　請願第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

に関する請願を採決します。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

採択であります。

　この請願を採択することに、賛成の方の起

立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、請願第１号は、採択することに決

定いたしました。

　続いて、請願第２号　原子力発電所の警備

に関する請願を採決いたし、採決をお諮りい

たします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

採択であります。

　この請願を採択することに、賛成の方の起

立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、請願第２号は、採択することに決

定いたしました。

　次に、請願第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交

渉参加の表明に抗議する請願を採決いたし、

採決をお諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

採択であります。

　この請願を採択することに、賛成の方の起

立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、請願第３号は、採択することに決

定いたしました。

　次に、請願第４号　基礎自治体への円滑な

権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見

書提出の請願書を採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で
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採択であります。

　この請願を採択することに、賛成の方の起

立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、請願第４号は、採択することに決

定いたしました。

　次に、請願第５号　父子家庭支援策の拡充

を求める意見書提出の請願書を採決いたしま

す。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

採択であります。

　この請願を採択することに、賛成の方の起

立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、この請願第５号は、採択すること

に決定いたしました。

　次に、請願第６号　こころの健康を守り推

進する基本法の制定を求める意見書提出の請

願書を採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

継続審査であります。

　この請願を継続審査とすることに、賛成の

方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、請願第６号は、継続審査とするこ

とに決定いたしました。

　続いて、議案第 21 号から議案第 28 号ま

での議案８件について、一括して討論を行い

ます。

　討論の方、ございませんか。

　まず、反対討論の発言を許します。

　８番　古玉栄治議員

　　〔８番（古玉栄治議員）登壇〕　

○８番（古玉栄治議員）　私は、議案第 21

号　平成 24 年度中能登町一般会計予算、10

款教育費、統合小学校建設費 4,347 万 6,000

円は、鹿島地区の統合小学校建設実施計画の

予算と説明を受けております。この予算につ

いて、反対いたします。

　なぜなら、今回の私の一般質問の教育委員

長の答弁で分かるように、教育委員長は子供

たちの教育環境や学校の築年数、中能登町の

財政を考えると、合併特例債があるうちに建

てないと、今後、建設することが大変難しい

と言われています。

　鳥屋小学校は、越路小学校より５年も古い

学校です。老朽化が著しくなり、外壁の一部

が落下する危険がでてくる恐れがあります。

また、鹿西小学校は、今後、１クラスになり

ます。

　教育委員会では、「人間形成の中で大事な

ことは、いろいろな人と交わることであり、

１学級でクラス替えもできないのでは困る」

と言っています。教育委員長は、「教育委員

会の第一の責務は、今後、中長期間を見通し

た安全で安心な教育環境を提供し、時代に

あった学校づくり、子供たちが切磋琢磨しな

がら学ぶことができる環境を提供することで

あると思います」と答弁されております。

　統合小学校を建設するならば、教育委員長

の答弁を尊重し、中能登小学校を建設するこ

とが優先されるべきだと思います。

　よって、鹿島地区の統合小学校建設関係に

係る予算に反対いたします。議員各位の賛同

をお願いいたします。以上です。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、賛成討論の発言を許します。

　11番　岩井礼二議員

　　〔11番（岩井礼二議員）登壇〕　
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○ 11 番（岩井礼二議員）　賛成討論を行い

ます。

　議案第 21 号、10 款教育費、鹿島地区統

合小学校議案に賛成をいたします。

　理由といたしまして、平成 15 年８月から

平成 16 年の 12 月、旧鹿島町で３回の学校

再編検討委員会、議会への説明を経て小学校

統合については１校とする結論に至っており

ます。

　また、現在の使用中の滝尾小学校及び御祖

小学校の普通教室棟は耐震基準を満たしてお

らず、国・県から早期に耐震化を進めるよう

指導を受けている現状であります。

　次に、現在の鹿島中学校の校舎は、建築後

50 年を経過し、ＲＣ造の償却年数を経過を

しております。ＲＣとは、鉄筋コンクリート

造りでございます。

　また、当時の生徒数はピークで 900 人規

模でしたが、予定しておる 27 年に統合小学

校として開校するとなれば、467 人の生徒

数の予定であります。人数では、当時の約半

分規模で、しかも小学生が対象であります。

せっかくの機会です。ですから、生徒・子供

たちに夢を持たせる環境、新しい校舎で多人

数でのびのびと競い合いながら良い教育を受

けてほしいと思います。

　以上のことを踏まえ、23 年度予算に採択

している基本設計予算を大切に享受をするこ

ととし、来年度の実施設計予算に賛成をいた

します。以上です。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（坂井幸雄議員）　ほかに、ございま

せんか。ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　続いて、採決を行います。

　議案第 21 号　平成 24 年度中能登町一般

会計予算を採決します。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、賛成多数で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、多数であり

ます。

　よって、議案第 21 号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 22 号　平成 24 年度中能登

町後期高齢者医療特別会計予算

　議案第 23 号　平成 24 年度中能登町介護

保険特別会計予算

　議案第 24 号　平成 24 年度中能登町国民

健康保険特別会計予算

　議案第 25 号　平成 24 年度中能登町下水

道事業特別会計予算

　議案第 26 号　平成 24 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 27 号　平成 24 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 28 号　平成 24 年度中能登町水道

事業会計予算

　以上、議案７件を一括して採決します。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、議案第 22 号から議案第 28 号ま

での議案７件については、原案のとおり可決

されました。

　◎追加日程１
○議長（坂井幸雄議員）　お諮りいたします。

　ただ今、提出者　宮下為幸議員ほか賛成者
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６名から、

　発議第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

を求める意見書

　提出者　宮下為幸議員ほか賛成者６名か

ら、

　発議第２号　原子力発電所の警備を求める

意見書

　提出者　宮下為幸議員ほか賛成６名から、

　発議第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加

表明に抗議する意見書

　宮下為幸議員ほか賛成者６名から、

　発議第４号　基礎自治体への円滑な権限移

譲に向けた支援策の充実を求める意見書

　提出者　岩井礼二議員ほか賛成者５名か

ら、

　発議第５号　父子家庭支援策の拡充を求め

る意見書

　以上、発議５件を提出されました。

　これを日程に追加し、日程の順序を変更

し、直ちに議題といたしたいと思います。

　これに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ご異議なしと認め

ます。

　発議第１号から発議第５号を、日程の順序

を変更し、直ちに議題とすることに決定いた

しました。

　議事日程表を配付しますので、暫時休憩い

たします。

午後３時 41分　休憩

午後３時 42分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。

　追加日程１　日程第１

　発議第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

を求める意見書を議題といたします。

　提出者の趣旨説明を求めます。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕

○５番　宮下為幸議員　サイバー攻撃・情報

保全対策に関する意見書

　簡潔に説明したいと思います。

　衆議院や参議院、政府機関を狙ったサイ

バー攻撃が明らかになり、サイバー攻撃に対

する国民の不安はこれまでになく高まってい

る。

　我が国の重要な情報がサイバー攻撃で海外

に流出することは、国益に大きな影響があ

り、政府が一体となってサイバー攻撃・情報

保全対策を構築することが求められている。

　よって、国におかれては、下記の事項にお

いて積極的に実現を図り、サイバー攻撃に対

する国民の安心・安全を守るように強く要望

する。

記

１　国家としての安全保障の観点から、情報

　保全の基本戦略を早急に構築すること。

２　我が国の防衛調達に関する情報管理、保

　秘体制を強化すること。

３　重要な社会基盤に対するサイバー攻撃の

　可能性を評価・検証し、地方自治体に対す

　るサイバー攻撃対策についても、早急に戦

　略を構築すること。

４　民間の優れた人材の技術を活用し、官民

　一体となった情報保全対策を構築するこ

　と。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 24年３月 23日

　　石川県中能登町議会

　以上、よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第１号についての質疑を行い

ます。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。
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　これで、質疑を終結いたします。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。以上で、質疑を終結いたします。あっ

　続いて、採決を行います。

　発議第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

を求める意見書を採決いたします。

　お諮りいたします。

　発議第１号は、原案のとおり決定すること

に、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、発議第１号は、原案のとおり可決

されました。

　追加日程１　日程第２

　発議第２号　原子力発電所の警備を求める

意見書を議題といたします。

　提出者の趣旨説明を求めます。

　５番　宮下為幸議員

○５番　宮下為幸議員　原子力発電所の警備

に関する意見書

　簡潔に説明したいと思います。

　今般の福島第一原子力発電所の事故は、国

際社会に大きな影響を与えた。原発の安全対

策は自然災害のみならず、テロ対策も重要で

あることは言うまでもない。

　特に、現在、収束に向けた努力が続けられ

ている福島第一原発に対して、テロ組織等が

攻撃を企てると、不安定な状態となっている

原子炉から大量の放射性物質が放出される可

能性もあり、厳重な警備体制が必要とされて

いる。

　よって、国におかれては、下記の事項につ

いて早急に検討し、実現できるものは早急に

実現するように強く要望する。

記

１　成田国際空港警備隊を参考に、警察が新  

　たに「原発警備隊」を創設するなど、警備

　体制の充実を図ること。

２　自衛隊の任務に原発施設等の警護を加え

　る自衛隊法の改正を行うこと。

３　海上からの攻撃に対処するため、海上保

　安庁と海上自衛隊の連携を強化すること。

４　警察・自衛隊と周辺自治体とを加えた防

　護訓練を実施すること。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 24年３月 23日

　　石川県中能登町議会

　よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第２号についての質疑を行い

ます。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結します。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結いたします。

　続いて、採決を行います。

　発議第２号　原子力発電所の警備を求める

意見書を採決します。

　お諮りいたします。

　発議第２号は、原案のとおり決定すること

に、賛成の方の起立を求めます。

　暫時休憩いたします。

午後３時 50分　休憩

午後３時 52分　再開

○議長（坂井幸雄議員）　開議いたします。

　訂正をお願いいたします。
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　発議第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

に関する意見書をに訂正お願いいたします。

　暫時休憩して、訂正の箇所を言います。

　午後３時 53分　休憩

午後３時 54分　再開

　開議いたします。

　発議第１号　サイバー攻撃・情報保全対策

に関する意見書を議題といたします。

　求める意見書を、情報保全対策に関する意

見書に直していただきたいと思います。

　次に、発議第２号　原子力発電所の警備を

求める意見書を、原力子発電所の警備に関す

る意見書に訂正してください。

　訂正します。

　再開いたします。

　日程第１　発議第１号　サイバー攻撃・情

報保全対策を求める意見書を、サイバー攻

撃・情報保全対策に関する意見書に訂正いた

します。

　次に、日程第２の発議第２号　原子力発電

所の警備を求める意見書を、発議第２号　原

子力発電所の警備に関する意見書に訂正をい

たします。

　追加日程第１　日程第３

　発議第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加

表明に抗議する意見書を議題といたします。

　提出者の趣旨説明を求めます。

　５番　宮下為幸議員

○５番　宮下為幸議員　ＡＰＥＣでのＴＰＰ

交渉参加表明に抗議する意見書

　簡潔に説明したいと思います。

　野田総理は、11 月のアジア太平洋経済協

力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議において、環太

平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に参加に向

けて、各国との協議に入ると述べ、事実上の

交渉参加を表明した。その後、ＴＰＰ交渉参

加にあたって、国会審議における閣僚間答弁

の食い違いや、日米両国政府の発表に矛盾が

生じる等、ＴＰＰをめぐる混乱に拍車がか

かっている。

　混乱の原因は、野田総理そのものにあると

言わざるを得ない。特に交渉においては、国

民皆保険制度については、「断固我が国の制

度を守るために交渉する」と述べる一方、米

の関税については、「守るべきは守る」と真

意が疑われる発言をするなど、交渉において

真の国益を守る気概が感じられない姿勢が際

だっている。

　よって、国におかれては、ＴＰＰに対する

国民的論議が熟すよう、交渉で得られた必要

な情報は速やかに明らかにし、ＴＰＰの利

点、不利となる点、国益上の危機をわかりや

すく国民に説明するよう強く要望する。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 24年３月 23日

　　石川県中能登町議会

　よろしくお願いいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第３号について質疑を行いま

す。

　質疑の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結します。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結します。

　続いて、採決を行います。

　発議第３号　ＡＰＥＣでのＴＰＰ交渉参加

表明に抗議する意見書を採決いたします。

　お諮りいたします。

　発議第３号は、原案のとおり決定すること

に、賛成の方の起立を求めます。
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　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、発議第３号は、原案のとおり可決

されました。

　追加日程１　日程第４

　発議第４号　基礎自治体への円滑な権限移

譲に向けた支援策の充実を求める意見書を議

題といたします。

　提出者の趣旨説明を求めます。

　５番　宮下為幸議員

○５番　宮下為幸議員　基礎自治体への円滑

な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意

見書

　簡潔に説明したいと思います。

　国が地方自治体の仕事を様々な基準で細か

く縛る「義務付け・枠付け」の見直しや、都

道府県から市町村への権限移譲を進めるため

の地域主権「一括法」の第１次・第２次一括

法が、昨年の通常国会で成立しました。291

項目にわたる第３次見直しも昨年末に閣議決

定され、本年の通常国会に提出される見通し

となっています。

　一方、自主財源に乏しい自治体では、人件

費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる

歳出削減など、徹底した行財政改革を進めて

きていますが、財源の多くを国によって定め

られた行政水準の確保の費やさざるを得ない

など、更に厳しい財政運営を強いられていま

す。地方自治体は、農林水産業の振興や地域

経済の活性化、少子・高齢化社会、高度情報

化への対応、防災対策や各種社会資本整備な

ど重要な課題を有し、これらの財政需要に対

応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務と

なっています。

　地域主権改革は、地域住民らが自ら考え、

その行動と選択に責任を負うという住民主体

の発想に基づく改革を目指すものであり、明

治以来の中央集権体質からの脱却、国と地方

が対等の立場で対話できる関係への根本的な

転換を進めていくものでなければなりませ

ん。

　よって国においては、基礎自治体への円滑

な権限移譲に向けた支援策の充実を図ってい

ただきたい。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 24年３月 23日

　　石川県中能登町議会

　よろしくお願いします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第４号についての質疑を行い

ます。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結します。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結いたします。

　続いて、採決を行います。

　発議第４号　基礎自治体への円滑な権限移

譲に向けた支援策の充実を求める意見書を採

決します。

　お諮りいたします。

　発議第４号は、原案のとおり決定すること

に、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、発議第４号は、原案のとおり可決

されました。

　追加日程１　日程第５

　発議第５号　父子家庭支援策の拡充を求め

る意見書を議題といたします。



－ 122 －

　提出者の趣旨説明を求めます。

　11番　岩井礼二議員

○ 11 番　岩井礼二議員　ただ今、上程され

ました意見書については、その概要を以下朗

読し、趣旨説明にかえさせていただきます。

　父子家庭が年々増えており、多くの父子家

庭も母子家庭同様、経済的に不安定で、子育

て等でも多くの課題を抱えていますが、父子

家庭と母子家庭では、行政による支援の内容

に大きな差があります。

　児童扶養手当法改正により、平成 22 年８

月１日から母子家庭の母を支給対象としてい

た児童扶養手当が父子家庭の父にも支給され

ることとなりました。しかし、このほかに

も、母子家庭が受けられる行政による支援制

度（就労支援や技能習得支援、福祉貸付金、

自立支援給付金など）の多くが、父子家庭で

は受けられません。

　よって、国におかれては、対象が「母子家

庭」に限られている諸制度に関して、「父子

家庭」も対象とするよう改善を行うととも

に、以下の項目について速やかに実施するこ

とを強く要望します。

記

１　遺族基礎年金の父子家庭への拡充策とし

　て、死別の父子家庭の父においても支給対

　象とするとともに、父と子が共に暮らして

　いても子に遺族基礎年金が支給されるよう

　改正すること。

２　母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練

　促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助

　成金の対象を父子世帯にも拡充すること。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。

　平成 24年３月 23日

　　石川県中能登町議会

　よろしくお願いをいたします。

○議長（坂井幸雄議員）　趣旨説明が終わり

ました。

　ここで、発議第５号についての質疑を行い

ます。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　これで、質疑を終結いたします。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　以上で、討論を終結いたします。

　続いて、採決を行います。

　発議第５号　父子家庭支援策の拡充を求め

る意見書を採決します。

　お諮りいたします。

　発議第５号は、原案のとおり決定すること

に、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　発議第５号は、原案のとおり可決されまし

た。

　発議２号について、もう一度行います。

　発議第２号　原子力発電所の警備に関する

意見書を議題といたします。

　これについての質疑を行います。

　質疑の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　次に、討論を行います。

　討論の方、ございませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　ないようでありま

す。

　発議第２号　原子力発電所の警備に関する

意見書を採決いたします。

　お諮りいたします。

　発議第２号は、原案のとおり決定すること
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に、賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（坂井幸雄議員）　起立、全員であり

ます。

　よって、発議第２号は、原案のとおり可決

されました。

　◎閉会中の継続調査
○議長（坂井幸雄議員）　日程第５　閉会中

の継続調査

　閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます。

　ただ今、議会運営委員会委員長及び総務建

設常任委員会委員長、教育民生常任委員会委

員長、行財政改革特別委員会委員長、中能登

町統合中学校建設特別委員会委員長からの会

議規則第 75 条の規定により、議会運営委員

会の閉会中の所掌の事務調査、各常任委員

会、特別委員会の閉会中の所管の事務調査の

ため、閉会中の継続調査の申し出があります。

　お諮りいたします。

　各委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに、ご異議ございませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（坂井幸雄議員）　異議なしと認めま

す。

　よって、各委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしまし

た。

　◎閉議・閉会
○議長（坂井幸雄議員）　以上で、本議会に

付議されました案件の審議は、すべて終了い

たしました。

　これをもって、平成 24 年第１回中能登町

議会定例会を閉会いたします。

　ご苦労さまでございました。

午後４時 11分　閉会
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　地方自治法第 123 条第２項の規定により、ここに署名する。

 議　　長　　坂　　井　　幸　　雄
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